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≪概要≫

＊文部科学省

・学校における補助教材の適切な取扱いについて（通知）（3月4日）
・「児童生徒の安全に関する緊急確認調査」結果について（3月13日）
・情報活用能力調査の結果について（3月24日）
＊厚生労働省

・子どもを守る地域ネットワーク等調査の結果を公表します（平成25年度調査）（3月2日）
・４月２日は「世界自閉症啓発デー」　　東京タワーを青色にライトアップします～４月４日には発達障害への正しい理解を目的としたシンポジウムも開催～（3月23日）

＊法務省

・平成２６年における「人権侵犯事件」の状況について（概要）～人権侵害に対する法務省の人権擁護機関の取組～（3月13日）
＊警察庁

・平成 26 年中のストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等の対応状況について（3月19日）
＊日本弁護士連合会

・子どもに対する体罰及びその他の残虐な又は品位を傷つける形態の罰の根絶を求める意見書（3月25日）

＊内閣府男女共同参画局

・ストーカー総合対策（3月20日）
・「ストーカー行為等の被害者支援実態等の 調査研究事業」報告書
・男女間における暴力に関する調査報告書(3月27日)

＊ハフポスト日本版

・難民キャンプの女性を暴力から守るために作られた「革新的なトイレ」とは？（3月12日）
・マドンナがレイプ被害を届け出なかった理由（3月14日）
＊朝日新聞

・（見逃されたサイン　川崎・中１殺害：中）「他人のふりをして」　上村さん、元級友に（3月1日）
・（どうする？）新１年生、親の心構え　ワクワク感高める声かけを（3月1日1日）

・性的少数者の生徒らを支援　文科省、学校向け対策（3月3日）
・多様な性、学校から支援　文科省、人権教育のテーマに（3月3日）
・（天声人語）１３歳のＳＯＳ（3月3日）
・施設の子、親弔う場を　支援のＮＰＯ、共同の墓を建立（3月3日）

・京都）子どもの貧困対策に本腰　府教委、予算案提出（3月4日）
・（学びを語る）２分の１成人式　虐待児や多様な家族に配慮を　内田良さん
（3月4日）

・里親への知識・理解必要（聞こに）（3月5日）
・川崎・中１殺害、母の後悔に反響（3月6日）
・（インタビュー）被害者と加害者の対話　ＮＰＯつくり対話に取り組む弁護士・山田由紀子さん（3月6日）
・情報共有へ改善策　佐世保高１殺害事件、県が最終報告へ（3月7日）
・精神障害者から暴力、家族の葛藤　研究者「６割が経験」(3月7日)

・性や人生、仲間と語り合う　ピアエデュケーション（3月7日）
・（高濱正伸の子どもと大人の育育サプリ）働く母たちよ、胸張って（3月8日）
・（いちからわかる！）「言葉のセクハラ」に最高裁判決が出たの？（3月9日）
・愛知）本当の支援とは　非行少年の再起支援する高坂さん（3月9日）
・（Ｍｅｄｉａ　Ｔｉｍｅｓ）少年事件、ネット上で無責任な「犯人捜し」（3月11日）
・（ＴＨＥ　ＨＵＦＦＩＮＧＴＯＮ　ＰＯＳＴから）川崎事件が問う母子家庭への目
・児相の一時保護「適法」　両親の「調査不十分」主張退ける　東京地裁（3月12日）
・「殴られても構いません」野球部員に書かせ体罰　和歌山（3月12日）
・ネットの人権侵害５割増　性的写真・子ども中傷　法務省（3月13日）
・佐賀）「携帯やスマホ持たせない」　武雄市連合ＰＴＡ（3月14日）
・防災対策、障害者と共に　国連会議、行動指針採択へ(3月18日)

・いじめ「学校に防ぐ責任」　父「画期的和解」　大津・中２自殺（3月18日）
・１８歳少年「暴行続けるうちに殺意」　川崎の中１殺害（3月21日）
・施設増えても足りない保育士　待機児童問題、解消の壁にも（3月24日）
・教え子に私的メールやＬＩＮＥダメ？…１５県教委で禁止（3月25日）
・夫からＤＶ、４人に１人が経験　１割「命の危険感じた」（3月27日）
・子を虐待、最多８７件　児童養護施設や里親　１３年度（3月31日）
・（ニュースＱ３）「体罰は指導」その意識を変えるプログラム（3月31日）
＊毎日新聞

・社説:遼太さんの死　大人たちが問われる（3月1日）
・救えなかった命:川崎・中１殺害事件／下　大人の助け足りず　電話３４回、結局会えず（3月1日）
・川崎中１殺害:ネットに「容疑者」情報…名誉毀損の可能性（3月2日）
・’１５予算から:福岡市　子どもの貧困対策　非婚のひとり親家庭に寡婦控除をみなし適用（3月2日）
・救えなかった命・私はこう見る:川崎・中１殺害　日本こどもの安全教育総合研究所理事長・宮田美恵子さん（3月3日）

・川崎・中１殺害:ＬＩＮＥ、大人の死角　上村さん、ＳＯＳ届かず（3月3日）
・救えなかった命・私はこう見る:川崎・中１殺害　精神科医・片田珠美さん（3月4日）
・しらかば帳:排除をやめよう　／長野（3月4日）
・川崎中１殺害:ひとり親　支え不可欠…上村さん母の苦悩（3月5日）
・救えなかった命・私はこう見る:川崎・中１殺害　漫画「家栽の人」原作者・毛利甚八さん（3月6日）
・川崎市教委:９日から「ダイヤルＳＯＳ」、中１殺害受けて（3月7日）
・川崎中１殺害:学校現場、認知度低く…スクールＳＷ（3月8日）
・兵庫県議会事務局:議場で手話「品位反する」、議員を注意　聴覚障害者「差別だ」　「言語」普及、求めておきながら（3月10日）
・前へ・東日本大震災４年:／上　学習支援、ニーズに合わせ（3月10日）
・非行情報共有:川崎市教委、警察と情報共有に壁　子どもの権利条例、抵触の恐れ（３月１４日）
・ことば:学校警察連絡協議会（３月１４日）

◇学校警察連絡協議会

・文科省調査:７日以上接触不能／非行集団関わり、「被害恐れ」子ども４００人　川崎事件受け（３月１４日）
・文科省調査:「被害の恐れ」子ども４００人　接触拒む家庭目立つ（３月１４日）
・メディア時評:バッシング広げない配慮を＝東京大教授（教育社会学）・本田由紀（3月14日）
・聴覚障害者:災害考えよう　避難所運営ゲームに８０人−−甲府　／山梨（3月17日）
・川崎中１殺害:子供の逃げ場所　作ってあげること必要（3月17日）
・暴力・暴言:山形五中女子バレー部・外部コーチが　顧問教諭黙認、市教委公表せず　／山形（3月18日）
・国連防災世界会議:子どもの力、認めて　被災地代表、中３が訴え　「まちづくり参加したい」（3月18日）
・ストーカー・ＤＶ:被害最多　昨年・警察庁把握　社会の関心高まる（3月19日）
・袖ケ浦の障害者虐待:裁判　暴力が日常化　十分な教育ないままに　／千葉（3月20日）
・現場から:児童虐待　「世代間連鎖」断ち切れ　家庭のような情景づくり　／栃木（3月24日）
・ハーグ条約:国際結婚の子の返還命令…東京家裁が初判断（3月25日）
・君の笑顔が見たい:「子どもの村」の挑戦／４７　揺れる心を支えて／１０　／福岡（3月26日）

・論点:深刻化する児童虐待
・施設の子供:職員らの虐待　届け出288件中87件認定（3月27日）
・小中高校:加害・被害の恐れ、「警察に実名」３割（3月27日）
・川崎中１殺害:「不登校に早期対応」文科省が再発防止策（3月31日）
＊産経新聞

【中１殺害　今、少年たちに何が（上）】
・悲痛「お願いだから、リーダーにやられたって言わないで」　暴力で１８歳に支配され…（2月28日）
【中１殺害　今、少年たちに何が（中）】
・出会いはゲーセン、深夜に呼び出し「おもちゃにされていた」（3月1日）
【中１殺害　今、少年たちに何が（下）】
・「ＬＩＮＥ返事遅い」と殴り続け　大人に見えぬＳＮＳ交友、把握困難（3月2日）

・和歌山・小５殺害１カ月、地域で「目に見える安心」（3月5日）
・前へ・東日本大震災４年:／中　若い女性、言えない悩み共有（3月11日）
・文科省緊急調査　「被害の恐れ」生徒１１人　川崎市教委、中１殺害受け発表（３月１４日）　

・名称は「義務教育学校」　小中一貫校を制度化　政府が改正案を閣議決定（3月17日）
・【大津中２自殺】
「いじめは死につながるとの認識を」遺族の父親、教職員に訴え（3月18日）
・ＪＫビジネスは「有害役務営業」　全国初の全面規制、愛知で条例改正（3月20日）
・ネットトラブル防止へ中高生向け啓発動画　兵庫県教委など（3月21日）
・仁藤夢乃　女子高校生サポートセンターＣｏｌａｂｏ代表（１）「難民高校生」救いたい（3月23日）
・仁藤夢乃　女子高校生サポートセンターＣｏｌａｂｏ代表（２）「かわいい」とメイドカフェへ(3月24日) 

＊読売新聞

・「携帯を持たせるの怖い」交友関係把握しにくく（3月2日）
・言葉のセクハラ最高裁へ（前）～再逆転！　悪質な発言は処分妥当～（3月3日）

・言葉のセクハラ最高裁へ（後）～企業への３つの教訓～（3月4日）

【震災と向き合う】
・（１）「津波の恐ろしさ伝えたい」（3月7日）
・小中高情報共有へ指針、佐世保高１殺害最終報告（3月7日）
・子供安全調査　学校と警察の連携で悲劇防げ（3月15日）
・再発防止、重い宿題　大津いじめ和解（3月18日）
・アクティブ・ラーニング

（１）子ども主体で生き抜く力を身につける（3月20日）
・未成年の母を「要支援児童」に…難病女児衰弱死（3月20日）
・法テラス、ストーカーやＤＶも相談対象に（3月24日）
・ハーグ条約、子供返還など海外調停機関と連携へ(3月25日)

・小中の道徳「特別の教科」に…いじめ防止教える（3月27日）
・貧困家庭の子供を支援、政府が基金新設へ（3月28日）
＊日本経済新聞

・川崎中１殺害、ＳＯＳ届かず　専門家「連携強化を」 （3月4日）

・中１殺害は防げなかったか （3月5日）
・向精神薬、子供に処方増加　厚労省調査 安全性確認を（3月7日）

・[FT]インド、レイプ告発番組が映す女性蔑視の現実（3月8日） 
フォームの終わり

・少年厳罰化、再発防止「効果ある」78％（3月11日）
・「人権教育の充実でリスクに対処を」 弁護士の斉藤誠氏 （3月12日）
・定義あいまい、報告にばらつき　児童安全調査で都道府県（３月１３日）
・子供の安否、チームで確認　自治体手探り（３月１４日）
フォームの終わり

・「出向くケア」池田小が転機　犯罪被害者を支え２０年（３） 軌跡 （3月19日）
・３日連続欠席で校長らに報告　川崎中１殺害受け文科省（3月20日）
・神戸連続児童殺傷、加害男性が遺族に手紙　11通目届く（3月23日）
・14年ストーカー被害、最多２万2800件　脅迫など積極摘発（3月19日） 
フォームの終わり

・ネットで情報収集、子供は苦手　文科省が小５と中２を調査（3月25日）
・児童虐待疑い 最多２万8923人　14年、警察の児相通告 （3月26日）
フォームの終わり

・学校と警察の協議会「年５回以下」８割　文科省緊急調査 (3月27日) 

・施設内の子供虐待、13年度87件で最多　６割が男子（3月28日）

*神奈川新聞

・川崎・多摩川中１殺害：学校だけでは守れない（3月4日）
＊京都新聞

・シングルマザー、困窮の影に男性の暴力…大阪のグループが調査（3月9日）
＊紀伊民報

・高校生の９７％が携帯ネット利用　和歌山県調査（3月9日）
＊NHKニュース

・子どもへの性犯罪 所在確認対象の１割近くが再検挙（3月19日）
＊沖縄タイムス

・少年の再犯者率　沖縄44％で全国最悪　背景に高い貧困率（3月24日）

・社説[少年再犯者率]背後の問題に目向けよ（3月25日）
＊時事通信

・相談窓口「ない」６割＝危険判定、１％未満－自治体のストーカー対策・内閣府（3月27日）
・ストーカー被害、10人に１人＝３割「命の危険」－内閣府調査
＊文部科学省

・学校における補助教材の適切な取扱いについて（通知）（3月4日）
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1355677.htm
・「児童生徒の安全に関する緊急確認調査」結果について（3月13日）
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/03/__icsFiles/afieldfile/2015/03/13/1355902_01.pdf
・情報活用能力調査の結果について（3月24日）
文部科学省が行った、児童生徒の情報活用能力について、把握、分析するとともに，指導の改善，充実に資するため，小・中学生を対象にコンピュータを用いた情報活用能力調査を平成25年10月から平成26年1月にかけて実施した結果報告。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1356188.htm
＊厚生労働省

・子どもを守る地域ネットワーク等調査の結果を公表します（平成25年度調査）（3月2日）

全国の1,742市町村（特別区を含む。以下同じ。）に対して、児童虐待の発生予防の取り組みである子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の設置状況等に関する調査。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075220.html
・４月２日は「世界自閉症啓発デー」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東京タワーを青色にライトアップします～４月４日には発達障害への正しい理解を目的としたシンポジウムも開催～（3月23日）

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078614.html
＊法務省

・平成２６年における「人権侵犯事件」の状況について（概要）～人権侵害に対する法務省の人権擁護機関の取組～（3月13日）
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00195.html
＊警察庁

・平成 26 年中のストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等の対応状況について（3月19日）
https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/stalker/seianki26STDV.pdf
＊日本弁護士連合会
・子どもに対する体罰及びその他の残虐な又は品位を傷つける形態の罰の根絶を求める意見書（3月25日）
日弁連が3月24日付けで文部科学大臣、厚生労働大臣および法務大臣に提出した、「子どもに対する体罰及びその他の残虐な又は品位を傷つける形態の罰の根絶を求める意見書」。
≪意見書の趣旨≫
１　子どもに対する体罰及びその他の残虐な又は品位を傷つける形態の罰（以下「体罰等」という。）は、家庭を含めあらゆる環境において、禁止されることを児童虐待防止法及び民法において明文化すべきである。併せて民法の懲戒権規定（民法８２２条）を削除すべきである。

２　文部科学省は、保護者、教育職員等子どもに関わる全ての者に対し、体罰等を禁止する意味や子どもの権利について意識啓発し、体罰等によらない非暴力的な養育方法や教育・指導方法を示し、継続的かつ効果的に、教育し、研修を行うべきである。


３　体罰等の被害を受けた子どもやそれを目撃した子ども等に対し、十分な配慮を行い、適切にケアをし、支援する制度を構築すべきである。

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2015/150319_4.html
＊内閣府男女共同参画局

・ストーカー総合対策（3月20日）
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/violence_research/stalker/index.html
・「ストーカー行為等の被害者支援実態等の 調査研究事業」報告書
http://www.gender.go.jp/e-vaw/chousa/images/pdf/h26_stalker_report.pdf
・男女間における暴力に関する調査報告書(3月27日)
前回平成23年度調査から３年後に当たる平成 26 年度に先行調査を踏まえつつ、今後の男女間における暴力対策の推進に資することを目的とし、国内の男女間における暴力の実態を把握するために行われた調査の報告書。

※「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（平成 13 年法律第 31 号。以下、 「配偶者暴力防止法」という。）では、国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者 の保護に資するため、調査研究の推進に努めるよう規定しています。また、「第３次男女共同参画基本 計画」（平成 22 年 12 月 17 日閣議決定）では、女性に対する暴力について的確な施策を実施し、社会の問題意識を高めるため、定期的・継続的な実態把握の調査に努めることとしています。 男女間を取り巻く環境の変化に応じた被害傾向の変化等に適切に対応するため、これまで、平成 11 年度、平成 14 年度、平成 17 年度、平成 20 年度、平成 23 年度に、全国 20 歳以上の男女 5,000 人（平成 17 年度以前は 4,500 人）を対象に、無作為抽出によるアンケート調査を実施しています。
http://www.gender.go.jp/e-vaw/chousa/h26_boryoku_cyousa.html(本文)
http://www.gender.go.jp/e-vaw/chousa/images/pdf/h26danjokan-gaiyo.pdf(概要版)
＊ハフポスト日本版

・難民キャンプの女性を暴力から守るために作られた「革新的なトイレ」とは？（3月12日）
革新的なトイレが登場した。尿を電力に変えることができるトイレだ。

西イングランド大学の研究者たちがこのトイレを考案した理由、それは難民キャンプの女性たちを守るためだ。難民キャンプでは夜間にトイレに行った女性が暴行される事件がたびたび発生しており、そのような女性たちを守るために、用を足すとライトが点灯するトイレを作ったのだ。

難民キャンプに住む女性たちにとって、夜間のトイレは大きな問題だ。例えば、ヨルダンにあるザータリ難民キャンプは12万人のシリア難民の生活拠点となっているが、ここに住む女性たちは、　　午後10時以降はトイレに行かない。夜に共同トイレに行くと襲われる危険が高いためだ、と「アムネスティ・インターナショナル」アメリカ支部は報告している。しかしトイレに行くことを我慢することで、子供・大人ともに、女性たちは他の病気に比べて尿管の感染症にかかることが多いという。

貧困問題に取り組む国際協力団体オックスファムで水・公衆衛生部門の責任者を務めるアンディ・バスタブル氏も、「難民キャンプの女性たちは暴力と性的な暴行を受けています。トイレの周囲を明るくすることで、女性たちにより安全な環境を作れるでしょう」と述べる。

そこで、西イングランド大学はオックスファムとビル&メリンダ・ゲイツ財団の支援を受けてこの新しいトイレを開発。3月5日（現地時間）に学内で試作品を公開して、プログラムを稼働させるべく学生や大学スタッフに試作品で用を足すよう呼びかけているという。

このトイレで照明に電源を供給しているのはバイオ燃料電池だ。バイオ燃料電池は生きた微生物に頼っているが、この微生物は尿から栄養を摂ることで成長できる、とオックスファムは説明している。

ちなみに1台のトイレを作るのにかかる費用は、600ポンド（約11万円）になると見られる。

研究チームでは、尿から発電する技術をさらに発展させ、最終的には、難民キャンプのほかの区域や被災地といった場所の照明にも使えるようにしたい考えだ。

「これはとても環境に優しい技術です。化石燃料を利用する必要がありませんし、豊富にある排泄物を効率的に利用できますから」と、研究チームのリーダーを務めるイオアニス・イエロプロス氏は述べている。

またこの研究チームは、尿を使って携帯電話を充電する技術の開発にも携わっている。

http://www.huffingtonpost.jp/2015/03/12/turn-urine-into-electricity-_n_6852608.html
・マドンナがレイプ被害を届け出なかった理由（3月14日）
歌手のマドンナがアメリカのラジオ番組「ハワード・スターン・ショー」3月11日の放送に出演し、自身が過去にレイプの被害に遭っていたことを明かした。その中で語ったことが、多くの性的暴行の被害者が被害を届け出ずに終わってしまう理由を、端的に言い表している。

56歳のマドンナは番組中でニューアルバム「レーベル・ハート」と、彼女が1970年代の後半にニューヨークに引っ越してきた経験について語った。その時、彼女は見知らぬ男性にナイフを突きつけられ、性的暴行を受けたと言う。「レイプされたの。ニューヨークに引っ越してきてからの1年間はめちゃくちゃだったわ」と、司会者のハワード・スターン氏に明かした。

マドンナは2013年の10月に雑誌「ハーパーズ・バザー」上のエッセイで暴行被害について告白している。「ニューヨークは私が想像したようなところではなかった。両手を広げて私を歓迎してくれるなんてことはなかったわ。最初の年に、銃を突きつけられ、ナイフで脅されながら、住んでいるアパートの屋上に連れて行かれてレイプされた。アパートには3回も侵入された」と綴っている。

なぜ、レイプ被害を一度も警察に通報したり告発したりしなかったのか。マドンナはスターンにその理由を次のように語っている。「穢された事実は変わらない。時間の無駄だし、あまりにも屈辱的だったから」

これは短いやりとりだが、なぜアメリカで起きている犯罪の中で、レイプ被害だけが届け出が著しく少ないのか、その問題の核心に触れている。レイプや虐待に反対する活動を行うNPO「RAINN」によると、レイプ被害件数のうち、68パーセントは報告されずに終わっていると言う。理由としては、被害者に向けられるネガティブな注目や、告発する過程で被害者が再びトラウマを受ける「リトラウマゼーション」が挙げられる。結果として、レイプ加害者の100人のうち2人の割合しか実刑を受けることがないという現状が生まれている。

性的暴行の被害者がなぜ数年、時には数十年にもわたって被害を届け出ようとしないのか、想像するのは難しくない。一度被害を届け出ると、被害がいつ起きたのか物的な証拠を得るために体の隅々まで検査されなければならない。そして、被害の顛末を時にプライベートな領域にまで踏み込んで詳細に話さなければいけない。裁判の間も何回にもわたってその話をしなければいけない。メディアや同僚、学術界から悪意ある眼差しを向けられる可能性すらある。

また、性的暴行の被害に遭った男性/女性は「完全なる被害者」でいなくてはならないというプレッシャーに直面する。彼らの語る被害の内容が、慣習的に「容認できる」レイプ被害の筋書きに当てはまらなければいけないのだ。こういった体験が被害者の自尊心を傷つけ、マドンナの言う"屈辱"の一因になっている。

「被害直後に911（緊急通報電話）をダイヤルしなかったとしても、被害が起こらなかったということにはなりません」活動家のエマ・スルコウィッツさんは2015年2月にインターネットサイト「マイク」に対してこう語った。「トラウマに対する対処の仕方は人それぞれです。それは生まれ育った環境や自分自身の見方、困難への対処の仕方によって異なります」

残念ながら、スルコウィッツさんや俳優でコメディアンのビル・コスビー氏にまつわる一連の事件の被害者に対する社会からのネガティブな反応を見るに、世間はマドンナが被害を"届け出ない"と決断した数十年前からあまり変わっていないようだ。

だが、そろそろこの意識を変えるべきなのではないだろうか。

RAINNではアメリカ国内の性犯罪被害へのオンライン上のホットラインを開設している。さらに情報が欲しい場合は全米性暴力情報センターで確認できる。

http://www.huffingtonpost.jp/2015/03/14/madonna-rape_n_6868692.html
＊朝日新聞

・（見逃されたサイン　川崎・中１殺害：中）「他人のふりをして」　上村さん、元級友に（3月1日）
　商店街に沿うように古くからの住宅が立ち並び、それを取り囲むように新しいマンションも広がる。上村（うえむら）遼太さん（１３）はそんな街にある築３０年ほどの中規模マンションに、母親やきょうだいたちと暮らしていた。一昨年の夏、島根県の離島・西ノ島から川崎市内に引っ越してきた。

　■薄い近所関係

　マンションの完成当時から住む女性（７１）は一家について「住んでいたことも知らなかった」。昔は、引っ越して来たら全ての世帯にあいさつして回ったが、そんな習慣もなくなった。

　それまで暮らしていた島の人口は約３千人。島民は上村さんについて、「人気者でムードメーカーだった」「いつも笑顔で元気だった」と口をそろえる。

　当時を知る人たちによると、上村さんの両親は数年前に離婚。母親が子ども５人を引き取り、島内で働きながら生活を支えていた。近所に住んでいた女性は、きょうだいの面倒をみていた次男の上村さんが、おむつ姿で外に出てしまった弟に「危ないけん、おうちに入ろう」と声をかけ、優しく手を引いていたのを覚えているという。

　小学６年の１学期が終わると、一家は島を出て、母親の実家がある人口約１４６万人の川崎市で暮らし始めた。近所の人らによると、上村さんの母親は医療・福祉関係の仕事をしていて、上村さんの妹の通う小学校の授業参観やＰＴＡ活動では見かけたことがないという。

　昨年の春に中学校に入った上村さんは、部活動のバスケットボールに打ち込んでいたが、秋以降は別の中学や高校の生徒らとつきあい始め、今年１月からは学校に行かなくなった。

　上村さんと小学校で同級だった女子生徒（１３）は１月、近所の公園で家族といたとき、上村さんと偶然出会った。年上とみられる４、５人と一緒だった。「僕と知り合いじゃないふりをして」。上村さんは仲間の目を盗んでこう告げ、輪に戻った。生徒は母親から「川崎で有名なヤンキーだよ」と聞かされたという。

　数日後、近所のコンビニで再び上村さんに会った。「あんな人たちとつるむのやめなよ」「抜けられない。（僕と）知り合いだと分かると目をつけられるよ。お前、いじめられやすいから」。正義感が強かった小学生時代の上村さんを思い出し、生徒は背中を見送ったという。

　■声かけたが…

　殺人容疑で逮捕されたリーダー格の少年（１８）の近所の人たちも、少年一家との付き合いは少なく、少年のトラブルなどを聞いたことはないと口をそろえる。

　近くに住む男性（５４）は２年前、当時高校に通っていた少年が授業時間帯に公園にいたため、「ちゃんと学校に行っているのか」と声をかけた。少年ははぐらかすような態度をとったという。その後も近所で年少の子とたむろする姿を何度か見かけ、「年下をこき使うなよ」と諭すと、少年は「うっす」とうなずいた。

　上村さんは昨年１２月、友人を介してこの少年と出会った。お互い地元の別の中学や高校などの遊び仲間を求めているところだった。

　上村さんの自宅近くにある食料品店の女性（７３）は最近、店の前でたむろしている女子中高生を注意したら、「うるさいな、くそばばあ」と怒鳴られた。「大人が怖がって、子どもたちの関係に立ち入らなくなってしまった。本当はこんなことではいけないのですが……」

　■年十数件で推移　未成年同士の殺人・未遂事件

　警察庁によると、今回の事件のように、被害者も容疑者も未成年者の殺人事件（未遂を含む）は年間十数件程度起きている。

　殺人のうち、首謀格の容疑者と主な被害者がともに未成年者である事件（双方１人ずつの事件を含む）を数えると、昨年は１６件、２０１３年が１７件、１２年が１０件。０５年以降のこの１０年間、年１０件台～２１件で推移してきた。

　双方が未成年者の傷害致死事件は毎年数件あるが、昨年はゼロ。

　一方、被害者の年齢にかかわらず、殺人容疑で逮捕・書類送検された未成年者はここ数年、年間５０人前後にのぼっている。

　昨年は５０人で、前年より２人少なかった。５０人を年齢別に見ると、１９歳が１５人、１８歳１３人、１７歳１１人、１４歳６人の順。学校や職業別では、高校生が１５人と最多で、無職１４人、有職１０人、中学生７人と続く。

　こうした年齢や学校・職業別の構成に大きな変化はないという。

　■被害者も容疑者も未成年者の主な殺人・傷害致死事件（学年・年齢は当時）

２００３年１月　福岡県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E7%AF%A0%E6%A0%97%E7%94%BA.html" \o "篠栗町のトピックスを開く" 篠栗町で、土木作業員の少年（１７）が、１５～１７歳の中高生ら９人に頭や腹を殴られ死亡

　　０４年５月　愛知県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E8%A5%BF%E5%B0%BE%E5%B8%82.html" \o "西尾市のトピックスを開く" 西尾市で、アルバイトの少年（１６）が、暴走族グループの１６～１７歳の少年１１人に角材などで暴行を受けて死亡

　　０９年４月　大阪府

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E6%B3%89%E5%8D%97%E5%B8%82.html" \o "泉南市のトピックスを開く" 泉南市などで１６～１７歳の高校生ら５人を含む計８人が、１９歳の少年を集団で殴るなどして殺害

　　１３年２月　大分市で１４～１９歳の少年少女６人が遊び仲間の男性（１９）に暴行し死なせる

　　１３年７月　広島県呉市で高等専修学校２年の女子（１６）の遺体が見つかり、無職少女（１６）ら１６～２１歳の男女７人が殺害に関与

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11627082.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11627082
・（どうする？）新１年生、親の心構え　ワクワク感高める声かけを（3月1日1日）

　小学校の入学式まで１カ月。初めての学校に不安を感じドキドキしている子もいそうです。子どもの不安への向き合い方や学校への関わり方など、入学前の親の心構えは？

　「入学前の子どもたちは、期待と不安が入り交じった気持ちでいる。周りの大人たちが、ワクワクする気持ちを伸ばしてあげるといい」と話すのは、児童文学作家のくすのきしげのりさん（５３）。徳島県で、小学校教諭を２６年間務めた経験がある。２月に出版した「いちねんせいになったから！」では、新１年生の気持ちを絵本にした。

　新入生のりゅうたろうくんは、友達を１００人つくる方法をいくつも考える。入学式当日は緊張のあまりもじもじしてしまうが、優しい先生に迎えられ、声をかけてくれた女の子とも友達になる。

　「緊張するのは周りの子も同じ。教室で初めて会う子も不安な気持ちでいるとわかれば、自分から『一緒に遊ぼう』と声をかけてみようと思える」

　くすのきさんが勧めるのは、入学前に子どもに物を示しながら、これまでの成長を振り返ってみることだ。着られなくなった服や履けなくなった靴を見せて「大きくなったね」と話したり、お絵かきや工作を並べて「上手になったね」とほめたり。昔できなかったことができるようになったと実感することで、「小学校ではもっと色々なことができる」と自信を持てるようになるという。

　注意したいのは、言葉のかけ方だ。「１年生になるのにこんなこともできないの！」と叱るのは、「小学校が大変な場所だという印象を与え、意欲をそいでしまって逆効果」。「早起きしたら、授業が始まる前に少し友達と遊べるかもよ」などと、期待感を高めるのが効果的だという。

　授業中に立ち歩くなど問題行動に思えることも、じっくり話を聞くと、子どもなりの言い分があることが多い。授業についていけていない、友達とけんかして気持ちが収まらないなど、悩みに気づくこともあるという。勉強については、親が教科書を一度通読しておくだけでも、子どもの関心やつまずきに気づきやすくなる。

　学校での様子が、親に見せる態度と違うこともある。「先生は子どもをよく見ている。心配なことがあったら、先生を信頼して相談してみてほしい」

　■先生と積極的につながって

　子どもの学校生活を支えるには、先生との関係づくりも重要だ。学校と保護者の関係に詳しい大阪大学大学院の小野田正利教授（教育制度学）は「学校に行く限られた機会をフル活用して、先生に話しかけて」と呼びかける。

　例えば授業参観の後、学級懇談会が開かれることがある。「授業だけ見て帰る親も多いが、先生とゆっくり話せる数少ない機会。顔を出すことで、いざというときに相談しやすくなる」と話す。

　子どもが学校を嫌がるなど、学校の対応に不安を感じたときは「我慢して不信を募らせる前に、先生と話すことが肝心」。ただ、一定の配慮も必要だという。

　朝や日中に電話をしても、先生は授業で忙しく、対応しにくい。比較的落ち着いて話せるのは、子どもたちの下校後になるという。

　連絡は、まずは担任から。「校長や教育委員会にいきなり電話をしたり、文書を送ったりする人もいるが、余計な混乱を招いて担任との間に壁をつくってしまう」。いじめの疑いがあるなど不安が大きいときには、あらかじめ約束を取り付けた上で学校に行き、直接、顔を見て話し合うと気持ちも伝えやすい。

　親同士がつながることで防げるトラブルもある。

　例えば、子どもが友達にけがをさせてしまった時。最近は個人情報保護を理由に連絡網を作らない学校もあるため、連絡できないでいるうちに、相手の親に不信感を抱かせてしまうケースも。学校が配布しないときは、ＰＴＡが呼びかけて親の同意をもらい、連絡網をつくる方法もある。

　小野田教授は「学校や周りの親と、気軽に情報交換や助け合いができる関係づくりは、子どものサポートにもつながる」と話す。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11627015.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11627015
・性的少数者の生徒らを支援　文科省、学校向け対策（3月3日）
　文部科学省が、同性愛者など幅広い性的少数者への対応の必要性を明記した文書を学校・教育委員会向けにまとめた。これまで、国の対応は法律上の定義がある性同一性障害に限られていたが、学校現場でより広範な性的少数者への支援が進む一歩になりそうだ。▼４面＝人権教育のテーマに

　性的少数者については、性同一性障害に限らず、同性愛者や両性愛者などを含めた全体がいじめの対象になりやすいとされ、自殺対策の観点からも、専門家や当事者団体が学校での早急な対応を求めていた。

　文書ではまず、性同一性障害の子どもは「自己肯定感が低くなっている」「（性同一性障害などであることを）隠そうとし重圧を感じている」と解説し、「不登校、自傷行為、自殺念慮（自殺への思い）に及ぶこともある」とした。

　その上で、こうした悩みは「性同一性障害の児童生徒だけでなく、その他の性に関して少数派である者にも共通する」と明記。同性愛者や性分化疾患にも言及して「性的少数者の内実は多様だ」と指摘し、教職員に「用語や詳細な分類にとらわれず、まずは悩みや不安を聞く態度」を求めた。

　具体的な支援策としては、人権教育の年間指導計画に位置づける▽校内研修や職員会議で取り上げる――などを提案している。（二階堂友紀）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11629416.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11629416
・多様な性、学校から支援　文科省、人権教育のテーマに（3月3日）
　文部科学省が性同一性障害に加え、同性愛者など、より幅広い性的少数者の児童・生徒の支援に乗り出す。性的少数者のいじめや自殺の問題は、専門家から再三指摘されてきたが、学校現場での対応は遅れていた。同省が人権教育の課題と位置づけることで、支援が動き出す可能性がある。

　文科省が同性愛者など多様な性的少数者への支援の必要性を明記した文書はもともと、性同一性障害の児童・生徒への支援策として検討されていた。しかし、専門家や当事者団体から、より多様な性的少数者を対象とすべきだとの指摘が相次いだこともあり、「その他の性に関して少数派である者（いわゆる性的少数者）」と盛り込まれた。

　これまで国の具体的な施策は、２００４年施行の性同一性障害特例法で法律的に定義された、性同一性障害に限定されてきた。０２年の人権教育・啓発に関する基本計画や１２年の自殺総合対策大綱で、「同性愛」「性的マイノリティ」に言及されたが、具体的な取り組みは進まなかった。

　今でも政府・与党内では、伝統的な家族観を重んじる立場から、同性愛などの問題を論じることに消極的な意見が根強い。世論の合意形成も進んでいるとは言えない。

　一方で専門家や民間の調査では、性的少数者のいじめや自殺の問題が繰り返し指摘されてきた。当事者団体が約６００人を対象にしたインターネット調査では、性的少数者の７割が学校時代にいじめに遭い、３割が自殺を考えた、という結果も出ていた。

　専門家や当事者は文科省や国会議員に、性的少数者への教育現場での支援を粘り強く働きかけてきた。海外でも同性婚を法的に認める流れがある。こうしたなか、東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E5%8C%BA.html" \o "渋谷区のトピックスを開く" 渋谷区が先月、同性カップルに結婚相当と認める証明書を発行する方針を表明、日本でも政治課題とする芽が出てきた。

　今回の文科省の対応はその流れの一環として位置づけられる。性的少数者がいじめや差別に苦しんでいる現状をとらえ、人権教育の課題として位置づけることで、学校現場の取り組みを促そうとしているのだ。

　下村博文文科相は２日の衆院予算委員会で、性的少数者について「教職員が正しい知識を持ち、子どもたちのいじめや自殺の未然防止を進めるのは重要だ」と述べ、学校現場における支援の必要性を明言した。

　その上で、文科省ではこれまで「性同一性障害『等』」という表現を使ってきた、と説明。「性的少数者全体ではなく、ごく一部を指摘するように聞こえるということなら、文言については検討したい」とし、具体的な施策の前段として、政府で用語の統一に取り組む必要性があるとの認識を示した。民主党の西村智奈美氏の質問に答えた。

　（二階堂友紀）

　■＜考論＞教職員への研修急げ

　日高庸晴・宝塚大看護学部教授（医療行動科学）　同性愛者・両性愛者の男性の６６％が自殺を考えたことがあり、自殺未遂のリスクは異性愛者の６倍に達するとの調査結果をまとめており、学校現場での対応は待ったなしだ。しかし、同性愛を性同一性障害の延長線上の概念と誤解している人が多いなど、教職員全体への啓発は遅れている。そればかりか、性的指向を嘲笑の対象にするなど、一部の教職員の言動で傷つく子どもも少なくない。まずは全ての教職員が正しい知識と対応を身につけられるよう、学校現場での研修を急ぐべきだ。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11629375.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11629375
・（天声人語）１３歳のＳＯＳ（3月3日）
　人気者で、いつも笑っていたという。「だから気づいてあげられなかったのかも。本当に悔しい」と同じ学校の女子生徒は語る。川崎市の中学１年、上村遼太（うえむらりょうた）さんが遺体で見つかった事件は、輪郭や背景が伝わるにつれて痛ましさが募る▼少年グループから抜けたいが抜けられない。顔にあざができるような暴力や脅しに、笑顔の裏の恐怖はどれほどだったか。不登校の中からのＳＯＳを、大人のアンテナはとらえてやれなかった▼「糸脈（いとみゃく）」という言葉がある。その昔、貴人を診察する際、体に触れるのを避けるため患者の手首に糸を巻いた。医者は離れたところから糸に伝わる振動で脈を診たという。これでは異変は分からなかったろう▼今回、担任の先生は度々電話をかけ、家も訪ねた。だが本人とは１度電話で話せただけで、会えなかったという。その経緯を理解しつつ、電話というかぼそい糸のような接触から、学校としてもう一歩踏み込めなかったかと思われてならない▼いじめ問題で取材をした小学校の先生が、クラスを「海」にたとえていたことを、かつての小欄で触れた。教壇から毎日見下ろしていると、何でもわかるような気になる。しかし子どもの世界という深い海の中で、何が起きているかをつかむのは本当に難しい、と▼ネットの時代、少年少女が漂う海はいよいよ深く見えにくい。学校外はなおさらだ。糸脈ではなく、きめ細かい感度のいい連携の糸を地域、学校、行政に張れないか。救える命のためである。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11629423.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11629423
・施設の子、親弔う場を　支援のＮＰＯ、共同の墓を建立（3月3日）

　児童養護施設などで育つ子どもを支援する東京都内のＮＰＯ法人が、親を亡くした子どもたちのための墓を建立した。経済的な事情や親戚とのつながりの希薄さから、親の遺骨を抱えたままの子どもたちに、「親の死を乗り越える場を提供できれば」という。

　■遺骨抱えたままの子も

　１月末、よく晴れた日曜日だった。東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/荒川区.html" \o "荒川区のトピックスを開く" 荒川区の延命寺に建てられた墓で初めての納骨式があり、２人の女性が墓前で静かに手を合わせた。都内の児童養護施設で暮らす中学１年生の女の子（１３）と、別の施設で育った女性（２４）。女の子は父親の、女性は母親の遺骨を納めた。

　女の子が父を亡くしたのは２年前、小学５年生の時だった。母は５歳の時に家を出てから連絡が取れないままで、近くに頼れる親戚もいない。遺骨は自分が引き取るしかなかった。

　施設に持ち帰り、時折、手を合わせて泣いた。その後、施設を通じて茨城県内の寺に預けた。遠方のためなかなか行けなかったが、これで学校や将来のことを報告に行けると喜ぶ。「近くに来てくれてうれしい。お父さんもやっとお墓に入れて、安心して眠れると思う」。母親と再会できたら、一緒に手を合わせに来たいという。

　生前は、父に嫌われているのではないかと思うことが時々あった。経済的に余裕がなく、夜は仕事で家を空ける毎日。母がいなくなってからは、深夜、１人で泣きながら留守番をした。夜になるのが怖かった。児童相談所に一時保護され、小学３年生の秋に施設に入った。

　父が入院したのは翌年の春。糖尿病が悪化していた。見舞いに通うと、やせた体で「会いたかったよ」と抱きしめてくれた。小５の秋、いつものようにお見舞いに行き「大丈夫？」と声をかけると、目を閉じたまま小さな声で「はい」と答えたのが最後だった。施設へ戻る途中、息を引き取ったと連絡を受けた。

　高校卒業まで別の施設にいた女性（２４）は、高校２年生の時に亡くした母の遺骨を納めた。

　遺骨は寺に預けており、そのまま預かってもらえると思っていたが、高校卒業後、寺から「遺骨の保管期限が過ぎた」と通知が届いた。墓についての知識も建てるお金もなく、遺骨を引き取ってからは家に置いたまま。「ようやくお墓に入れられて、ほっとした」という。

　同じ施設の出身で、親の遺骨を自宅で保管している友人もいるといい、「あえて人に言わないだけで、墓のことで悩んでいる子はいると思う」と話す。

　■「自分受け入れる場に」

　墓を建てたのは、施設や里親で育った子どもの進学や資格取得を支援するＮＰＯ法人「社会的養護で育つ子どもたちの地位向上ネットワーク」（東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/世田谷区.html" \o "世田谷区のトピックスを開く" 世田谷区）だ。理事長の坂本輝子さん（６１）が呼びかけ、寄付を募った。墓石には「みんな一緒」という思いを込め、「一如」と刻んだ。

　施設の子らのための墓を建てようと考えたのは、親を亡くした子にも、親に向き合える場所が必要だと思ったからだ。虐待を受けたり、親に養育を拒否されたりした場合、子どもたちは進学や結婚などの節目に、必ずと言っていいほど「なぜ自分は人と違う人生を送らなくてはいけなかったのか」と悩むという。大人になってから親を訪ね、事情を理解しようとする子もいるが、親を亡くした子にはそれができない。坂本さんは「親が近くにいてくれる」と感じられる場所として、墓が必要だと考えていた。

　知り合いの施設関係者らに尋ねたが、そうした子どもたちのために特別に建てられた墓は見つからず、自分で建てようと決意した。墓では、施設や里親で育った子どもとその親の遺骨を受け入れる。育った施設や里親を経由してＮＰＯ法人に申し込めば、居住地や生前の信仰宗派は問わないという。納骨にかかる費用は３万円で、毎年１１月に納骨式と慰霊の集いを開く予定だ。

　坂本さんは「親が恋しくなったときや、怒りをぶつけたいとき、人生のいろいろな場面で自分の気持ちを整理し、生い立ちを受け入れて前向きに生きるための場所にしてもらえたら」と話す。納骨の問い合わせは電話（０３・６８０７・２２５６）で受け付ける。

　■「親の墓、子の救いに」　国「親の葬祭費、規定ない」

　厚生労働省によると、児童福祉法では施設や里親で育つ子どもが亡くなったときに国が葬祭の費用を負担するが、親を対象にした規定はない。家庭福祉課の担当者は「親の供養は、個々のケースで当事者に判断してもらうしかない」としている。

　都内のある児童養護施設では、後援団体の宗教法人の納骨堂を利用することがある。昨年１１月にも、入所児童の母親の遺骨を納めた。母親には兄弟がいたが、誰も遺骨を引き取ろうとしなかったという。施設長は「家庭で複雑な事情を抱えている子どもは多い。誰もが使える墓は、そういった子の救いになると思う」と話す。

　東京都で２０年間里親をし、２０人以上の子どもたちを育ててきた男性（７１）は以前、父親を亡くした元里子から、「遺骨を川に捨てた」と打ち明けられたことがある。「父の葬儀後に遺骨を引き取ったが、どうしたらいいかわからなかった」と話したという。男性は「離れて暮らさざるを得なかったとしても、親を大切に供養することは、自分の存在を大切に思うことにつながる。育った境遇に関わらず、親を弔える墓は必要だと思います」と話した。

　（伊藤舞虹）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11629317.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11629317
・京都）子どもの貧困対策に本腰　府教委、予算案提出（3月4日）
府教委は新年度から子どもの貧困問題への対策に本格的に乗り出す。関連事業費１億７６００万円を盛り込んだ総額１８９８億１８５０万円（前年度比０・７１％増）の２０１５年度予算案を府議会２月定例会に提出した。

　府内の生活保護世帯は１９９５～２０１０年の１５年間で１・７倍の３万９２９４世帯に増えた。同時期にひとり親家庭は２倍の２万５６６１世帯になった。府内での各種調査では、生活保護世帯の子どもは学力や大学への進学率に差が付いている。

　府は昨年１０月から「子どもの貧困対策検討会」を開き、１５年度から５カ年の対策推進計画を策定。計画を受けた府教委の１５年度予算案では、学校を教育から福祉までの切れ目なく子どもを支援する「プラットホーム」にするため、１億１８９０万円を計上した。

　各学校には社会福祉士や臨床心理士、福祉関係者と教職員で作る「子どもの学習・生活支援ケース会議」を立ち上げ、貧困の兆候や家庭への働きかけなどを議論する。困難な家庭の子を支援する「まなび・生活アドバイザー」も７人増員する。

　学習支援も充実させ、５００万円を計上して７０校で小学５年生向けの個別補習をする。中学校では、大学生や元教員など地域の人材が勉強を教える「地域未来塾」を開くほか、府立高校で学力に課題のある生徒に個別指導をする。

　一方、府内の生活保護世帯の７７％は京都市内で暮らす（１０年時点）。市教委は総額５０４億２００万円の予算の主要事項に「貧困対策」は掲げないが、「家庭の経済状況にかかわらず、全ての子どもが未来を切り開く教育環境をつくる」として、中学校２０校で「未来スタディ・サポート教室」を開く。８００万円を計上し、学生や元教員らが放課後に補習を指導する。

　また、２億２５４０万円を投じて臨床心理士のスクールカウンセラーを増員し、全ての小中学校、高校、総合支援学校に配置が完了する。社会福祉士のスクールソーシャルワーカーの９人増員には２５３０万円を充てた。いずれの事業も「いじめ防止対策」の名目だが、これらの専門家は貧困問題への対応力も備えるという。（波多野陽）

■先生・地域で役割の分担を

　ＮＰＯ法人「山科醍醐こどものひろば」の村井琢哉理事長の話　国が財源を用意したものなど、付けられる予算を付けたという印象はあるが、子どもの貧困を、解決しなくてはならない課題として示したことは大きな前進だ。学校を子どもの貧困問題をキャッチする場ととらえて、先生やソーシャルワーカー、地域が何をどう担うかという役割分担をさらに設計していかなければならない。

http://digital.asahi.com/articles/ASH2H7VZ3H2HPLZB016.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH2H7VZ3H2HPLZB016
・（学びを語る）２分の１成人式　虐待児や多様な家族に配慮を　内田良さん
（3月4日）

２０歳の半分の年齢になったことを教材にした「２分の１成人式」が、全国の小学校に広まっている。インターネット上でも話題だが、「配慮が必要」との声も出ている。

　■名古屋大大学院准教授（教育社会学）・内田良さん

　２分の１成人式は、総合学習や道徳の授業などの中で、１０年ほど前から取り組む学校が増えてきました。学校教育が「感動」を重視するようになり、その流れの中で広がったのだと考えます。

　この授業では、子どもに生まれた頃の写真を持参させ、親への感謝の気持ちを込めた手紙を書かせることもあります。受け取った親と、その子どもが涙を流す姿も珍しくありません。先生たちの多くは、２分の１成人式を「いいこと」と思っているため、ブログや学級通信でも、そう報告します。でも、本当に良い面ばかりなのでしょうか。

　この授業は、子どもの家庭が「平和で愛情ある」ことを前提にして進められます。そのため、「あなたのお父さんやお母さんは、きっと優しいでしょう。感謝しなさい」と教えます。

　でも、虐待を受けている子どもがいるとしたら、授業は拷問になってしまいます。虐待された経験のある人が子ども時代にこうした授業を受け、「授業のために手紙を書いてほしいと親に頼むことさえ、負担だった」という声も聞きました。

　多様な家族への配慮も欠かせません。例えば、子連れの再婚家庭の子どもに対し、自分の幼い時を知らない親から名前の由来を聞かせることは、子どもの心を傷つけてしまうこともあります。

　家族像を決めつけて、感動を教育に持ち込むべきではありません。ただ、１０歳を節目に、社会のあり方を考えさせる２分の１成人式そのものは、やり方次第で意義のある授業になります。

　（聞き手・杉原里美）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11631227.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11631227
・里親への知識・理解必要（聞こに）（3月5日）
　実の親と暮らせない子どもを社会全体ではぐくむ「社会的養護」。国内では乳児院や児童養護施設で暮らす子どもが大半で、里親への委託率は約１５％にとどまる。英国の研究者マイケル・メイヤ・キングさん（３３）は１～２月、日本の現状を調査するため県児童相談センターでインターンをした。子どもたちに家庭的な環境を提供する里親を増やすヒントを聞いた。

　――なぜ日本で社会的養護を調べているのですか。

　私は２００６年、英語を教える外国語指導助手として来日しました。小学生のころは普通よりボディータッチが多いくらいだった児童養護施設の子どもが、学年が上がって問題行動や不登校などの困難を抱えるのを見て不安になりました。２年目に施設でのボランティアや研究を始めました。

　施設の多くは一生懸命に取り組んでいて、児童養護施設の環境の方が適切な子どももいます。しかし、特定の大人との愛着や信頼関係が一番必要な乳児期の子どもを乳児院に入れるのは理解に苦しみます。

　――日本で里親が増えないのはなぜでしょうか。

　「日本の文化だから」という説明がありますが、それは不十分です。国内では自治体によって里親の委託率は５～４４％。福岡市は８年間で６・９％から３１・５％へ急上昇しました。文化はそんな急に変わりますか？　取り組みや制度を変える必要がありますが、日本は研究が遅れています。

　乳児なら、里親委託の費用は施設の措置費用の約半額です。仮に同じ額を払ったとしても、里親の方がひとり一人の子どもにとっていい環境になるでしょう。

　――実の親が里親委託を望まないという背景もありますね。

　大きな問題です。子どもは声を上げられないので、子どもの育ちを第一に考え、家庭裁判所が適切な判断をするべきです。「里親」という呼び方に「親」が入っているのもよくない。実の親は「私が親だ」と里親委託を拒むでしょう。英国では呼び方を「フォスター・ペアレント」から「フォスター・ケア」に変えました。

　――どうして三重でインターンを。

　委託率１７・２％の三重は全国的には中間です。取り組みが進む県や遅れる県と比べていますが、県庁と児童相談所の間に児童相談センターがあるのが珍しい。現場のことがわかり、全体的な制度設計や変更もできる。虐待のリスク査定は、ワーカーが経験不足でも制度で安全を担保しようとする大切な取り組みです。

　――今後、必要なものはなんですか。

　社会の里親への知識と理解です。子どもと相性のいい里親を見つけるには多くの里親登録が必要です。実際に里親にならなくても、周囲の理解は重要です。例えば、里子が物を壊すなど、養親の愛情を試す行動をしたときに、近所で「問題児」と言われるのと「何かできることある？」と声をかけられるのでは全然違うでしょう？（聞き手・畑宗太郎）

◎社会的養護

　

　里親などの家庭養護と児童養護施設などの施設養護があり、２０１２年度の日本の里親委託率は１４・８％。豪州の９３・５％や香港の７９・８％、米国の７７％（いずれも１０年前後）などに比べて低い。厚生労働省は向こう１５年間で里親の率を３分の１程度に増やす目標を掲げている。

http://digital.asahi.com/articles/CMTW1503052500004.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_CMTW1503052500004
・川崎・中１殺害、母の後悔に反響（3月6日）
　川崎市の中学１年生上村（うえむら）遼太さん（１３）が殺害された事件で、母親のコメントが反響を呼んでいる。母親は親子で向き合う時間が取れなかったと悔いた。ひとり親家庭の親や専門家らからは「母の愛情だけでは子どもを守れない」など、社会の支援を求める声が上がっている。

　母親は離婚後、一昨年夏に実家のある川崎市に移り住んだ。近所の人によると、医療・福祉関係の仕事をしながら５人の子どもを育てていた。

　《今思えば、私や家族に心配や迷惑をかけまいと、必死に平静を装っていたのだと思います》

　母親のコメントの一節に、児童養護施設の退所者の無料相談所「ゆずりは」の高橋亜美所長は、被害者と支援で出会った子どもの姿を重ねた。子どもは働きづめの母や父に心配をかけまいと、痛みや苦しみをひとりで背負っていた。「もし私が同じ状況だったら、息子の異変にすぐ気づいて助けを求め、子どもを救えただろうか」

　被害者は、夜に河川敷で暴行を受け、死亡した。

　《日中、何をしているのか十分に把握することができていませんでした》

　コメントからは母親が早朝から夜遅くまで働いていたことがうかがえた。大阪府

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E8%B1%8A%E4%B8%AD%E5%B8%82.html" \o "豊中市のトピックスを開く" 豊中市の女性（４７）は「私も同じ働き方だった」と振り返る。１１年前に離婚。介護施設などで朝７時半から夜８時まで働きながら、当時小学生から２歳まで３人の子どもを育てた。月収は児童扶養手当を入れて１６、１７万円。なるべく子どもと一緒に夕飯を食べた。食べ方や表情を観察したが、「それ以上目をかける余裕はなかった」。

　ひとり親家庭は、親の労働時間が長く、子どもと向き合う「ゆとり」が生まれにくい。厚生労働省の「全国母子世帯等調査」（２０１１年度）によると、母子家庭の母親の８割が働いている。約半数はパートやアルバイトで、平均年収は約１８０万円。生活保護や児童扶養手当などを含めても２２３万円だ。

　ツイッターでも、コメントを出した母親への思いがつぶやかれた。「ＳＯＳを発していた息子にもっと関心を持って欲しかった」と責任を問う声。「なんでこんなに『自分の至らなさ』を言い訳しなければいけないんだろう、これほどの状況で」とかばう声――。

　親が「ゆとり」を失う背景は何か。

　「自己責任という世論が浸透し、行政などに頼れる立場ではないと思わされている」。「大阪子どもの貧困アクショングループ」の徳丸ゆき子代表は、社会がＳＯＳを出させなくしているのだと指摘する。

　「亡くなった子どもへの思いと、それを十分に発揮することを阻んだ現実の生活条件との『落差』」。社会学者の水無田気流（みなしたきりう）さんは、母親のコメントからそう読み取った。

　先進国は７０年代からひとり親世帯にも目配りした福祉制度を作ってきた。日本は昨夏、閣議決定された「子どもの貧困対策法」に基づく大綱に、「保護者の就労支援では家庭で家族が接する時間を確保すること」を盛り込んだが、具体化していない。

　水無田さんは、生活のために低賃金で長時間働く現状を問題視する。「ひとり親は『時間貧困』に陥りやすい。母ひとりの愛情だけでは、子どもは守れない。育児時間が十分持てる社会保障制度改革が必要だ」と訴える。

　（中塚久美子、錦光山雅子）

　■主な支援団体の連絡先■

　【ゆずりは】　

電話：０４２・３１５・６７３８

メール：ｃｏｎｔａｃｔ＠ａｓｕｎａｒｏ－ｙｕｚｕｒｉｈａ．ｊｐ

　【全国父子家庭支援連絡会】　

メール：ｓｂｃ．ｋａｔａｙａｍａ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ

　【大阪子どもの貧困アクショングループ】

メール：ｉｎｆｏ＠ｃｐａｏ０５２４．ｏｒｇ

　【しんぐるまざあず・ふぉーらむ】

電話：０３・３２６３・１５１９（毎週火曜１５～２１時開設）。ホームページからメールも受け付け

http://www.asahi.com/articles/DA3S11635188.html
・（インタビュー）被害者と加害者の対話　ＮＰＯつくり対話に取り組む弁護士・山田由紀子さん（3月6日）
　被害者と加害者が対話することで、精神的な回復や弁償、更生を目指す取り組みがある。「修復的司法」と言われる手法だ。最近はいじめの予防や解決のために取り入れられつつある。対立や紛争、憎しみの連鎖が続く世の中で新たな地平を開く手段となるのだろうか。２００１年から対話に取り組む弁護士の山田由紀子さんに聞いた。

　――被害者と加害者の対話というのは、どのように行うのですか。

　「私たちの場合は、少年事件を中心にボランティアの進行役が中立の立場で、事前に双方から相手に伝えたいことを丁寧に聞き取り、十分に準備した上で対話の場を設けます。申し込みは被害者、加害者どちらからでも構いません。（１）犯罪の成否に争いがない（２）相手の人格を尊重して対話できる（３）双方が参加に同意する――などが条件です。親や家族、地域の人たちも参加します」

　「輪になって座り、それぞれが自分の体験を話します。ここがとても重要で、すべて『私』メッセージで語ってもらいます。被害者は事件に遭ったときの体験、ショック、生活への影響などを話します。これは加害少年が被害者の視点から何が起こったのかを理解するのに役立ちます。加害少年も自分がいつ、どのように、どんな思いで何をしたのかを語ります。参加する家族や関係者も同様に自分の体験を語ります」

　「被害者にはなぜ自分だったのか、通報したことで報復されないかなど疑問や心配があります。そうした相手から聞きたいこと、相手に伝えたいことをその後に互いに話してもらいます。さらに次の段階で被害者が求める具体的な償いはどんなものか、加害少年が考える責任の取り方、参加者の創意工夫による修復の方法などを話し合っていきます。加害少年が１０万円のアルバイト代から毎月１万円ずつ被害弁償するという結論が出たこともあるし、家を壊して損害を与えた事件では加害少年自身がその修理をするという結論になったこともあります。合意文書を作り、参加者全員が署名します。後に約束が守られたかも確認します」

　――本当にそんなことが成り立つのですか。

　「大学生がバイクを盗んだ事件がありました。加害者は小さいときからサッカーをやり、推薦で大学に進んだ大学生です。父親がサッカーの監督で、彼はいわゆる『良い子』。でも、何でも父親の言う通りにしてきた反動で、鍵のついたバイクを見て、乗ったらどんなにスカッとするだろうと思って実行しました」

　「盗んだのは、町工場のバイクで、そのバイクで仕事をしていた従業員と町工場の社長が対話に参加しました。バイクは３カ月も行方不明だったので、従業員は『社長は気にするなと言ったが、鍵をつけたままにしていた自分が悪い。自分の車を売ってでも弁償しようと考えていた』などと語りました。大学生は反省はしていましたが、自分の経歴に傷をつけてしまった後悔と反省でした。しかし対話で、盗んだものに被害者の生活が深くかかわっていることに思いが至ります。これは説教などでは引き出せません。一方被害者は、加害者がモンスターのような少年だと想像していましたが、対話でふつうの少年だとわかり、また、彼の立ち直りに寄与できたことが喜びにつながったようです」

　「謝ってほしい、償ってもらいたいと思いながらも満たされないままの被害者がいる一方で、謝りたい、償いたいと思いながらも、それを果たせないでいる加害者もいます。私が理事長を務める『対話の会』はその間を取り結んでいます」

　　　　　■　　　　　■

　――活動は０１年からですね。

　「少年事件で対話の実践を目的にした日本で初めての団体です。発足からこれまでに７０件の申し込みがありました。被害者側から２６件、加害者側から４４件。対話が成立したのは２７件です。双方から話を聞き、対話は開けないと判断することもあります。その場合でも関係調整はします。事件の内容は傷害が３３件と一番多いですが、殺人、殺人未遂、傷害致死、強盗致傷などさまざまです」

　「２０歳の男性が９人の少年から集団リンチを受け、逃げようとして川に飛び込んで水死した事件がありました。遺体の状態が悪く、周囲の勧めに従って確認を父親に任せた母親が、ちゃんと遺体と対面しておけばよかったという気持ちが強くなり、最後の状況を詳しく知りたいと、事件から３年後に対話を申し込んできました。当時、民事訴訟で金銭面での和解は成立していました。９人のうち最も関与の度合いが低かった少年はすでに少年院を出て、定時制高校に通っていました。申し訳ない気持ちはあるけれど、何も償いができないという思いを抱えていた彼は、最後の様子を知りたいという遺族のニーズを聞き、自分にもできることがあると対話に応じました」

　「対話の場で、両親は帰ってこない息子を心配する思いや遺体と対面したときのことなどを語りました。加害少年にとっては初めて聞く話ばかり。緊張していましたが、心から申し訳なく思っている様子がこちらにも伝わってきました。加害少年は母親の求めに応じて、男性がどのように追い詰められ、川に飛び込んだのかを話しました。両親は黙って聞いていましたが、帰るとき、母親が加害少年に声をかけました。『よく話してくれた。ありがとう』と。少年の目は潤んでいました」

　　　　　■　　　　　■

　――被害者の申し出に、よく加害者が応じましたね。

　「私たちの経験では加害者の申し込みを被害者が断ることはあっても、その逆はありません。加害者には謝ってけじめをつけたい思いはあっても、怒鳴られるのでは、多額の賠償を求められるのでは、という恐れがあります。安心して会える場であることを伝えると、直接謝罪したいと応じる加害者は多いです」

　「報道される被害者の声は『厳罰を』というものが多いですが、一般的な被害者は、加害者はどういう少年か、ちゃんと反省しているのか、なぜこんなことをしたのかなどを知りたいし、『二度としてほしくない』という思いが強いです。私たちはそういう被害者のニーズを大事にしたいと考えています」

　――取り組みは広がっているのですか。

　「世界的には、欧米や南アフリカなどで１千を超えるプログラムが運営されています。ニュージーランドでは１９８９年に法律ができ、少年事件は原則的に全件が少年の家族と被害者が集まる会議に委託され、修復的司法の手続きを踏みます。立ち直りについていい提案があり、少年がそれを実行するなら、裁判所に報告して裁判にはかけられないという仕組みです。米国でも多くの州が対話などを取り入れていますが、ミネソタ州では少年事件だけでなく、刑務所とＮＰＯが連携して刑務所内での対話を実践しています」

　「日本ではあまり普及していないのが実情です。背景には、被害者側の抵抗感があります。加害者の更生に利用され、和解や許しを強要されるという誤解があるようです。対話の会のパンフレットを千葉県内の保護観察所や検察庁、少年院などに置いてもらっていますが、公的機関に公認された活動ではないので、なかなか広がりません」

　　　　　■　　　　　■

　――修復的司法にはどんな可能性を感じていますか。

　「９４～９７年に米国で行われた大規模調査では、被害者との対話を経験した少年の再非行率は１９％で、経験しなかった少年より９ポイント低かったという結果が出ています。日本でも約１０年前に警察庁がモデル事業として軽微な少年事件を対象に、家裁送致の前に対話を実施したことがあります。成立したのは対象事件の１・４％（５６件）ですが、被害者の７１％、加害少年の８３％、少年の保護者の９５％が対話について『満足』と答えています。対話を制度として位置づけて導入を考えるべきです」

　「修復的司法は、和解や仲直り、許しを求めるものではありません。被害者と加害者の間にはやむを得ない距離があっていいのです。ただ、現状は情報不足や誤解などがあって、相手に対する不信、うらみ、つらみが増幅されがちで、両者が不合理で理不尽に離れた状況になっていることが多い。対話は、その遠く離れてしまった距離を本来の距離まで戻すためのものです。被害者の心の安定や加害者の立ち直りの出発点になる可能性があります」

　「いまの社会は処分や厳罰が物事の解決方法となっていて、対立を深める方向に動いています。対話の実践は寛容な社会の形成につながります。少年事件に限らず、いじめ、職場での不和、親子や兄弟間の葛藤などにも広く活用できるものです」

　（聞き手　編集委員・大久保真紀）

　　　　　＊

　やまだゆきこ　５０年生まれ。早稲田大学法学部卒業後、７９年から千葉県で弁護士。ＮＰＯ法人「対話の会」（事務局・千葉県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E6%9D%BE%E6%88%B8%E5%B8%82.html" \o "松戸市のトピックスを開く" 松戸市）の理事長を務める。

　◆キーワード
　＜修復的司法＞　英語でＲｅｓｔｏｒａｔｉｖｅ　Ｊｕｓｔｉｃｅ。「修復的正義」と訳されることも。犯罪を地域社会に起きた害悪ととらえ、被害者、加害者、地域の人々が直接関わってその害悪を修復しようという考え方。対話は１９７０年代にカナダで始まり、世界各地で普及しつつあるが、日本では対話の会のほか、岡山や兵庫の弁護士会などで実施されている程度にとどまっている。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11635045.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11635045
・情報共有へ改善策　佐世保高１殺害事件、県が最終報告へ（3月7日）
　長崎県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E4%BD%90%E4%B8%96%E4%BF%9D%E5%B8%82.html" \o "佐世保市のトピックスを開く" 佐世保市の高１女子生徒殺害事件で、殺人などの非行内容で家裁送致された元同級生の少女（１６）に関する児童相談所や学校などの対応を検証した県と県教委の最終報告書の内容が、関係者への取材でわかった。関係機関が情報共有する要保護児童対策地域協議会（要対協）が開かれなかった反省から、改善策として、要対協の開催を求める基準などを定める方針を示した。

　二つの報告書は９、１０両日の県議会文教厚生委員会に提出される。県の報告書は２月にいったん提出されたが、再発防止策などが不十分だとして再提出を求められていた。

　県の新たな報告書では、児相や教育委員会、警察などでつくる要対協を積極的に活用するため、児相が開催を求める基準や手続きを明示した「手引き」を作ることなどを挙げた。また、少女を診察した医師からの相談を児相が「問い合わせ」として処理していた反省から、電話相談はいったん回答を保留し、組織的に協議するなどしてから慎重に判断することも挙げた。

　県教委の報告書では、少女が小学校時代に給食に異物を混入したとの情報が進学先で組織的に共有されず、中学３年のときに父親を金属バットで殴った事案について中学や高校の対応に危機感が足りなかったと指摘。そのうえで、進学などに伴う学校間の引き継ぎについてのガイドラインや、学校と関係機関との連携のあり方を示したマニュアルを、７月末までに作るとしている。（菅野みゆき）

http://www.asahi.com/articles/ASH372V9DH37TIPE006.html?iref=comtop_list_edu_n01
・精神障害者から暴力、家族の葛藤　研究者「６割が経験」(3月7日)

　精神の障害を抱えた子どもや兄弟から暴力を受けた経験がある――。研究者などの調査に、障害者の家族の約６割がそんな苦しみを打ち明けた。心中を考えた人も２割ほどいた。精神障害者への誤解や偏見を恐れ、暴力について口を閉ざす人は多い。４日、さいたま市で家族が集い、思いを語り合った。専門家は「障害者やその家族を孤立させず、社会で支える態勢が必要だ」と指摘した。

　東京大学大学院の蔭山正子助教（地域看護学）らの研究チームが昨年７～９月、おもに埼玉県内に住む精神障害者の家族７６８世帯に質問状を配布。３４６世帯４６６人から回答を得た。４日、さいたま市であった同県内の精神障害者家族会の集会で蔭山助教が結果を報告した。

　家族の約６割が当事者から暴力を受けたと明かしたほか、１６％は「刃物を向けられたり、刃物で傷つけられたりした」と打ち明けた。「一緒に死にたい」「本人に死んでほしい」と思い詰めたことがある人もそれぞれ２割いた。

　蔭山助教は一部の家族から直接話を聞いた。障害者の両親たちは、暴力について「突然くる」「コントロールが利かない」などと答えた。「家族の恥」として暴力を隠したり、周囲から「家族なんだから耐えなさい」などと求められたりした悩みも語った。「子どもを犯罪者にしたくない」との思いから、暴力を家庭内で抱え込んでしまうケースも多いといい、蔭山助教は「暴力が密室化している」と指摘する。

　家族の恥と感じる家族ほど精神状態が良くなかった。蔭山助教は「家族や本人が外とつながることが大切」と話す。また、「精神障害者の暴力は、適切な医療や支援があれば対応や予防ができる問題。急性期や症状悪化時の支援態勢の整備が必要だ」とも訴える。

　精神障害者の家族をめぐっては昨年６月、東京都内に住む男性が、障害を抱えた三男の暴力に悩み、殺害する事件があった。東京地裁立川支部は「相当やむをえない事情があった」として男性に執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。（塩入彩）

■「相談できる場ない」

　「命の危険を感じたことがある」「親が相談できる場はない」――。この日の家族会の集会では、切実な声が続いた。

　７０代の女性は、５０代の息子が３０代後半で統合失調症を発症。父親に物を投げつけるなどの暴力も始まった。保健所や警察に相談に行ったが、「対応するのは難しい」とたらい回しに。暴力から逃げるための避難先を探したが、行政などからは「夫婦間の暴力（ＤＶ）ならあるが、子どもからの暴力から避難する場所はない」などと断られた。そんな体験を打ち明けた。

　別の参加者の男性（７８）は昨年末に４０代の息子から殴りかかられ、十数針縫うけがを負った。しかし、息子は過去に病院で身体を拘束されたトラウマから入院を拒否。男性も息子を思い、「自分がけがするだけなら」と受け入れてしまったという。

　この日は、昨年６月の東京都内での「三男殺害事件」も話題に。「うちも事件になってもおかしくない状況。早期に行政などが介入する制度を整えてほしい」などの声が上がった。

　調査に参加した埼玉県立大の横山恵子教授（精神看護学）は「精神障害者と暴力の問題は長年タブー視されていた」と打ち明ける。今回の調査では、当事者が家族以外の他人に暴力を振るったケースは１割未満と少ないこともわかった。しかし、社会から「精神障害者は怖い」とレッテルを貼られることを恐れる家族は多く、今回の調査に反対する家族もいたという。

　横山教授は「暴力の経験は、思い出すだけでもつらいが、多くの家族が協力してくれた。この結果をきちんと医療や行政の関係者に伝えていきたい」と話す。

http://digital.asahi.com/articles/ASH346F22H34UTIL03S.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH346F22H34UTIL03S
・性や人生、仲間と語り合う　ピアエデュケーション（3月7日）
　大学生や高校生が様々なテーマについて学び合う「ピアエデュケーション」（仲間の教育）を知っていますか？　もともとは性教育が中心でしたが、近年は男女交際やスマホ、たばこなど対象が広がっています。

　■大学生、高校で講師役

　「理想の時期に結婚、妊娠するために今のみんなにできることは何かな」

　２月、栃木県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E5%B8%82.html" \o "小山市のトピックスを開く" 小山市の県立小山北桜（ほくおう）高校。１年生の生徒たちが、黒板の前に立つ若い女性の言葉に耳を傾ける。

　授業のテーマは「Ｌｏｖｅ　ｍｅ　Ｌｏｖｅ　ｙｏｕ」。自分がかけがえのない存在だと自覚し、望んだときに妊娠するため、自己決定の大切さを伝えるのが目的だ。

　講師役を務めたのは、同県下野市にある自治医科大学の大学生たち。この日は「ピアカウンセラー」（メモ参照）の資格を持つ約２０人が同校を訪問、４人一組になって各クラスで授業をした。

　授業では、まず生徒たちに今までの人生を振り返ってもらい、将来どんな人生を歩みたいかも含め、グラフで描いてもらった。「中学は部活の人間関係に悩んだから４０点」「２５歳で結婚するときは９０点」など、生徒たちは思い思いに発表する。大学生たちは「これからも自分のことを大切にしてね」と語りかけた。さらに、近い将来の望まない妊娠を避けるため、基礎体温の付け方や月経の仕組み、避妊の方法を紙芝居などを使って説明した。

　授業を受けた速水由芽（ゆめ）さんは「人生や自分の体について考える機会がないから新鮮だった。年齢の近い大学生が相手なので、しゃべりやすかった」と話した。

　大学生の特別授業を依頼した横川賢一教諭は「今は性についての情報が多すぎて、生徒はうまく対処できない。教師が言うと上からの説明になってしまうが、大学生は生徒と同じ目線で話をしてくれるので、生徒も受け止めやすい」と言う。講師役となった同大３年の根本由紀恵さん（２１）は「自分が高校生のときは性に興味があっても恥ずかしくて先生や親には聞けなかった。間違った情報に振り回されず、正しい知識をつけてほしい」と語る。

　■スマホ依存や喫煙もテーマ

　ピアエデュケーションは、自治医科大学の高村寿子名誉教授が９０年代に性教育の分野に採り入れたのが先駆けと言われる。

　同大には学生がピアエデュケーションを学び実践する「ピアサークル」がある。毎年約８～１０校の中学、高校で出前授業をする。高村名誉教授の把握する限りでも、今では北海道から九州まで各地の大学に同様のピアサークルがあるという。

　テーマは性教育が中心だったが、最近では対象が広がっている。

　群馬県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E9%AB%98%E5%B4%8E%E5%B8%82.html" \o "高崎市のトピックスを開く" 高崎市の高崎健康福祉大学のピアサークルは昨年９月、県立嬬恋高校で「スマホ依存」をテーマに授業をした。携帯電話の電波が入らないだけでイライラする彼氏と、それに振り回される彼女の劇を大学生が演じ、スマホ依存のチェックリストや対処法を紹介した。今年２月には県立高崎高等養護学校で男女交際をテーマに授業をした。

　相模原市の県立橋本高校では、ピアエデュケーションの手法を採り入れ、生徒同士が学びあう試みを始めている。今年１月には３年生の生徒がたばこの害についてクラスメートに伝えた。同校の養護教諭・牧野ひとみさんは「近い将来身近な問題となるたばこのようなテーマは、ピアエデュケーションが有効だ」と話す。

　ピアエデュケーションに詳しい日本家族計画協会の北村邦夫理事長は「年齢が近いというだけでなく、若者らしく自分の失敗談や体験談を話せば生徒はさらに身近に感じる。また、大人が用意した出前授業だけでなく、普段の生活の中で自発的に活動の幅を広げてほしい」と期待する。（田中祐也）

　　　　　＊

　＜ピアエデュケーション＞　さまざまな悩みや課題の解決のため、ピア（仲間）が相談役となるピアカウンセリングの理念を、教育分野で実践する試み。価値観を押しつけず、最後は本人の決定に任せる。２００５年に設立された日本ピアカウンセリング・ピアエデュケーション研究会によると、同研究会で講習を受けた「ピアカウンセラー」は全国に約４千人いる。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11636931.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11636931
・（高濱正伸の子どもと大人の育育サプリ）働く母たちよ、胸張って（3月8日）
　「働く母」であることは、子育てにとってマイナスかと尋ねられることがあります。そんな時、私は「母自身の心の安定のためのカードとしても、働くことは有益ですよ」と答えます。

　不況、少子化、離婚などで、「働く母」は増える一方。この数年、人々の意識や会社の制度なども、音を立てて変化していると感じます。パート、フルタイム、家業など、形態はどうあれ、働けば収入が増えて家計が安定するというメリットがあります。しかしそれ以上に、現代の子育てにおいては、「母親」以外の世界を持つことが、心の安定に大きな意味があります。

　ある母はこう言います。「仕事のストレスは子どもといれば解消され、子育てのストレスは仕事をすることで解消できる」

　とはいえ、まだまだ壁はあります。一番は「母親は『おかえり』と家で出迎えるべきだ」という古い価値観。仕事復帰を告げた時、ママ友から「えっ？　大変だね」、実母から「子どもがかわいそうに」と言われ、悲しくなった話も聞きます。でも、「成人後の自立」を目指すなら、毎日の出迎えが必ずしも良いとは言いきれません。

　「働く母」の多くにインタビューすると、ほぼ全員が「私が働いていたばかりに、○○してあげられなかった」と言います。しかし、子どもは、仕事と子育ての両立をがんばった母を誇りに思っています。１日５分、１０分でも、母が１対１で向き合い、抱っこしたり手をつないだりして話を聞いてくれる時間があれば、頑張れるのが子どもという生き物なのです。

　時間との戦い。子どもをせかし、声を荒らげ、手作りのお菓子なんて作ってやれない、と落ち込む。仕事も子育ても中途半端な気がして、「やっぱり無理なことしているのかな」と自信がなくなる。夫の「手伝う」という言葉遣いに、子育ては女の仕事かとイラッとする……。

　でも「働く母」を「いいな。自分の世界を持ってて」と、うらやましく思っている専業主婦もいるのです。

　「働く母」が、圧倒的多数の時代が来ることは間違いないでしょう。奮闘している「働く母」は、娘たちの未来を築いている。胸を張って！（花まる学習会代表）

　◇オススメ

　【両立するには】

　■「長時間一緒にいられない」と後ろめたく思わないこと。ただし、毎日必ず、短くても１対１で子どもの話だけを聞く、ふれあいの時間を作る。

　■手抜きも大事。掃除は眼鏡を外してやるくらいの度胸で。

　■実母やしゅうとめの「昭和の母」幻想に負けない。「孫がかわいそう」は聞き流す。

　■働く喜びも、子育ての喜びも堂々と子どもに話そう。

　■母の苦労は、娘たちの未来の道しるべ。本音を伝えよう。

　■夫は母性を理解できない。子育ての葛藤、やって欲しいことは、具体的に言葉で伝える。

　■周りの助けを借りよう。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11638799.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11638799
・（いちからわかる！）「言葉のセクハラ」に最高裁判決が出たの？（3月9日）
　◇相手が嫌（いや）がるそぶりを見せなくても許（ゆる）されないと示（しめ）した

　アウルさん　「言葉（ことば）のセクハラ」をめぐって最高裁（さいこうさい）の判決（はんけつ）が出たの？

　Ａ　大阪市の水族館（すいぞくかん）で、管理職（かんりしょく）の男性２人が部下（ぶか）の派遣社員（はけんしゃいん）の女性ら２人にセクハラ発言（はつげん）をくり返し、出勤停止（しゅっきんていし）の懲戒処分（ちょうかいしょぶん）を受け、降格（こうかく）された。この男性２人が「処分は重すぎる」と会社を訴（うった）えていた裁判（さいばん）で最高裁は先月、「極（きわ）めて不適切（ふてきせつ）なセクハラ行為（こうい）だ」と認定（にんてい）し、処分は妥当（だとう）としたよ。

　ア　どんなひどいことを言ったの？

　Ａ　「いくつになった」と年齢（ねんれい）を聞き、「結婚（けっこん）もせんで何してんの」と言ったり、「夫婦間（ふうふかん）はセックスレスやねん」など露骨（ろこつ）に性的（せいてき）な話をしたり、約１年にわたって「言葉のセクハラ」をくり返していた。

　ア　セクハラにはいろいろなものがあるのよね？

　Ａ　「セクシュアルハラスメント」が正式名（せいしきめい）だ。必要もないのに体に触（ふ）れたり、性的な関係（かんけい）を求めたりといった行動（こうどう）だけでなく、性的な冗談（じょうだん）やからかいなど言葉の嫌（いや）がらせもふくまれるんだ。男女雇用機会均等法（だんじょこようきかいきんとうほう）は企業に、セクハラを防（ふせ）ぐため、社員向け研修（けんしゅう）や相談窓口（そうだんまどぐち）の設置（せっち）、就業規則（しゅうぎょうきそく）に懲戒規定（きてい）を設けることなどを義務（ぎむ）づけているよ。

　ア　どれぐらい起きているの？

　Ａ　２０１３年度に全国の労働局（ろうどうきょく）に寄（よ）せられた男女雇用機会均等法に関係する相談のうちセクハラに関するものは６１８３件で、全体の半数以上を占めた。女性から男性、同性間のセクハラに関するものもある。

　ア　最高裁の判決で、状況（じょうきょう）はよくなるのかしら？

　Ａ　判決は、セクハラの被害者（ひがいしゃ）は職場（しょくば）での関係悪化を恐（おそ）れて、抗議（こうぎ）や相談をためらいがちになると分析（ぶんせき）。相手が嫌がるそぶりを見せない場合でも、許（ゆる）されないことを示（しめ）した。今後、企業はセクハラ発言に重い処分を出せるようになる。セクハラ防止（ぼうし）の取り組みを後押しすることにもなりそうだ。（高橋末菜）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11640278.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11640278
・愛知）本当の支援とは　非行少年の再起支援する高坂さん（3月9日）

　鑑別所や少年院に入所している少年たちが再び非行に走らないよう支援するＮＰＯが昨年、県内で立ち上がった。理事長を務める高坂朝人さん（３１）はかつて非行少年だった。犯した過ちや将来に悩む少年たちと向き合う思いを聞いた。

　――「再非行防止サポートセンター愛知」ではどのような活動をしているのですか。

　鑑別所、または少年院に入所している少年少女が対象で、同じような経験を持っていたり立ち直りに思いがあったりする担当スタッフが面会を重ねます。社会復帰した時、本人にとって何が最善かを様々な経験を持つスタッフがチームになって、一緒に考えます。

　一番に尊重するのは、本人の「本音」。いくら周囲がサポートしようとしても、本人の本音や希望とかけ離れていては、本当の支援にはなりません。

　――具体的にはどのようにかかわっていくのでしょうか。

　鑑別所や少年院を出所して一般社会に戻ってきたら、まず、１泊２日で合宿をします。それまで施設内ではできなかった話など、寝食を共にしながら、互いの理解を深めます。

　その後は、犯罪経験者を支援している団体や就学支援をしているＮＰＯなどと連携をとり、本人の希望に沿って学び直しや就労を手助けします。

　また、出所後６カ月間は月に一度、勉強会に出席してもらい、「不良交友の絶ち方」「親子関係」など、かつてこうした問題にかかわった人たちの話を聞いてもらいます。少年たちが「聞いてみたい」と思えるようなテーマ設定を心がけています。

　――少年たちに一番、伝えたい思いは。

　「自分と未来は変えられる。でも、一人では変えられない」

　私もかつて非行少年でした。警察官、家裁の調査官、保護司、法務教官、弁護士、そして家族。さまざまな方々に支えられて、立ち直ることができました。出会いによって、救われると思います。

　しかし、その時々にいろんな立場の方が登場しては退場します。一貫して付き合ってくれる人はいませんでした。私たちの活動は細く、長く付き合い、かかわっていくものでありたい。理解ある関係機関とも連携しながら、少年たちの本音に沿って向き合っていきたいと考えています。

　――今後の構想を教えて下さい。

　支援した少年が更生後、今度は会員として支援に回ってくれることを期待しています。当事者支援のサイクルを構築したい。

　また、帰る家がなかったり、住まいを変更する必要があったりする少年たちが安心して住めるグループホームの構想もあります。

　発足して間もないので、しばらくは県内でしっかりとした体制をつくりたい。でも、活動が軌道に乗ったら、一番自分が迷惑をかけた広島でお返しがしたい。

　同様の取り組みを全国でできれば、若者の笑顔を増やせると思います。（聞き手・川村真貴子）

　　　　　◇

　たかさか・あさと　１３歳から非行に走り、逮捕歴は１５回、少年院には２回入った。広島で暴力団の準構成員をしていた２４歳の時に妻の妊娠が分かり、足を洗うため縁の無い名古屋へ。現在は知的障害者の施設で働き、通信制の大学で福祉を学ぶ。昨年８月、仲間とＮＰＯ法人「再非行防止サポートセンター愛知」（事務局・０８０・２６３６・７１８３）を設立し、相談に乗っている。

■記者の一言　悩める子の光になって

　「１３歳から２４歳までの１１年間、自分は犯罪を増やす立場だった。これからの人生は犯罪を減らすことに使っていきたい」と話す高坂さんの凜（りん）とした姿が印象的だった。

　近所のおじさん、おばさんが悪ガキをしかってくれるような地域のつながりが薄れ、ＳＮＳの普及で少年犯罪が密室化する現代。高坂さんらの活動が、心に闇を抱える少年少女とその親たちにとって、救いの光となることを願う。

http://digital.asahi.com/articles/ASH335D56H33OBJB009.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH335D56H33OBJB009
・（Ｍｅｄｉａ　Ｔｉｍｅｓ）少年事件、ネット上で無責任な「犯人捜し」（3月11日）
　《メディアタイムズ》

　「【拡散希望】こいつらが犯人」――。川崎市の多摩川河川敷で中学１年の上村遼太さん（１３）が殺害された事件では、発生直後からネット上で「犯人捜し」が始まった。容疑者とみられる少年の写真や名前、さらには無関係とみられる人の情報までが瞬く間に拡散した。法律の専門家は「名誉毀損（きそん）にあたる可能性がある」と指摘する。

　「５人が犯人だ」。先月２３日ごろ、「犯人」を特定した、という情報がツイッターなどで広がった。上村さんの遺体が見つかり、３日後のことだ。

　容疑者とみられる少年の名前と写真が投稿され、次々と転載された。事件と関わりのない少年の顔写真も拡散し、写真は今もネット上に残る。

　「生中継」まであった。先月２７日、逮捕された少年の自宅とされる場所からの中継動画がネットに流れた。家の表札や出入りする人、取材に訪れた記者らの姿が映り込んだ。配信に使われた「ニコニコ生放送」を運営するドワンゴは２日、「プライバシー侵害」にあたるとして、動画の閲覧ができないようにした。

　ネット上の情報削除に詳しい神田知宏弁護士は「注目事件は、被疑者が誰かネット上で暴く動きが必ず出るが、事実でなければ名誉毀損罪となる可能性が高い。たとえ事実であっても、少年犯罪の場合、名誉毀損罪、プライバシー侵害にあたる可能性がある」。画像などのリツイートや転載も賠償責任を問われるかもしれないという。

　５日発売の「週刊新潮」は逮捕されたリーダー格の少年の実名、写真を掲載。だが少年法６１条は、「氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又（また）は写真を新聞紙、その他の出版物に掲載してはならない」と定める。

　２０１２年の大津市の中学生いじめ自殺問題では、女性タレントが自身のブログにネットから引用した女性の写真を載せ、加害者の少年の母親を非難。女性が「無関係なのに加害少年の母親と誤信された」として訴え、一審は女性タレントに１６５万円の支払いを命じ、二審で和解した。

　「誰もがメディアになれる時代だが、自分の行為が、訴えられるリスクがあることを自覚すべきだ」と神田弁護士。

　それでも、情報を拡散する心理とは何なのか。

　神田弁護士は「少年法による匿名性ゆえに、ネットでの私的制裁（私刑）が助長されている側面はある。『自分は事実を知っている』という思いが、公開への動機付けになっているのではないか」。

　ネット上の人間行動を研究する三浦麻子・関西学院大教授（社会心理学）は「人は自分の身の回りのリスクに関わる情報を、より知りたがる」と言う。「興味本位もあるだろうが、この事件を恐れや脅威の対象と見て、他人も知る価値があると思って拡散する人もいる」

　命や暮らしに関わる情報だからと、真偽不明の情報が転載され、デマも流れた例は、東日本大震災直後にもあった。「危険の感知レベルが上がると、危険や恐怖に関する情報の拡散に歯止めがかからなくなる」

　何かのきっかけで過去の情報が掘り起こされ、拡散される時代。情報を発信する側にも責任が伴う、と三浦教授は指摘する。

　「人は忘れても、ネットは忘れてくれない。ツイッターでもフェイスブックでも、自分だけでなく、家族や知人のプライベートまで勝手にさらしていないか、考えた方がいい」

　（斉藤佑介）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11643260.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11643260
・（ＴＨＥ　ＨＵＦＦＩＮＧＴＯＮ　ＰＯＳＴから）川崎事件が問う母子家庭への目（3月11日）
　■ＮＰＯ法人キッズドア理事長・渡辺由美子（わたなべゆみこ）さん

　川崎市の中学１年、上村遼太さん（１３）が殺害された事件は、連日、大きく報道されている。上村さんの母親は女手一つで５人の子どもを育てていた。子どもの貧困問題に取り組む渡辺由美子さんは「上村遼太君の事件について」（７日）で、「お母様を誰が責めることが出来るのでしょうか」と残念がる。

　日本の母子家庭の貧困率は５割を超え、多くの母子家庭や父子家庭が、子どもとじっくり向き合う時間もなく日々の生活を送ることに追われていると指摘。加えて、東日本大震災の後、母子家庭の母が無理をして仕事を続け、インフルエンザで亡くなった例も紹介している。

　そして、これらを強いているのが今の日本の社会だとして「困窮家庭の子どもたちや親御さんに、もっともっと温かい目を向け、手を差し伸べる社会になることを願ってやみません」と訴える。ブログへのコメントは賛否両論だ。（中野渉）

　ｈｔｔｐ：／／ｈｕｆｆ．ｔｏ／１ＦｓｐＰｆｉ

　●クラスメートから「ブス」と言われた４歳少女の切り返しが素晴らしいと話題に（米、６日＝日本版７日）

　クラスの少年から「ブス」と呼ばれたシシィは、「私はここ（学校）にファッション・ショーをしに来ているんじゃないの。勉強しに来てるの。可愛いって思われるためじゃないの」と切り返した。本人の動画も掲載している。

　ｈｔｔｐ：／／ｈｕｆｆ．ｔｏ／１Ｍｋｃ８ＴＡ

　●アウシュヴィッツ博物館初の外国人ガイド・中谷剛さん「タブーに立ち向かうのは戦争を経験していない世代」（２日）

　ナチスドイツの強制収容所の歴史を日本人訪問者に伝え続けている中谷さんは、日本は平和ボケではなく「平和神話」にしがみついていると指摘。みんなで議論をして「少しずつ僕たちの世代の常識を作っていけないか」と訴える。

　ｈｔｔｐ：／／ｈｕｆｆ．ｔｏ／１ＨｇＦＲｄｇ

　　　　＊

　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕｆｆｉｎｇｔｏｎｐｏｓｔ．ｊｐ／

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11643161.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11643161
・児相の一時保護「適法」　両親の「調査不十分」主張退ける　東京地裁（3月12日）
　児童相談所（児相）に一時保護された東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%B7%9D%E5%8C%BA.html" \o "江戸川区のトピックスを開く" 江戸川区の男児とその両親が「不十分な調査で保護を長引かせた」として、児相を運営する都に計６６０万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が１１日、東京地裁であった。倉地真寿美裁判長は「養育が不適切だと疑う理由があり、保護は適切だった」とし、両親側の請求を棄却した。

　一時保護は虐待が疑われる場合に、児相が子どもを強制的に保護者から引き離して保護する措置。

　判決によると、２０１１年５月、当時１歳半だった男児が、母親のヘアアイロンに腕が挟まってやけどを負った。病院からの通報を受けた墨田児童相談所が男児を一時保護。両親は事故だと説明したが、児相は「虐待の疑いがある」として同年９月、男児を児童福祉施設に入所させるよう東京家裁に申し立てた。家裁は「虐待とまではいえない」としてこれを退け、男児は１２年４月、両親の元に戻った。

　訴訟で両親側は「やけどの際の児相の調査には不備があった」と主張したが、判決は「やけどする以前にもたばこの誤飲や２段ベッドからの転落があった」と指摘。これらをあわせて考慮し、保護を続けた児相の判断は「適法」とした。（千葉雄高）

　■子の安全最優先、保護者と対立増加

　「子どもの命を守るために一刻も早い保護が必要な時もある。『慎重かつ大胆に』。そう思うが、そのはざまでとても難しい時代になっている」

　関西の児童相談所の職員は、一時保護をめぐる葛藤をこう打ち明ける。「個人の権利意識が高まり、親と対立するケースが増えた。保護に必要な根拠を押さえるのに必死だ」。一方で病院や学校からは「保護してほしいのに保護してくれない」と批判を受けることもあるという。

　厚生労働省によると、一時保護は２００１年度に１万７６９５件あったが１３年度は２万１２８１件。００年に児童虐待防止法が施行され、児相が子どもの保護を最優先とする姿勢を強めたためだとされる。一時保護は原則２カ月間だが、児相が必要と判断すれば、子どもを児童養護施設に入所させることができる。親が同意しない場合は家裁に承認を求めるが、この申し立ても増加。「書類作りにも追われ、現場は大変になっている」。関東の児相職員はこう語る。

　児相職員の研修をしている「子どもの虹情報研修センター」の増沢高・研修部長によると、英米では４８時間以上の一時保護は司法が判断し、児相は支援に専念できる。「今後、同様の裁判で保護を誤りとする判断が出れば、保護が減ったり、児相の職員を希望する人が少なくなったりすることも考えられる。積極的に司法が関与する仕組みを整えるべきだ」と提言する。

　保護者側の言い分を聞く制度が必要との指摘もある。元児相所長の津崎哲郎・花園大学特任教授（児童福祉論）は、「保護者が一度児相と対立すると『言い分を聞いてもらえない』と感じ、対立を深める悪循環に陥りやすい。中立の立場で両者の調整をする仕組みが必要だ」と話す。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11645149.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11645149
・「殴られても構いません」野球部員に書かせ体罰　和歌山（3月12日）
　上富田町立上富田中学校（同町岩田、小森弘二校長）で、野球部顧問の男性教諭（３５）が昨年８月から今年２月ごろにかけて、２年生の複数の部員に体罰をしていたことが１２日、同校などへの取材でわかった。町教委によると、「『野球部のルールが守れなければ殴られても構いません』という文書を書かされた」と話す部員が複数いたという。県教委は男性教諭の処分を検討している。

　同校や町教委によると、男性教諭は３年生部員が引退した昨年８月ごろから、バックネット裏や部室などに個別に部員を呼び出し、頭をたたいたり、太ももを蹴ったりするなどの体罰をしたという。

　２月１８日に部員から小森校長に相談があり、確認したところ、２年生のうち５人が体罰を受けたと話したという。「これまでに５０回以上も体罰を受けた」と話す部員もいたという。男性教諭も「活動目標を記入するクラブノートや、部員が決める練習メニューなどがきちんと書けていなかった」などの理由で、体罰をしたことを認めたという。

　校長は同日、町教委に報告。男性教諭を野球部顧問から外し、保護者らに説明して謝罪した。部員には外傷などはなく、部活動を続けているという。

　町教委と県教委によると、この男性教諭は同校で２００５年から体育講師、０９年から体育教諭として勤め、１１年からは生徒指導もしている。部員への体罰については、０７年から昨年１月に、少なくとも４回起こしており、町教委から１３年４月に２、３年生部員への体罰で厳重注意、１４年３月には１年生部員への体罰で文書訓告の処分を受けているという。

　小森校長は「子どもの安心安全を守らなければいけない学校でこういった事態になったことには責任を感じている」と話している。同校では週明けに保護者説明会を開く予定。（高井和道、平畑玄洋）

http://digital.asahi.com/articles/ASH3D5F5KH3DPXLB00R.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH3D5F5KH3DPXLB00R
・ネットの人権侵害５割増　性的写真・子ども中傷　法務省（3月13日）
　人権侵害の疑いがあるとして、全国の法務局が昨年１年間に相談をうけて調査した「人権侵犯事件」のうち、インターネットを使ったものが１４２９件と前年より５割増え、統計を始めた２００１年以降で最高となったことがわかった。法務省が１３日発表した。

　ネットを使った人権侵害は、掲示板や動画投稿サイトなどで行われている。女性の性的な写真が氏名や年齢とともに掲示板に掲載されたケースや、中学生の氏名や学校名を記載して「死ね」と中傷する動画が掲載されたケースがあり、これらについては法務局が掲示板などの管理者に削除を要請したという。

　昨年の人権侵犯事件の総件数は２万１７１８件で、前年比３・２％減。０４年以降は２万件を超えており、法務省

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E6%93%81%E8%AD%B7.html" \o "人権擁護のトピックスを開く" 人権擁護局は「高止まりしており、改善の傾向はみられない」としている。種類別では、暴行・虐待（４１３４件）や学校でのいじめ（３７６３件）が多かった。

　同省は、「みんなの人権１１０番」（０５７０・００３・１１０）、「子どもの人権１１０番」（０１２０・００７・１１０）、「女性の人権ホットライン」（０５７０・０７０・８１０）で相談を受け付けている。

http://digital.asahi.com/articles/ASH3D56Z3H3DUTIL01V.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH3D56Z3H3DUTIL01V
・佐賀）「携帯やスマホ持たせない」　武雄市連合ＰＴＡ（3月14日）
　武雄市内の１６の市立小中学校の育友会・ＰＴＡでつくる市連合ＰＴＡ（大串成人会長）は、小中学生に携帯電話やスマートフォンは持たせないとの基本方針を決めた。３月中に、中学３年生を除く全保護者にチラシを配り、各家庭で共通認識を持ってもらうという。

　無料通信アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」などを使ったいじめや中傷、事件が全国的に起きており、社会問題になっている。市内の学校でも、実際にトラブルが起き、友人関係が悪化した事例も報告されている。

　このため、市連合ＰＴＡでは、各学校長とＰＴＡ会長を含めた役員会を２月１７日に開き、スマホなどを「持たせない」とする基本方針を決めた。

　現在も、市内の小中学校ではスマホなどは原則禁止だが、家庭の事情があり保護者の申請があれば、子どもが持つこともできる。

　この場合と同様、持たせる場合は、親が責任を持って管理し、必ず有害サイトの閲覧を制限する「フィルタリング」をかけ、学校には持って行かせない、人を傷つける内容のやりとりは絶対させないようにする、などとするリスク管理を保護者に呼びかけている。

　大串会長は「はじめから、子どもに持たせなければ予防につながる。持たせる場合は、保護者の責任でリスク管理をしてもらうという取り組みを全市的に行うことで、子どもたちを守りたい」と話している。

http://digital.asahi.com/articles/ASH3D5HW0H3DTTHB00H.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH3D5HW0H3DTTHB00H
・防災対策、障害者と共に　国連会議、行動指針採択へ(3月18日)

　仙台市で開かれている国連防災世界会議が１８日、閉会する。最終日に採択される行動指針には、障害のある人が防災の取り組みに参加することや女性のリーダーシップの大切さが初めて盛り込まれる見通しだ。災害の被害を減らすために体験を語る参加者の思いが、形になろうとしている。

　■守られる側から転換

　「防災対策の会議や地域の避難訓練に、障害者を参加させてほしい」。福島県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E9%83%A1%E5%B1%B1%E5%B8%82.html" \o "郡山市のトピックスを開く" 郡山市で障害者自立支援のＮＰＯを運営する白石清春さん（６４）が１７日、会議の関連シンポジウムで訴えた。

　自身も先天性の脳性まひで、両手両足が不自由だ。東日本大震災では、関西からＮＰＯあてに続々と届く支援の大人用オムツを届けようと、県内２００カ所の避難所を回った。

　助けを求める障害者がどこにいるか情報がなかった。災害弱者の情報をまとめた「要援護者名簿」を見せてほしい、と行政に頼んだが、個人情報保護を理由に断られた。「行政と協働し、日頃から情報を共有することが大切と痛感した」

　別の集まりでは、大震災で被災した宮城県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E6%B0%97%E4%BB%99%E6%B2%BC%E5%B8%82.html" \o "気仙沼市のトピックスを開く" 気仙沼市の小野寺明美さん（５５）が避難所に行けなかった経験を紹介。自閉症の次男（１９）が大勢がいる狭い空間でパニックに陥って、周りに迷惑をかけてはいけないと考えたという。電気が通らない半壊の自宅で、寒さに震えた。家族を失った人のつらさを思うと、周囲にも打ち明けられなかった。「災害弱者をつくらない地域は、すべての人に優しい地域。誰もが身を寄せられる福祉避難所が必要です」と訴えた。

　パキスタンのアビア・アクラムさん（３２）は車いすから「障害者も防災の主体的な存在として参加できる地域づくりを」と呼びかけた。地震や洪水が多い母国でも、助けを求められず犠牲になったり、家族の重荷になることを悲観して自殺を図ったりする人がいるという。

　各国政府や国際機関の関係者らが集まる本体会議の会場は１７日、車いすの人や杖をついた人が数多く姿を見せた。東日本大震災では障害者の死亡率が住民全体の約２倍に上ったとのデータなどを元に、民間団体が日本政府や国連に働きかけ、障害者をテーマにした作業部会が初めて設けられた。

　「守られる存在」だった障害者が、これからは防災に取り組む主体に――。タイの全盲の国会議員、モンティエン・ブンタンさんが「口約束ではなく、行動を伴ったものにしよう」と呼びかけると、数百人の聴衆から大きな拍手がわいた。

　■避難所に女性目線を

　１４日の集会で、仙台市の主婦菅野澄枝さん（４６）の４年前の避難所体験を紹介した記事が読み上げられた。

　ＰＴＡ会長だった菅野さんは、必要なものを女性に尋ね、赤ちゃんを抱いた母親を授乳できる場所に誘導したが、女性たちは遠慮からかニーズを言わない。避難所に届いた菓子を母親が子どもに優先的に配るよう求め、男性が反対するトラブルもあった。菅野さんは「自分たちが災害対策本部の中心にいれば、女性や子どもへきめ細かく対応できた」と話す。

　その後、女性の防災リーダーを育てる講座に参加。町内会で避難所運営マニュアル作りの中心を担った。「生活者として気付くことは多い。女の人を抜きに判断をしない社会になって」

　フィリピンのデゼリー・アモール・ハシントさん（２７）は、台風の被災地などで女性や妊産婦の保健指導に取り組む団体のスタッフ。災害後、夫から暴力を受けた女性の相談にのってきた。少女への性暴力が増える傾向にも心を痛める。弱い立場の女性を守ろうと働きかけ、学校のカリキュラムに最近、性教育が加わった。「女性たちが声を上げた成果です」

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11655528.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11655528
・いじめ「学校に防ぐ責任」　父「画期的和解」　大津・中２自殺（3月18日）
　大津市立中学２年の男子生徒（当時１３）がいじめを受けて自殺した事件をめぐる訴訟で、生徒の両親と市の和解が１７日、大津地裁（山本善彦裁判長）で成立した。越直美・大津市長は和解後、いじめ自殺を防ぐ学校側の責務を広くとらえた今回の和解条項を、全国で共有するように国などに働きかける考えを明らかにした。

　和解条項では、教職員が生徒へのいじめを認識し、自殺を予見することが可能だったのに防げなかったことなどについて、市が両親に謝罪するなどとした。賠償額は４１００万円相当とし、すでに支払われた災害共済給付金を除く１３００万円を和解金として市が支払うとした。

　地裁は、事件前から文部科学省がいじめに関する通知を繰り返し出していたことなどを踏まえ、２月に行った和解勧告の中で「教職員は一般的に、いじめを要因として自殺が生じうることを予見できる状況にあった」と踏み込んでいた。

　越氏は生徒の父親らとともに記者会見。越氏は「今回の和解条項で特に重要なのは、教職員がいじめに気付き、止める責任があると書かれた点」と評価し、「『いじめに気付かなかった』『亡くなると思わなかった』との言い訳は通じない」と述べた。父親は「（いじめで）苦しむ全国の人たちにこの画期的な和解内容を伝え、役立てたい。全国の教育関係者は、二度と悲劇を繰り返さないための手がかりにして」と求めた。

　■信頼が土台に

　大津市の第三者調査委員を務めた教育評論家の尾木直樹さんの話　第三者委は疑問が出れば必ず解明する姿勢を徹底し、事実を緻密（ちみつ）に積み上げていじめ行為を認定した。委員には遺族の推薦人を入れた。公平だと信頼され、調査結果が和解の土台になったと思う。事件をきっかけに「いじめ防止対策推進法」はできたが、依然いじめ対応が後回しの学校はある。命にかかわる事態との認識を強めてほしい。いじめに気づくため、教室で生徒同士が指摘し合える雰囲気作りも大切だ。

　

　■和解条項の要旨

　◆市は男子生徒の自死を予見できたのに適切に対応せず、予防できなかったことを謝罪する

　◆市は自死後に適切に対応しなかったことを謝罪する

　◆市はいじめ防止のための取り組みを継続する

　◆市はすでに支払った２８００万円とは別に、和解金１３００万円を支払う

　◆市は和解条項をホームページに掲載する

http://www.asahi.com/articles/DA3S11655598.html
・１８歳少年「暴行続けるうちに殺意」　川崎の中１殺害（3月21日）
　川崎市

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/川崎区.html" \o "川崎区のトピックスを開く" 川崎区の多摩川河川敷で中学１年生の上村（うえむら）遼太さん（１３）が殺害された事件で、殺人の非行内容で横浜家裁に送致された無職の少年（１８）が神奈川県警の調べに、「カッターナイフで切りつけているうちに殺意を持ち、首を深く刺した」と供述していたことが捜査関係者への取材でわかった。この傷が致命傷になった可能性があるという。

　１８歳の少年は、傷害致死の非行内容で家裁に送致された職人の少年（１７）からナイフを受け取っていた。「暴行していると、職人の少年から『もう終わりにしちゃうの』と言われた」と供述。暴行を続けるうちに殺意が芽生えたという。「誰かに止めて欲しいと思った」とも話しているという。

　同じく傷害致死の非行内容で送致された無職の少年（１７）を含めた少年３人について、横浜家裁は１９日付で、小池喜彦裁判長ら３人の裁判官による合議制で審判を開始し、検察官を立ち会わせると決めた。

　一方、上村さんの遺体がみつかって１カ月となった２０日も、現場を訪れて祈る人が後を絶たなかった。

　東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/荒川区.html" \o "荒川区のトピックスを開く" 荒川区から来た渡辺一雄さん（５８）は妻と花を供えた。「自分もいじめられた経験があり、ひとごととは思えなかった」という。大きな花の輪を見て、「上村さんの笑顔と人柄が、大勢の人を引きつけたのだと思う」。

　埼玉県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/坂戸市.html" \o "坂戸市のトピックスを開く" 坂戸市の４０代の女性は中学３年と小学６年の子どもがいる。「犠牲が大きすぎるけど、親としていろんなことを考えさせられた１カ月でした」

http://digital.asahi.com/articles/ASH3N4QK6H3NULOB00V.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH3N4QK6H3NULOB00V
・施設増えても足りない保育士　待機児童問題、解消の壁にも（3月24日）
　保育士の不足が、待機児童解消の壁となる心配がでてきました。重労働なのに賃金が低く、せっかく保育所を増やしても、思うように人材が集まらないからです。国も危機感を強め、あの手この手で保育士確保へ動き出しています。

　■長時間・低賃金で敬遠

　横浜市で２月中旬、同市などによる保育士限定の就職相談会が開かれた。４３の事業者がずらりと机を並べて待ち構えた。神奈川県が把握する約５千人の保育士資格者などに事前に案内を送っていた。だが訪れたのは３３人だけだった。

　市内の社会福祉法人わおわお福祉会は「保育士があと１、２人ほしい」と参加した。市内６カ所目となる認可保育所の開園が４月に迫る。だが、この日就職を決めてくれた人はおらず、３月になってようやく１人採用のメドがついた。

　保育士の人数に十分な余裕はなく、保護者の一時保育の依頼を断らざるを得ない日もある。一人でも産休や育休に入ると、そのたびに補充を迫られる。

　４年前から毎年、東北の短大や専門学校へ出向き、求人活動をしている。これまでに計７人の保育士を採用した。就職者には「新生活準備金」として１０万円あまりを支給する。毎月、保育士資格者を対象とした「保育所見学ツアー」も開く。担当者は「年々厳しくなる。ほかと同じ活動をしていては人を確保できない」と話す。

　待機児童解消のため保育施設の整備を進めている横浜市によると、２０１５年度～１７年度の年度当初に、新たに計約１６００人の保育士を確保する必要があるという。

　昨年１２月の保育士の有効求人倍率は全国平均で２・０６倍。求人側にとって、特に首都圏で厳しい。東京都が最も高く５・３７倍で、神奈川県は３・０３倍だ。

　保育士になりたい人が増えないのは、低賃金や長時間労働が敬遠されるためだ。厚生労働省の調査（１４年）では、民間施設で働く保育士の月給は平均２１万６千円。全職種平均より約１１万円低い。保育施設は週６日、１日１２時間ほど開くのが一般的だ。シフト勤務が不規則になったり、残業も多くなりがちという。

　埼玉県の保育士女性（２７）は３月末、正職員として６年間勤めた認可保育所を辞める。週休２日だが土曜は行事が入ることも多い。「代わりの保育士がいないので代休はないです」。乳児を抱こうとしてぎっくり腰になっても休めず、コルセットを付けて働いた。事務作業は自宅に持ち帰って夜にこなす。月給は手取りで１４万円台という。

　「子どもの成長を日々感じられる仕事は大好き。なのに仕事に追いつめられて気力が続かない。それに、この給料では将来が見通せない」

　■人材確保へ給与アップ

　待機児童の解消を目指し、厚労省は２０１７年度末までの５年間で４０万人分の保育の受け皿を確保する対策を進めている。１４年度末までに約１９万人分を確保し、計画は順調だ。ところが順調に進めば保育士不足に拍車がかかり、１７年度末に約６万９千人足りなくなる恐れがあるとみる。

　厚労省は人材確保に本腰を入れるため、３月を初の保育士確保の「強化月間」と位置づけた。まずは資格があるが働いていない「潜在保育士」に、自治体を通じて現場復帰を呼びかける。潜在保育士は全国に６０万人以上いるとされる。

　最大のポイントである待遇改善は、４月の子ども・子育て支援新制度スタートなどをふまえ、民間施設の保育士の給与を平均５％増やす方針だ。労働条件を左右する保育士などの配置基準については、３歳児の場合は子ども２０人に保育士１人だったのを、１５人に１人と手厚くする。その分の補助を拡充する。

　保育士になれる機会も増やす。試験はいま全国共通で年１回だ。追加でもう１回実施する自治体に試験費用を助成する。

　（畑山敦子、田中陽子）

　■負担減らす支援を

　大方美香・大阪総合保育大教授（保育学）の話　保育士不足のため、子どもの指導計画作りや若手の指導など重要な仕事の時間確保が難しくなっている。志を持って保育士になっても限界を感じて辞める人が多い。保育士の負担を減らすため、事務職や補助職員の拡充を国などが支援すべきだ。また研修を充実させるなど、子どもの年齢や成長にあわせた保育ができる専門性を身につけられる環境をつくり、やりがいを高めることも重要だ。

　■保育士の有効求人倍率が高い都府県（昨年１２月時点）

東京　　５．３７倍

滋賀　　４．５８倍

埼玉　　３．０５倍

神奈川　３．０３倍

大阪　　２．４０倍

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11666099.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11666099
・教え子に私的メールやＬＩＮＥダメ？…１５県教委で禁止（3月25日）
　教え子へのわいせつ行為で処分される教員が後を絶たない中、生徒との私的なメールのやりとりを禁止する教育委員会が相次いでいる。４７都道府県のうち、１５県教委が禁止していることが朝日新聞の調べでわかった。

　調査は２月、教員と生徒間のメールや、「ＬＩＮＥ」などのサービスを使った私的なやりとりを禁止しているかを、都道府県教委に尋ねた。３割強の１５県教委が、通知などで原則禁止していると回答したほか、２０以上の教委で私的なメールをしないよう研修で指導したり、注意を呼びかけたりしていた。

　各教委が私的メールに神経をとがらせるのは、やりとりが続くと、女子生徒に対するわいせつ行為に発展する場合があるからだ。

　神奈川県では、部活動の教え子にキスをしたり、体を触ったりしたとして男性教諭２人が１月、懲戒免職処分となった。この男性教諭たちは、ＬＩＮＥやメールを通じて部活動の連絡のほか、女子生徒と学校生活や個人的な相談に乗るなどしていたという。「メールをするうちに生徒との距離が近くなる」と県教委は指摘する。

　この処分を機に、県教委は翌２月、「児童・生徒への業務以外の私的な通話や通信は絶対に行わないこと」とする通知を出した。もともと、業務で生徒とメールなどでやりとりする際は、事前に校長の許可を得ることになっていたが、改めて徹底を促した。

　埼玉県教委も昨年１２月、教え子との私的連絡を「絶対に行わない」とする教育長名の通知を県立学校に出した。連絡する必要がある時は原則として学校の電話を使う▽やむを得ず、携帯電話番号やメールアドレスを取得する場合には、事前に管理職の許可を得る。用が済んだ後はデータを削除する――など、通知は、細かな留意事項も列挙した。

　ひときわ厳しい姿勢で臨んでいるのが、大分県教委だ。セクハラ防止のため「原則としてメールは公私に関わらず禁止」。広島県教委は教員に禁じるだけでなく、県立学校の校長に対し、「児童・生徒の携帯電話番号やメールアドレスの登録や送受信の有無」を教員から聴取するよう求めている。

　メールは不登校やいじめに悩む児童・生徒とのやり取りなどに有効な側面もあるが、愛知県教委は、通知の中で「善意から始まったものであっても、わいせつな行為につながる危険性がある」と原則禁止の理由を説明する。

　通知に違反し、処分されるケースも出ている。岐阜県教委は１月、「私的なメールは、生徒指導上の理由がない限り行わない」とする通知に反し、教え子の女子生徒にメールを送り続けた高校教諭を減給処分にした。この教諭は、生徒の行動内容を尋ねたり、返信を求めたりしていた。県教委は「性的な文言はなかったが、ストーカー的に繰り返し、生徒に精神的な苦痛を与えた」としている。

　一方、福岡県教委は禁止はしていないが、校長会などで指導している。担当者は「部活動での事務連絡が必要な場合もあるので、『一切ダメ』とする通知は出していない。モラルの問題だ」と話す。

　文部科学省によると、わいせつ行為やセクハラで２０１３年度中に処分を受けた公立学校の教職員は、過去最多の２０５人。うち半数近くは自校の児童・生徒が対象だった。（竹下由佳）

http://digital.asahi.com/articles/ASH2S7GR6H2SOHGB01K.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH2S7GR6H2SOHGB01K
・夫からＤＶ、４人に１人が経験　１割「命の危険感じた」（3月27日）
　夫から暴行や暴言といったドメスティックバイオレンス（ＤＶ）を受けた経験がある女性が４人に１人いることが２７日、内閣府のアンケートでわかった。被害を受けた女性のうち１１・４％は「命の危険を感じた」と答えた。一方、誰かに相談した女性は５０・３％にとどまった。

　３年に一度の「男女間における暴力に関する調査」で、昨年１２月に無作為に選んだ全国の成人５千人を対象に実施。結婚の経験がある女性１４０１人、男性１２７２人から回答を得た。

　女性の９・７％が被害に「何度もあった」、１４・０％が「１、２度あった」と答えた。男性は３・５％が「何度もあった」、１３・１％が「１、２度あった」と答えた。

　被害を受けた女性の４４・９％、男性の７５・４％が誰にも相談しなかった。理由（複数回答）は「相談するほどのことではないと思った」（５５・８％）が最多で、「自分にも悪いところがあると思った」（３２・８％）、「むだだと思った」（１９・２％）が続いた。

　相手と別れた女性は１０・８％、男性は５・２％だった。

http://digital.asahi.com/articles/ASH3T5FPWH3TUTIL036.html?_requesturl=articles%2FASH3T5FPWH3TUTIL036.html&iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH3T5FPWH3TUTIL036
・子を虐待、最多８７件　児童養護施設や里親　１３年度（3月31日）
　親から離れて児童養護施設や里親などのもとで暮らす子どもへの虐待が、２０１３年度に８７件あったことが厚生労働省の調査でわかった。前年度より１６件増え、調査を始めた０９年度以降で最も多かった。被害者数は１５５人（前年度１７３人）にのぼった。

　児童相談所や自治体に通告・届け出があった２８８件について、自治体が虐待と認定した事例を集計した。通告・届け出件数も過去最多。虐待が疑われる事案の通告義務に関する意識の高まりが背景にあると厚労省はみている。

　虐待と認定した８７件のうち、児童養護施設などの施設で起きた事案が６２件、里親やファミリーホームは１３件、障害児入所施設などは１１件あった。内容でみると、身体的虐待が５５件、心理的虐待が１７件、性的虐待が１３件、ネグレクトが２件だった。

　被害者１５５人（男子９２人、女子６３人）のうち、小学生（５７人）、中学生（５４人）が多く、高校生（２３人）、就学前（１８人）と続いた。虐待をした施設職員ら１０５人のうち、実務経験５年未満が５０人と半数近くを占めた。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11679326.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11679326
・（ニュースＱ３）「体罰は指導」その意識を変えるプログラム（3月31日）
　２０１３年度中に体罰をしたとして処分された公立小中高校の教員は全国で過去最高の３９５３人。「体罰はダメ」というかけ声だけでは防げないと、専門家による矯正プログラムができた。どんな内容なのか。

　■専門家協力、東京都が作成

　東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/教育庁.html" \o "教育庁のトピックスを開く" 教育庁がつくった「指導方法・意識改善プログラム」。「体罰は指導の手段」という誤った考えを持つ教員に対しての再発防止研修のひとつだ。精神科医で、ＤＶ加害者更生プログラムなどを手がける筑波大学准教授の森田展彰さんらと共同開発した。

　プログラムは全６回。体罰をして懲戒処分を受けた教師たちを対象に、昨年９～１１月に試行的に実施。小中高、特別支援学校で教える２０代～５０代の教員１５人が参加した。

　■教員に不安「なめられる」

　講師を務めた森田さんによると、まず体罰とは何か、体罰が子どもにどんな影響を与えるかについて話し合うことから始めた。

　さらに、参加者自身が自分のことを振り返る作業が重要になる。体罰をしたとき、しないときの功罪をそれぞれあげてもらった。

　すると教員たちには、体罰をやめると「生徒がやりたい放題」「イライラが止まらない」「生徒が変わる保証はない」「なめられる」などの不安があることがわかった。

　森田さんは「利点を感じているから体罰をする。体罰を使わないときの不安な面をどうすればいいか、暴力なしの指導法を提供する必要がある」と話す。

　子どもとよい関係を築くにはどうすればいいのか。研修では、やった方がいいことと、避けるべきことが紹介された。

　やるべきことは、（１）子どもが語った言葉を繰り返す（２）行動を言葉で表す（３）具体的にほめる。一方、避けるべきことは、（１）すぐ質問する（２）命令する（３）禁止する。参加者は生徒役と教員役になって練習した。

　身に染みついたことを変えるのは容易ではない。だが研修を受けて、これまで自分が避けるべき行動を主にとってきたことに気づき、実際に学校で生徒をほめるなどの行動をとったところ、その効果を実感できた人が多かったという。

　担当した都教育庁体育健康教育担当課長の白井克昌さんは「体罰を繰り返す教師は、生徒を抑えるためにその方法しか知らない人が多い。力にものをいわせる指導ではない方法があることを教えるこのプログラムはかなり有効」とみる。都教育庁は来年度から本格的に実施する予定だ。

　■養成課程で学ぶこと必要

　だが、体罰教員の矯正より、体罰しない教員の養成が先決なのではないか。

　子どもへの暴力の問題などに取り組む「子どもすこやかサポートネット」代表理事の田沢茂之さんによると、世界では学校に限らずあらゆる体罰を法律で禁止している国が４６カ国あるという。「日本では、社会で暴力や体罰に対する共通の認識がもたれていない。その中で、問題を起こした人だけを罰しているのが現状。教員養成課程で体罰や暴力についてきちんと学ぶことが必要だと思う」

　プログラムに参加した教員からも「教職についたころや、大学の養成課程などもっと早い時期にこの内容を教えてもらいたかった」との声があがっているという。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11679278.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11679278
＊毎日新聞
・社説:遼太さんの死　大人たちが問われる（3月1日）
　川崎市の中学１年生、上村遼太（うえむら・りょうた）さんが無残な遺体で発見された事件で、神奈川県警は少年３人を殺人容疑で逮捕、解明を進めている。

　だが、私たちの心をいっそう締めつけるのは、快活だった１３歳の上村さんの変化と苦悩を早くくみ取り、対応に踏み込んでいれば、最悪の事態の前に救い得たのではないかという悔いである。現場を訪れる人たちの思いでもあろう。

　上村さんは島根県・西ノ島で育ち、小学６年生の時、家庭の事情で川崎に転居した。バスケットボールが大好きで、中学の部活動に選んだが、夏休みの途中から姿を見せなくなり、３学期は登校しなくなった。

　学校は担任が度々電話し、家庭訪問もして接触を試みたが、１回電話で話せただけという。

　一方、同級生らによれば、上村さんは、逮捕された少年らのグループに取り込まれ、抜けようとすると暴力を振るわれていた。１月には、目の周りに大きなあざをつけていた。身の危険を感じていた。

　学校や教育委員会には不登校生徒に数えられても、その切迫した実情は把握されることはなかった。情報に大きな落差があった。

　いじめられた中学生が自殺した大津の事件は、２０１３年、いじめ防止対策推進法を生むきっかけになった。同法はいじめの「生命、身体に重大な危険を生じさせるおそれ」を挙げ、学校、家庭、行政を含めた総がかりの対応を求める。

　これで各地、各学校にも条例、方針などが相次いで設けられた。まさに構えは総がかりだ。だが、今回の事件では、大きなあざというＳＯＳ信号さえ、結果的に看過された。

　事件を受けて文部科学省は、全国で７日以上連続して連絡が取れず、生命や身体に危険が生じる恐れのある小中学生らはいないか、緊急調査をする。重要なのは統計よりいち早く手を打つことだ。

　そして、今回の経緯を教訓として明らかにし、広く社会が共有できるようにしたい。

　文科省は「チーム学校」構想を立て、中央教育審議会で論議を進める。教員以外の専門スタッフの割合を高め、担任らが子供と向き合う時間を増やす。これも事件再発防止に通じる一策となり得るだろう。

　だが、一番の決め手は、大人たちが分け隔てなく子供たちを気にかけて見守る、適度な「おせっかい」になることではないか。

　上村さんは、かつて島ぐるみで可愛がられたという。そんな地域の力がカギを握るのではないか。

http://mainichi.jp/opinion/news/20150301k0000m070067000c.html
・救えなかった命:川崎・中１殺害事件／下　大人の助け足りず　電話３４回、結局会えず（3月1日）
　「つるんでいるグループから万引きをしろと言われ、断ったら殴られた。やりたくないけどやらないと殺されるかもしれない。グループを抜けたい」

　川崎市川崎区の多摩川河川敷で、裸の状態で刺殺体で見つかった上村（うえむら）遼太さん（１３）と無料通信アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」で連絡を取っていた別の中学の生徒は１月中旬、そう打ち明けられた。「早く抜けて、バスケ一緒にやろう」と書くと、返信があった。

　「オレもそうしたい」

　やり取りはそれきりになった。上村さんは逮捕されたリーダー格の少年（１８）らからの暴力の渦にいた。

　　　　◇

　３人の少年が逮捕された２月２７日。川崎市の福田紀彦市長は記者会見を開き、「上村君はＳＯＳを友だちには出していたが、大人は受け止められなかった」と認めた。

　非行や不登校など学校だけでは対応が難しく、家庭にも介入する必要がある場合に役割を求められるスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）。学校が川崎区に要請し、派遣されるシステムだが、最後まで要請されることはなかった。市教委の担当者は「家庭との関係がないところにＳＳＷを派遣できない。家庭と十分な連絡が取れず、学校が家庭の状況を把握できていなかったのが現状だった」と明かす。

　上村さんが不登校となった１月８日から接触を試みていた担任教諭が上村さんと話せたのは、友人の生徒から聞いた本人の携帯電話に掛けた２月１６日が最初で最後。市教委は「生徒個人の携帯に掛けてはいけないという原則を守っていた」と釈明するが、家庭訪問は５回にとどまり、会えずじまいだった。

　教育評論家の尾木直樹さん（６８）は「同じ不登校でも非行が疑われる生徒の場合、学校側の対応は、過剰な接触が裏目に出る恐れのある引きこもりと異なり、毎日でも会いに行くべきだった」とみる。

　川崎に隣接する横浜市。西区では２００９年から週１回、区内の全市立中の生徒を対象に、放課後に地域の大学生や教員ＯＢ、退職者らが無料で英語と数学の個別指導を始めている。勉強についていけず、居場所を失う生徒を出さないことが本来の目的だが、大人とのふれあいの場にもなっている。

　夜間に繁華街などで少年らへの声かけを続ける「夜回り先生」として知られる元高校教諭の水谷修さん（５８）は言う。

　「加害者の少年らに対しても言えるが、大人が誰も介入しなかった。地域でも学校でも警察でも誰か一人でも熱心に関わってくれていたら。救えるチャンスは幾らでもあったと思う」（この連載は、水戸健一、神保圭作、斎川瞳が担当しました）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■ことば

　◇少年事件の刑事手続き

　少年法の規定で容疑者が１４歳以上２０歳未満の場合、検察官はいったん家庭裁判所に送致する。今回のように１６歳以上の容疑者が故意に人を死亡させたケースでは、原則として検察官に逆送しなければならない。検察官は証拠十分と判断すれば裁判所に起訴し、証拠が不十分などと結論づければ不起訴処分にする。

　起訴後、裁判所が有罪認定する場合、年齢によって刑が異なる。事件当時１８歳未満であれば、死刑相当の場合は無期刑に減軽しなければならず、無期懲役に該当する場合も懲役１０年以上２０年以下を言い渡せる。１８、１９歳の場合、死刑を適用することはできるが、裁判所は立ち直り（更生）の可能性を考慮し、成人よりも慎重な姿勢で臨む傾向がある。

http://mainichi.jp/shimen/news/20150301ddm041040082000c.html
・川崎中１殺害:ネットに「容疑者」情報…名誉毀損の可能性（3月2日）
　川崎市川崎区の多摩川河川敷で同区の中学１年、上村（うえむら）遼太さん（１３）が刺殺体で見つかった事件で、発生直後からインターネット上に「犯人」に関する情報が書き込まれた。今回の事件で逮捕されていない複数の人物の実名が名指しされる事態になっており、専門家は「名誉毀損（きそん）に当たる可能性があり、訴訟リスクを負うことになる」と指摘している。

　「犯人情報」「犯人特定」。２月２０日の事件発生後、インターネット上には実名や顔写真、住所などの情報が次々と掲載された。情報が次々とコピーされ拡散が続き、「容疑者」として１０人近い人が実名で名指しされている。「誤った情報の可能性がある」と断っているが、実名を載せた同じような情報の書き込みは複数のサイトに残ったままになっている。

　ツイッターなどのＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）でも拡散は止まらない。本人だけでなく、家族だとする写真も出回り、掲載されている。関係者を語る人物もいたが、真偽が不確かな書き込みが多いのが実情だ。

　ネット上の書き込み問題に詳しい深澤諭史弁護士は、少年事件にもかかわらず「個人の名誉に関わる情報があまりに気軽に書き込まれている」と話す。「この事件と関係の無い人物を犯人と名指しした場合、関係者が訴えれば書き込んだ本人、情報をまとめた人物がプライバシー侵害や名誉毀損に当たる可能性がある。仮に事実であったとしても（加害少年の特定につながる実名などの報道を禁止する）少年法の条項もあり、ネット上だけ実名でいいということにはならない」と説明。さらに「自分が直接書き込まず、コピーやリンクしただけであったとしても名誉毀損に当たるリスクは残る」と指摘する。

　事件に関して真偽不確かな情報が際限なく広がっていくネットの世界。対策はあるのか。深澤弁護士は「ネット上で『殺す』『爆破する』という書き込みが大幅に減ってきた。関係機関が取り締まってきたからだ。表現の自由は大事だが、無制限ではない。犯罪を憎むという感情は正しいと思うが、それでネット上に『さらす』行為を正当化することはできない。リスクがある行為だと繰り返し伝えていく必要がある」と話している。【石戸諭／デジタル報道センター】

http://mainichi.jp/select/news/20150303k0000m040026000c.html
・’１５予算から:福岡市　子どもの貧困対策　非婚のひとり親家庭に寡婦控除をみなし適用（3月2日）
　福岡市は新たな子どもの貧困対策を始める。死別や離婚家庭と同じ境遇でありながら婚姻歴がないため認められなかった税制上の「寡婦（夫）控除」を、非婚のひとり親家庭にみなし適用する。

　対象となるのは▽保育所保育料▽私立幼稚園就園奨励費▽市営住宅家賃▽就学援助▽母子生活支援施設入所者負担金▽高等職業訓練促進給付金。

　例えば保育料は、非婚の母親と３歳児の２人暮らしで年収２００万円の家庭は寡婦控除のみなし適用でこれまでかかっていた年間１９万６８００円が無料になるという。

　また、中卒や高校中退のひとり親の就職率アップにつなげようと、高卒認定試験講座の受講費用の一部を助成する。上限は１５万円。

　生活保護世帯への支援は、国の「子ども・子育て支援新制度」に基づき、保育園児や幼稚園児が使用する文房具代や遠足代など保護者が負担する実費について月２５００円を上限に助成する。【下原知広】

http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20150302ddlk40010201000c.html
・救えなかった命・私はこう見る:川崎・中１殺害　日本こどもの安全教育総合研究所理事長・宮田美恵子さん（3月3日）

　◇大人、あてにされず残念−−宮田美恵子（みやた・みえこ）さん

　大人が子供からあてにされなかったことが残念でならない。傍観者になりすぎていたと感じる。学校も警察も地域も事件が起きる前になぜあと一歩踏み込めなかったのか。それは日ごろから、大人と子供の社会が分離してしまい、交流がなかったからだと思う。世代や組織の枠組みを超えてつながれる地域にするための特効薬はないが、時間をかけ、子供も大人も心にゆとりが生まれるような社会の仕組みを作っていくしかない。

　大人に必要なことは無料通信アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」などで狭いグループで完結してしまいがちな子供側に、「ここに来れば安心だ」という強いメッセージを送り続けること。頼られることを待っていてはいけない。

　人間の成長を受け止めるのは家庭だけではない。大切な子供は地域全体で育てるという意識を忘れてはならない。上村さんの無邪気な笑顔と事件の残虐性の悲しいギャップに、改めて私たちは気付かされたのではないか。【聞き手・山田奈緒】

　　　　　◇

　島からやってきた１３歳の少年は、川崎で無念の死を遂げた。犠牲者を出さないためにできることは何か。専門家らに聞く。（このシリーズは随時掲載します）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■人物略歴

　専門は青少年非行論・安全教育。日本女子大学客員准教授を経て０６年に同研究所を設立。地域の見守り力向上のための活動を続ける。

http://mainichi.jp/shimen/news/20150303ddm041040108000c.html
・川崎・中１殺害:ＬＩＮＥ、大人の死角　上村さん、ＳＯＳ届かず（3月3日）
川崎市川崎区の多摩川河川敷で同区の中学１年、上村（うえむら）遼太さん（１３）が刺殺体で見つかった事件。殺人容疑で逮捕された３人のうちリーダー格の少年（１８）とのトラブルや友人への相談など、あらゆる場面に登場するのがスマートフォンの無料通信アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」だ。電子メールに代わり、中高生らの重要な伝達手段となっているラインは登録された友人しか閲覧することができない。保護者ら周囲の大人たちは、そのやりとりに込められた子どもたちの感情をどうくみ取ればいいのか。【斎川瞳】

　◇識者、相談される環境作って

　昨年夏のことだ。同級生らは上村さんの異変をライン上から感じ取った。アカウントを何度も変更し、連絡が取りにくくなった。特定のメンバーと同時にメッセージをやりとりできる機能の「グループ」では、同級生への書き込みが消えた。「交友関係が変わったのかな」と不思議に感じたという。

　不登校となった１月８日以降、上村さんと友人のやりとりはラインが中心に。上村さんはライン上にリーダー格の少年を含まないグループを作り、少年に内緒で他のメンバーとやりとりをしていたといい、怒りを買ったとされる。「先輩に殴られた」「仲間から抜けたい」。親しい友人には打ち明けていたが、ＳＯＳはラインの中にとどまった。

　　　　◇

　「ラインをやり始めて友達が信じられなくなった」。東京都内の私立中３年の男子生徒（１４）のラインには塾や学校の友達など約３０のグループが存在する。中２の冬、友人の一人とけんかをしたら、翌日にはグループから自分だけ消されていた。また、日ごろ仲の良い５人組の中で４人だけのグループがあることを知った時もショックだった。

　ラインでメッセージを確認すると、相手には「既読」と通知される。既読後に返信をしないと「既読無視」「既読スルー」をしたと言われ、けんかやいじめにつながる。川崎市の市立中３年の男子生徒（１４）は「昔は夜中でも必死で返信していたけど、今はあえて朝までメッセージを見ない『未読無視』をしている」という。

　こうしたラインを取り巻く世界に、大人の目は届いていない。中２の娘を持つ母親（４４）は「夕食時もいつもスマホでラインをしている。注意しても『返信しないとやばいから』と言ってスマホを離さない」。どんなやりとりをしているのかは知らない。

　昨年３月。大阪市旭区は高校生が約２００人の大人に向けてラインの使い方などを教える「ＬＩＮＥ白熱教室」を開催した。グループ機能やスタンプなどの基礎知識のほか、ラインにまつわるトラブルなども紹介。今年は中学生も交えた教室を予定している。区の担当者は「一番詳しいのは子どもたち。大人が一方的に使用を制限するのではなく、子ども自身に紹介してもらい、使い方を考えてもらうことが重要だ」と話す。

　子どものスマホ利用に詳しい千葉大の藤川大祐教授（教育方法学）は「ラインが中高生らのインフラになっている一方で、大人が追いついていないのは確かだ。ただ、思春期の子どもは元々、問題を抱えても大人には相談したがらない。大事なのは大人がラインの世界でのことを相談してもらえる環境を日ごろから整えることだ」と指摘する。

http://mainichi.jp/shimen/news/20150303dde041040014000c.html
・救えなかった命・私はこう見る:川崎・中１殺害　精神科医・片田珠美さん（3月4日）
　◇弱い立場へ不満向ける　片田珠美（かただ・たまみ）さん

　攻撃の連鎖で起きた事件という印象だ。報道によれば、事件を主導したとみられるリーダー格の１８歳の少年は中学時代にいじめられた経験があるとされるが、自分がされたことをより弱い立場の者にすることで恐怖や屈辱感を乗り越えようとしたのではないか。自身の不満や怒りを弱い立場へ向ける「置き換え」というメカニズムの表れでもある。

　集団心理による残忍さも今回の特徴だ。人は集団の中では罪悪感が薄れて歯止めが利きにくい。「自分もやられる」という恐怖感もあり、殺人の場合、恐怖があるとより過激になる傾向がある。１８歳の少年は別のグループから抗議を受けたりもして、内心怖かったのではないだろうか。

　悲しみを繰り返さないためには足りなかった点を改める必要がある。教師は努力したとは思うが、親や本人に連絡が取れないなら警察や児童相談所へ通報することを考えればいい。親だけで対処が難しいケースを想定し、近所の人たちが声をかけられるコミュニティー作りや通報しやすいシステムも欲しい。高校中退者や長期不登校者ら学校から排除された子供の挫折感を考えれば、現在よりきめ細かいフォローが必要だといえる。【聞き手・藤沢美由紀】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■人物略歴

　大阪大医学部卒。京都大大学院博士課程修了。パリ第８大学に留学。著書に「他人を攻撃せずにはいられない人」など。

http://mainichi.jp/shimen/news/20150304ddm041040156000c.html
・しらかば帳:排除をやめよう　／長野（3月4日）
　「排除をやめ地域の仲間として受容しよう」。岐阜県羽島市で電気工事店を営む５９歳の男性が、名古屋市内で講演するのを聞いた。

　男性はＮＰＯ法人「岐阜羽島ボランティア協会」理事長も務める川合宗次さん。子どもを中心にした地域活動に３０年以上取り組み、今や年間事業費３億円以上、会員数約７００人のＮＰＯを率いる。

　身体障害者のデイサービスから、少年院を退院したが帰る場所がない未成年や被虐待児などを受け入れる自立援助ホーム、グループホーム、一時保護シェルターまで、活動の幅を広げ続ける。川合さんは「地域では反対運動などいろいろあった。だが触法少年の背後にも広義の障害がある。そうした障害とともに生きる未成年を、自分たちと異なるからと排除してはならない。彼らが地域で自然に生きていけるよう、挑戦を続けたい」と話した。

　世界中で不寛容と排斥が勢いを増すなか、今一度、深くかみしめるべき言葉だと感じた。【長野・高橋龍介】

http://mainichi.jp/area/nagano/news/20150304ddlk20070145000c.html
・川崎中１殺害:ひとり親　支え不可欠…上村さん母の苦悩（3月5日）
　◇仕事に追われ　子どもの異変、把握できず

　「学校に行くより前に出勤しなければならず、遅い時間に帰宅するので、日中、何をしているのか十分に把握することができませんでした」。川崎市川崎区の河川敷で同区の中学１年、上村（うえむら）遼太さん（１３）が刺殺体で見つかった事件。女手一つで上村さんを育ててきた母親が２日に発表したコメントからは、仕事に追われ、子供との時間を持つ余裕のないひとり親家庭の苦悩が浮かぶ。【斎川瞳】

　「毎朝、子供を保育園に送り、夕方には小さい下の子２人の手を引いてスーパーで買い物をしていた」。上村さんの自宅アパート近くの住民は、介護関係の仕事と育児に奔走する母親の姿を度々見かけた。

　上村さんは５人きょうだいの２番目。島根県・隠岐（おき）諸島にある西ノ島（西ノ島町）の小学３年進級時に両親が離婚。以降は母親ときょうだいと一緒に暮らし、小６の夏に川崎の母親の実家近くに越してきていた。

　「仕事が忙しかった私に代わって、進んで下の兄弟たちの面倒を見てくれました」。コメントからは母親を気遣う上村さんの優しさがうかがえるが、「学校に行かない理由を十分な時間をとって話し合うことができませんでした」との文面には、後悔がにじむ。

　厚生労働省の調査（２０１２年）によると、経済的に普通の暮らしが困難な人の割合を示す「相対的貧困率」は１６・１％。ひとり親家庭に限ると、その割合は５４．６％にまで上昇する。ひとり親世帯を対象に行った別の調査（１１年）では、母子家庭の母親の帰宅は午後６〜８時が３９．８％と最多で、８時以降も１１％。子供の非行や交友関係に悩みを持つ割合は、上村さんと同世代の１０〜１４歳の子供を持つ母親の場合は５．６％で、全体（３．６％）に比べて高かった。

　「周囲の助けなしには育てられない」。東京都練馬区で中１、小４、１歳のきょうだいをひとりで育てる母親（３５）も、朝９時から夕方６時まで働き詰めだ。買い物をして夕飯を作り、下の子を寝かしつけると夜９時を回る。長男は中学生になり、交友関係も広がった。会話を持つようにしているが、「何を考えているか分からなくなるときもある」。

支えになるのは「ママ友」だ。「あそこで見かけたよ」「学校でこんなことがあったらしいよ」。把握しきれない学校での出来事や子供の異変をメールなどで教えてくれる。「理想は『地域で育てる』でも、知らない子や親に声をかけるのは難しい。家庭環境を分かり合えているママ友の存在は大きい」という。
　千葉県市川市で中３と小６の娘と暮らす看護師の母親（３９）は週２回は夜勤で朝まで帰れない。次女が学校で体調を崩し、学校から電話があったが、仕事で２時間以上出られなかった。「子育てを誰かに相談する余裕もない」

　ひとり親家庭でつくるＮＰＯ「しんふぁ支援協会」代表で、高校１年の長男（１５）をひとりで育てる原貴紀さん（４１）は「一律でない、それぞれの家庭に合った支援体制が必要だ」と訴える。「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワーク共同代表の湯沢直美・立教大教授（社会福祉）は「子供のために働けば働くほど子供との時間が奪われる。就労環境の改善や児童手当の拡充など、ひとり親の就労を下支えする福祉が必要だ」と話す。

http://mainichi.jp/select/news/20150305k0000m040133000c.html
・救えなかった命・私はこう見る:川崎・中１殺害　漫画「家栽の人」原作者・毛利甚八さん（3月6日）
　◇全自治体に専門職員を　毛利甚八（もうり・じんぱち）さん

　この事件は加害者を怒るだけでは何も解決しない。被害者も加害者も全員が弱者だ。決してモンスターではない。貧困などの家庭環境を背景に、学業がふるわず、学校では居場所がなく寂しさを抱えてきた子どもたち。不良の先輩たちが格好良く見え、ヤンキーとしてしか生きる道がない。「いらつく」「うぜえ」など幾つかの言葉でしか感情を表すことができず、人に当たることでしか問題の解決方法が分からない。彼らは非常に弱い存在だと理解した上で、最悪の道に進まないよう小さなころから手当てをすることが必要だ。

　具体的には、子どもたちを継続的に観察し、接触を持ち続けていく職員を各自治体に置いてほしい。ボランティアや意識が高い人だけに頼るのは駄目。本来は児童相談所がやるのが良いが、現在は虐待問題で手が回らず、自治体の予算も足りない。国の予算で先生と同じぐらいの待遇で専門の職員を雇い、永続的に対応できるようにしないと問題は繰り返される。

　実際、非行少年の問題は人が死ぬまで誰も真剣にならない。悲劇が起きた時だけニュースになって加害者をたたくのはおかしい。メディアの責任でもある。【聞き手・大平明日香】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■人物略歴

　作家、写真家。長崎県佐世保市出身。家庭裁判所判事を主人公にした漫画「家栽の人」原作者。少年院の篤志面接委員を務める。

http://mainichi.jp/shimen/news/20150306ddm041040149000c.html
・川崎市教委:９日から「ダイヤルＳＯＳ」、中１殺害受けて（3月7日）
　川崎市の中学１年、上村遼太君（１３）殺害事件を受け、市教育委員会は９日から、子どもや保護者らの緊急相談を電話で受け付ける「ダイヤルＳＯＳ」を設置する。市教委が７日までに発表した。

　市教委によると、校長経験者２人が対応。「暴行を受けた子どもを見た」といった地域住民の通報も受け付ける。必要に応じて学校や警察、児童相談所と対応を協議する。

　市教委は「子どもの緊急事態に迅速に対応し、事件の再発防止につなげたい」としている。

　受け付けは平日午前９時半から午後５時まで。電話番号は０４４・２００・３２８８。（共同）

http://mainichi.jp/select/news/20150307k0000e040266000c.html
・川崎中１殺害:学校現場、認知度低く…スクールＳＷ（3月8日）
　川崎市川崎区の多摩川河川敷で同区の中学１年、上村（うえむら）遼太さん（１３）が刺殺体で見つかった事件。上村さんが通っていた中学校は同区に対し、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の派遣を要請しなかった。ＳＳＷは上村さんのような不登校や虐待など学校だけで対処しきれない事案に介入するのが役割だ。制度が機能しなかった背景に何があるのか。

◇「要請待ち」転換の兆し

　「学校が家庭の状況を把握できていなかった」

　市教委の担当者は要請に至らなかった理由をそう説明する。ＳＳＷは市の非常勤職員として市内全７区に各１人が配置され、必要に応じて学校側が派遣を求める。学校は１月８日以降不登校となった上村さんに対し、担任教諭が母親らに計３４回の電話と５回の家庭訪問をしていたが、本人とは会えないまま事件は起きた。

　「もし自分が担任でも、それが限界だったと思う」。千葉県内のある中学の女性教諭はそう語る。生徒が欠席すれば保護者に電話し、出ない場合は授業の合間を縫って何度も連絡をするが、授業や部活動、他の生徒への対応で手いっぱいだという。「生徒を守る前に自分が壊れそうになる」と明かすがＳＳＷの要請を考えたことはない。「自分で何とかしなきゃと思ってしまう」

　福岡県内でＳＳＷとして活動する野中勝治さん（３３）は活用が進まない現状について「役割が学校現場に伝わっていない」と指摘する。心のケアが中心で１９９５年から国が導入したスクールカウンセラー（ＳＣ）に比べ、２００８年から配置が始まったＳＳＷは認知度が低い。外部の人を受け入れたがらない学校特有の体質も手伝い、活動当初は現場で何もできないこともあったという。

　一方で、「学校からの要請待ち」という姿勢の転換を図っている自治体もある。名古屋市は昨年４月、ＳＳＷやＳＣ、警察ＯＢら４人で構成する「子ども応援委員会」を市内１１の中学に設置。全国で初めて常勤のＳＳＷも１１人採用した。きっかけは１３年夏。市内の中２の男子生徒によるいじめ自殺だ。

　ＳＯＳを見落とした背景に教師の多忙さがあったとして、同委メンバーは職員会議にも参加し、生徒らの情報を共有している。学校内を巡回し、家庭に問題を抱えた生徒がいれば訪問し、関係機関と対策を練る。

設置から約１年。不登校の生徒の中には改善の兆しもあるというが、樋口敦・子ども応援室長は「川崎の事件は人ごとではない。深刻な悩みを抱えている生徒がいないか、ＳＯＳを見落とさないようにしなければ」。元中学教諭で、教師向けのワークブックを出版しているＳＳＷの佐々木千里・立命館大非常勤講師は「先生ひとりで解決するのは不可能。学校やＳＳＷが連携し、チームとして取り組むことが重要だ」と話している。【斎川瞳、三木陽介】

◇スクールソーシャルワーカー◇

　学校と家庭の連携が不可欠な問題で両者の間に入って解決を図る。大阪府が２００５年に全国に先駆けて配置し、文部科学省は０８年度から事業化した。有用性が高いとして１５年度は今年度の１４６６人から２８４７人へ倍増させる予定。近年独自予算を組んで導入する自治体も増えている。

http://mainichi.jp/select/news/20150308k0000m040081000c.html
・兵庫県議会事務局:議場で手話「品位反する」、議員を注意　聴覚障害者「差別だ」　「言語」普及、求めておきながら（3月10日）
　２月２６日の兵庫県議会本会議で、一般質問の際に手話で自己紹介した県議に対し、議会事務局が口頭で注意していたことが分かった。傍聴していた聴覚障害者へのあいさつに当たるとして、議場での傍聴者への謝辞などを「議会の品位に反する」行為として慎む申し合わせに反すると判断した。手話の普及が進む中、兵庫県聴覚障害者協会は「手話は言語の一つ。聴覚障害者への差別とも言え、看過できない」として、県議会に近く説明を求める。【宮嶋梓帆】

　無所属の丸尾牧県議（５０）が県立病院への手話通訳者配置などを尋ねた質問の冒頭、手話で名前を名乗った。今月２日の議会運営委員会で一部の委員から「質問と関係なく冗長な行為」との声が上がったことを受けて、議会事務局が丸尾県議に口頭で注意した。

　議会事務局議事課によると、兵庫県議会は議場での手話使用に明確な規則を設けていない。ただ、各会派の申し合わせで、傍聴者に謝辞を述べたり、手を振ったりすることを慎んでいる。

　この日は傍聴席にいる聴覚障害者に対応できるよう、議会事務局が丸尾県議の依頼で手話通訳者を配置。議事課は「あえて手話で自己紹介する必要はなかった。手話を否定するものではなく、ルールを守ってほしいという趣旨だ」と説明する。

　丸尾県議は「一般質問はインターネットでも動画配信され、手話を身近に感じてもらうきっかけになると考えた」と話している。丸尾県議は昨年１０月の県議会本会議でも同様に手話で自己紹介し、議会事務局側から注意を受けていた。

　全日本ろうあ連盟によると、手話利用の普及を義務付ける「手話言語法」の制定を国に求める意見書を全都道府県が採択しており、兵庫県議会も昨年１０月に採択した。鳥取、神奈川両県議会は手話の普及促進を目指す条例を制定している。

http://mainichi.jp/area/news/20150310ddf041010019000c.html
・前へ・東日本大震災４年:／上　学習支援、ニーズに合わせ（3月10日）
　東日本大震災から明日、４年を迎える。本格的復興にはほど遠い、地域や被災者もいまだ多い。それでも、この４年で変化の兆しや希望の芽も見えてきた。変化に合わせて一歩前へ踏み出そうとしている人たちの営みから、被災地の今をみた。

　●対象を低所得者に

　午後７時。仙台市若林区にあるＪＲ東日本の社宅を開放した仮設団地の中で、ＮＰＯ法人「アスイク」が主催する学習支援教室が始まった。小中学生６人が、日直のかけ声で「よろしくお願いします」とあいさつ。ボランティアの大学生らとマンツーマンでそれぞれの課題に取り組み始めた。

　リーダー役のボランティア、佐藤健人さん（２１）＝宮城教育大３年＝は高校２年の時、仙台市内の自宅で被災。被害はなかったものの、周りの友人たちがボランティアをしていたのに、自分はその機会がなく、もやもやした気持ちが残った。

　大学進学後、アスイクの活動を知り、学習支援に加わった。「教室」には不登校の子らもいて、できる限り一人一人の状況に合わせてサポートしてきた。将来は小学校教員を目指している。「子どもたちと親しくなり、信頼をしてもらえた。学校とＮＰＯでは支援方法が違うが、連携できるようにしたい」と夢を語る。

　アスイクの仮設住宅での学習支援は、ピーク時には６カ所で活動していた。しかし、被災児童の退去で徐々に縮小。来年度も活動を続けるのは、保護者から要望があった、この仮設団地内だけだ。

　代表の大橋雄介さん（３４）は「震災前から苦しい生活をしていた人は、大きなダメージを受け今も厳しい状態にある。学校の勉強についていけず、塾代も高くて出せない家庭の子どもたちをサポートしたい」と話し、被災者支援から低所得者支援にスライドして、活動を継続させていくという。震災をきっかけとした取り組みが、元々あった問題の解決につながって、次のステージに進もうとしている。

　●自然に笑うように

　津波で大きな被害を受けた岩手県山田町。地元中高生らの学びと交流の場「山田町ゾンタハウス」は、波をかぶったものの、焼失をまぬがれたビルを改装して開設された。

　「ａｍｏｎｇってどういう意味だっけ」「何々の間で」「もう、今考えていたのに」。平日の夕方、２階の自習室をのぞくと、期末試験を控えた山田中の生徒１０人ほどが熱心に勉強していた。参考書を開いたり、友達と問題を出し合ったり。

　３年の新倉月菜（るな）さん（１５）は「家だとやる気が起きないので、入試まで、ここで勉強したい」と意欲的だ。

　「テストがんばれ」「忘れ物しないでね」。運営責任者の佐藤恵理子さん（５１）は帰宅する子供たちに声を掛けていく。開設して間もないころから子供たちを見守ってきたスタッフの鈴木聖一さん（６８）は「始まったころはみんなしっかりしなければならないと緊張しっぱなしだった。でも、最近は年ごろらしく、自然に笑うようになった」と振り返る。

　震災後しばらくは、避難所や仮設暮らしなど、厳しい環境の変化で、勉強どころではなかった。中でも受験を控えた中学生は落ちついて勉強できる環境を必要としていた。

　そんな子供たちを放課後、明るい笑顔で迎える場所を作りたい。被災地支援をしていたＮＰＯ法人こども福祉研究所（東京）は、その思いを、国際ＮＧＯの日本支部「国際ゾンタ２６地区」から資金提供を受けて、２０１１年９月に開所した。運営は地域住民が担っている。

　ハウスではおやつを提供する。「ちょっと食べるだけで意欲的になる」と佐藤さん。家では親に反発する生徒も、ふらりとここにやって来て、友人と一緒におやつを食べ、自主的に勉強を始める。１階のストーブの前には、いつも鈴木さんが座っており、家庭や友人関係などの悩みを打ち明ける子もいる。

　●来年３月に終了

　ゾンタハウスの利用登録者は３００人に上る。しかし、来年３月に終了する予定だ。「震災から４年たち、一番支援が必要だった当時の中学生もみな卒業した」。一定の役割を終え、参加者も減少傾向にあるための閉鎖、と佐藤さんは説明する。来春には町内に、図書館機能を備えた「山田町子ども交流センター」も完成。子どもたちの新しい居場所ができる。

　ただ、ハウスに慣れ親しんだ子どもたちに、今後どう対応するかは課題として残る。震災で友人を失ったという新倉さんは「時間がたって震災の記憶は薄れていくけど、（３月１１日が）近づくと、ぞわっとする」と打ち明ける。「終了後、また利用したいと申し出があったらどうするかは、考えていきたい」と佐藤さんは言う。

　こども福祉研究所理事長の森田明美東洋大教授は「震災から４年たち、これまで震災のことをうまく話せなかった子どもたちが、発言する力を持ち始めた」と変化を指摘する。その子どもたちの率直な声を行政や大人に届けようと、他のＮＰＯ法人などと協力して聞き取り調査を始めている。

　多くのＮＰＯの協力で行われてきた被災児童の支援活動。子どもたちの置かれている状況が変わり、支援のあり方も次の段階に進めることが求められている。【柴沼均】

http://mainichi.jp/shimen/news/20150310ddm013040007000c.html
・非行情報共有:川崎市教委、警察と情報共有に壁　子どもの権利条例、抵触の恐れ（３月１４日）
　川崎市川崎区で区内の中学１年、上村（うえむら）遼太さん（１３）が殺害された事件を受け、文部科学省が都道府県と政令市の全６７教育委員会を対象に実施した調査で、警察との協定締結数は約８割に上り、非行や犯罪に関わった児童生徒の名前などの情報共有が進んでいる実態が明らかになった。一方で個人情報保護の原則などが壁となり、共有をためらうケースもあり、対応を巡る自治体の温度差も浮かんだ。

　協定が未締結だった川崎市。市教委の担当者は「連携が取れていなかったわけではない」と説明する。同市では１９５４年、市内のエリアごとに学校や教委が地元警察署と定期的に情報交換する「学校警察連絡協議会」（学警連）を神奈川県内で初めて設置。以来、他校の教員や警察と情報交換を重ね、「長きにわたる信頼関係も構築できている」という。

　ただ、学警連の場では基本的に匿名性が重視され、子どもの実名や家族構成、具体的な非行状況などの情報は共有されない。「実名でのやりとりができれば対応もより素早くなる」として、同市も締結に向けて検討を始めてはいた。

　しかし、市が２００１年、全国に先駆けて施行した「子どもの権利条例」は、子どもの情報を不当に収集、利用、保管することを禁じている。個人情報保護条例に抵触する可能性もあるといい、市教委は「整合性をクリアしなければ締結は困難で慎重に研究していきたい」としている。同様に未締結の大阪市教委の担当者も「重要性は感じているが、個人情報保護条例との兼ね合いが難しい」と明かす。

　これに対し０３年に協定を結んださいたま市教委は「実名でやりとりをすることで、学校では把握しきれない他校の生徒や卒業生とのつながりも把握できるようになった」。０２年に宮城県教委とともに全国で初めて協定締結に踏み切った仙台市教委の担当者もメリットを強調した上で「協定はあくまで制度。機能させていくには、同じ目線で問題に取り組むなど日ごろから信頼関係を築くことが重要だ」と指摘する。【斎川瞳】

http://mainichi.jp/shimen/news/20150314ddm041040122000c.html
・ことば:学校警察連絡協議会（３月１４日）

◇学校警察連絡協議会

　学校と警察の緊密な連携で児童生徒の健全育成を図ることを目的に、１９６３年に設置された。各警察署管内の小中高校の校長、生徒指導担当教諭、警察職員などで構成される。２０１４年４月現在、全国で２６６５協議会が設けられている。

http://mainichi.jp/area/news/20150314ddn003040046000c.html
・文科省調査:７日以上接触不能／非行集団関わり、「被害恐れ」子ども４００人　川崎事件受け（３月１４日）
　川崎市の中学１年、上村遼太さん（１３）の殺害事件を受けて文部科学省は１３日、「生命・身体に被害の恐れがある児童生徒」が全国で４００人いるとする緊急調査結果を公表した。このうち学校が７日以上接触できないのは２３２人。保護者や本人に会うことを拒否されているケースも目立つ。自治体では、福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）などと連携しながら、対応策を探る動きが広まりつつある。

　文科省の調査は小中高校などを対象に（１）学校が７日以上連続で連絡を取れない（２）非行グループなど学校外の集団と関わっている−−児童生徒で、生命・身体に被害の恐れが見込まれる人数を調べた。（１）２３２人（２）１６８人だった。都道府県別で最多は大阪府で（１）（２）合わせ６５人。うち４１人を占めた大阪市の市教委担当者は「切迫した危険が認められなくても厳密に事例を拾った」と説明。大半が「引きこもり」という。【大久保昂、平塚雄太】

http://mainichi.jp/area/hokkaido/news/20150314ddr041040003000c.html
・文科省調査:「被害の恐れ」子ども４００人　接触拒む家庭目立つ（３月１４日）
　文部科学省は１３日、「生命・身体に被害の恐れがある児童生徒」が全国で４００人いるとする緊急調査結果を公表した。このうち学校が７日以上接触できないのは２３２人。保護者や本人に会うことを拒否されているケースも目立つ。自治体では、福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）などと連携しながら、対応策を探る動きが広まりつつある。

　文科省の調査は小中高校などを対象に（１）学校が７日以上連続で連絡を取れない（２）非行グループなど学校外の集団と関わっている−−児童生徒で、生命・身体に被害の恐れが見込まれる人数を調べた。その結果（１）２３２人（２）１６８人だった。

　都道府県別で最多は大阪府で（１）（２）合わせ６５人。うち４１人を占めた大阪市の市教委担当者は「切迫した危険が認められなくても厳密に事例を拾った」と説明。大半が「引きこもり」で、保護者と会えても本人と接触できなかった事例も含めたという。大阪府教委は「教員が会えなくてもＳＳＷなら接触できることもある。福祉部門と連携し、安全確認に努めたい」としている。

　２番目に多かった静岡県でも６０人中３４人が（１）のケースだが、連絡が取れないのが７日未満でも保護者の協力が得られない場合は計上したという。同県ではスクールカウンセラーを活用し、欠席が数日続けば家庭訪問して安全確認に努めている。非行や不登校の問題に詳しい淀屋橋心理療法センター（大阪府）の医師、福田俊一所長（６５）は「仲間でたむろしたり、非行から不登校になったりする子の多くは寂しがりやで敏感。しゃくし定規な対応では心を解きほぐせない。学校も家庭も地域も決して諦めず、粘り強く接していくことが大切だ」と指摘している。【大久保昂、平塚雄太、斎川瞳】

http://mainichi.jp/shimen/news/20150314ddm041040129000c.html
・メディア時評:バッシング広げない配慮を＝東京大教授（教育社会学）・本田由紀（3月14日）
　川崎市で２月２０日に中学１年生の他殺体が見つかった事件に関して、２７日には容疑者３人が逮捕され、その後も事件の詳しい経緯や背景などについて報道が相次いでいる。

　３月２日には被害者の母親が弁護士を通じてコメントを出し、３日の毎日新聞では１面に掲載した。同日同紙の社会面では、事件の約１週間前、逮捕された１８歳の少年から被害者への暴行に関してトラブルがあった際に、警官が１８歳の少年のスマートフォンから被害者に電話をして事情を聴き、被害者の名前すら確認しなかったことの妥当性を問う記事が掲載されている。

　また、５日の同紙社会面では、被害者の家庭が母子家庭であったことに関し、「ひとり親　支え不可欠」と題する記事の中で、母子家庭が抱える悩みや貧困などを取り上げている。その中にある、湯沢直美・立教大教授の「子供のために働けば働くほど子供との時間が奪われる。就労環境の改善や児童手当の拡充など、ひとり親の就労を下支えする福祉が必要だ」というコメントは、日本の母子家庭が社会的な支援が欠如した厳しい状況に直面していることを端的に言い表している。

　このように、毎日新聞はこのいたましい事件が起きてしまった背景に対して、よく目配りをしているように見える。

　そうであればこそ、不可解なのは、事件発生から日も浅い２月２４日の社会面に掲載された「『家庭訪問５回　会えず』市教委説明」という記事で、不登校状態だった被害者に関する担任からの度重なる電話に対して、母親の返答に問題があったような印象を与える書き方がされていることである。ネット上ではこの記事を引用して母親を非難するような書き込みが多数なされているサイトもある。過度に炎上しがちな現在のこの社会に、なぜこのような不用意な記事を投げ込んだのか。

　さらに３月２日の社会面にも１８歳の少年に関して「弱い者いじめ再三」という見出しで、非常に批判的ニュアンスの強い記事がある。

　加害者・被害者ともに複雑な家庭背景をもつこの事件であればこそ、人々は好奇の目を向け、たやすく道義的非難を吐き出すだろう。善悪を決めつけ、誰かに責任を押し付け、バッシングの炎に油を注ぐような記事ではなく、構造的な要因についての読者の認識を深めるような取材と筆致が必要なのではないか。（東京本社発行紙面を基に論評）

http://mainichi.jp/shimen/news/20150314ddm005070017000c.html
・聴覚障害者:災害考えよう　避難所運営ゲームに８０人−−甲府　／山梨（3月17日）
　県内の聴覚障害者や手話通訳者らが１５日、「聴こえない人と災害を考える集い」（同実行委員会主催）を甲府市下今井町の市南公民館で開いた。災害時を想定した「避難所運営ゲーム」（ＨＵＧ）に、健聴者や聴覚障害者ら８０人が参加した。

　「ＨＵＧ」は避難所の見取り図に、避難者の性別や家族構成や持病などの情報が書かれたカードを配置し、運営を模擬体験するもの。この日は、静岡県沖で大地震が発生し、小学校に避難者が集まるという想定。参加者は自治体役員として、幼児やペットのいる家族、病人をどこに通すか、支援物資やテレビの場所などについて、手話通訳者らの助けを借りながら、互いに意見を出し合い相談した。

　集いを企画した中込冬樹実行委員長（７０）は「情報収集能力の劣る聴覚障害者と一般の人が接することで、いざという時に役立つ経験ができた」と喜ぶ。

　山梨市に住む聴覚障害者で４０代の筑後健美さんは、昨年２月の大雪で、１日電車内に閉じ込められた経験から訓練に参加した。「当時は何が起きているのか分からず不安だった。緊急時には筆談などで自分からも情報を求めたい」と話した。【藤渕志保】

http://mainichi.jp/area/yamanashi/news/20150317ddlk19040060000c.html
・川崎中１殺害:子供の逃げ場所　作ってあげること必要（3月17日）
　◇土井隆義（どい・たかよし）・筑波大人文社会系教授

　被害者の上村（うえむら）遼太さんは、小学６年の時に島根県の隠岐（おき）諸島から都会の川崎市に転校した。周囲から愛されるキャラクターだったと伝えられているが、学校で素の自分を見せられなかったとしたら疲れる部分もあったろう。そんな時に出会ったのが、趣味が合い、仲も良かったという、逮捕された１７歳の無職の少年だったのではないか。

　最近の子どもは趣味など一つでも共通点があれば、年齢や学校に関係なく親しくなる傾向がある。上村さんは１７歳の無職少年と出会い、気の許せる居場所を見つけたと感じたのではないか。逮捕された３人のリーダー格とされる１８歳の少年から暴力を受け「グループを抜けたがっていたが抜けられなかった」とも報道されたが、１７歳の無職少年とのつながりを断ち切りたくないと考え、グループを離れられなかったのかもしれない。

　今の子どもたちは地域のつながりの薄さから、さまざまな大人と知り合うことが難しくなった一方で、学校や家庭など狭い世界で過剰な同調圧力を受けながら生きている。例えばボランティア活動を通して出会った高齢者など、親以外の信頼できる大人と出会える場を用意し、子供の逃げ場所を作ってあげることが必要だ。【林奈緒美】

　土井隆義（どい・たかよし）・筑波大人文社会系教授。山口県岩国市の出身で、専門は犯罪社会学。「友だち地獄」「少年犯罪＜減少＞のパラドクス」など著書多数。

http://mainichi.jp/select/news/20150317k0000m040155000c.html
・暴力・暴言:山形五中女子バレー部・外部コーチが　顧問教諭黙認、市教委公表せず　／山形（3月18日）
　山形市立第五中（山口和久校長）女子バレーボール部の５０代の男性外部コーチが部員を平手でたたいたり、空のペットボトルを投げつけるなどの暴力を振るっていたことが同校への取材で分かった。また、部員の容姿をあげつらう暴言も吐いていた。部顧問の５０代の女性教諭は共に練習に立ち会いながら暴力を黙認し、発覚直後に学校から連絡を受けた市教育委員会も事実を公表していなかった。男性コーチは今も指導を続けている。【光田宗義】
　学校によると、暴力や暴言は昨年５月２２日に実施した生徒へのアンケートを機に発覚した。男性コーチに事情を聴いたところ、女子バレーボール部員の顔を平手でたたく▽バレーボールや空のペットボトルを投げつける▽「クソデブ」などの暴言を吐く−−などの事実を認めた。

　男性は約９年前から部のコーチを務めている。学校に対し「子供たちを強くし、勝たせてあげたかった。大変申し訳ない」と話したというが、いつごろから暴力を振るっていたのかは、学校が詳しく聞き取りをしていないため不明という。

　また、練習に立ち会っていた部顧問の女性教諭は暴力を黙認した上、アンケートで体罰を申し出た部員に「これを体罰と言うのか」などと問い詰める発言をしていた。学校は昨年５月、再発防止を徹底する内容のプリントを保護者に配り、男性コーチと女性教諭は６月、部員と保護者に謝罪した。

　山口校長は毎日新聞の取材に「指導力があり、生徒から信頼されていると考えてコーチを続けてもらっている。生徒や保護者に申し訳なく、再発防止に向けて厳しく対応する」と話した。一方、市教委は事実を公表しなかった理由を「外部コーチの体罰だったため」としている。

　男性コーチが教諭でないため市教委の処分が及ばないことから、学校は「もう一度同じことがあればコーチを辞めてもらう」と男性に通告していることを明らかにした。顧問の女性教諭も処分されていない。

　◇公立中高外部コーチ１８４９人　県教委、研修会開くも低出席率

　県内の公立中高には、学校が委嘱した運動部外部コーチが１８４９人（昨年６月１日現在）いる。県教育委員会は昨年１１月と１２月、体罰防止徹底のため外部コーチを対象に研修会を開いたが、参加者は合わせて約３００人ほどだった。県教育委員会スポーツ保健課は「研修会への参加率を高める取り組みが必要だ」と話す。

http://mainichi.jp/area/yamagata/news/20150318ddlk06040125000c.html
・国連防災世界会議:子どもの力、認めて　被災地代表、中３が訴え　「まちづくり参加したい」（3月18日）
　国連防災世界会議の本体会議に１７日、岩手県山田町立豊間根中３年の外舘（そとだて）ひなたさん（１５）ら国内外の若者３人が登壇し意見表明した。東日本大震災被災地の子ども代表としてスピーチした外舘さんは「子どもがまちづくりに参加できる機会やきっかけがほしい」と訴えた。

　復興や防災施策などを決める場への子どもや若者の参画について協議する作業部会で、各国の政府代表やＮＧＯ関係者らが参加した。

　外舘さんは自宅が津波被害を免れたものの、震災直後は一時引きこもりがちになった。だが「復興について考えれば私も震災と向き合えるのでは」と考え、山田町の「子どもまちづくりクラブ」に参加。被災地に人を呼びこむアイデアなどを町に提言してきた。

　この日の会議では「（震災の時）意見を口にできなかった子どもが多かった。『自分たちは役に立たないのかな』と思った。子どもの力を認めてほしい」と若者らが復興などに参加できるよう呼びかけた。

　2007年に500人以上が死亡したペルー地震を経験したデボラ・ゴンサレスさん（１７）も登壇し、貧しい地域での防災教育の必要性などを強調した。スピーチを終えたゴンサレスさんは「大人と子どもの意見交換の結果を災害対策に反映し、命を守っていくべきだと訴えたかった」と話した。外舘さんは「緊張したけど思いを伝えられてよかった。震災の経験を伝えていきたい」と笑顔を見せた。【金森崇之、奥山智己】

http://mainichi.jp/shimen/news/20150318ddm012010060000c.html
・ストーカー・ＤＶ:被害最多　昨年・警察庁把握　社会の関心高まる（3月19日）
　警察庁は１９日、全国の警察が２０１４年に把握したストーカー被害は前年比８％増の２万２８２３件、ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）被害は同１９％増の５万９０７２件で、いずれも法施行（００年と０１年）後で最多となった。社会の関心の高まりと警察の積極介入の姿勢が背景にあるとみられる。

　ストーカー事案の被害者を年代別に分けると、２０代が３６％で最多。続いて、３０代２７％▽４０代１８％▽１０代９％−−など。加害者は３０代２４％▽４０代２１％▽２０代１９％−−の順だった。

　被害者と加害者の関係性については、交際相手や配偶者（元を含む）だったケースが６割を占めた。ほかは「知人友人」１１％▽「勤務先同僚・職場関係」１０％▽「面識なし」と、客と従業員や近隣居住者などの「その他」がそれぞれ６％−−などだった。

　ストーカー事案による摘発（逮捕・書類送検）件数も同３１％増の２４７３件で過去最多に。１３年１０月に東京都三鷹市で女子高生が元交際相手の男に刺殺された事件を教訓に警察庁が早期の摘発を指示していることが影響したとみられる。罪種別（重複あり）ではストーカー規制法違反が６１３件で最多。続いて、脅迫４６５件▽住居侵入３０９件▽傷害２１３件−−の順で、殺人（未遂含む）は１４件。

　また、ストーカー規制法に基づき、被害者が警察に被害防止のための支援を申し出た件数は前年比１３％増の７６４９件。内訳（複数計上）は、１１０番緊急通報登録システムへの登録や住民基本台帳の閲覧制限を自治体に提出する際の支援などが５８０４件で最多だった。同法に基づく対応以外にも、ＧＰＳ（全地球測位システム）機能付き緊急通報装置の貸し出しなどを実施した。

　一方、ＤＶ事案では、被害者と加害者のいずれも３０代が最多で、約３割を占めた。両者の関係性は、「婚姻関係」（解消後も含む）が７７％で最も多かったが、１３年の法改正で新たに適用対象となった「同せい」（同）も１３％に上った。同５９％増の６９９２件が摘発され、罪種別の内訳は、暴行３２０２件など。殺人（未遂含む）は１０２件だった。【長谷川豊】

http://mainichi.jp/shimen/news/20150319dde041040067000c.html
・袖ケ浦の障害者虐待:裁判　暴力が日常化　十分な教育ないままに　／千葉（3月20日）
　県立障害者支援施設「袖ケ浦福祉センター」（袖ケ浦市）の入所者の少年（当時１９歳）の腹部を蹴って死亡させたとして、傷害致死罪に問われた元職員、行方（なめかた）孝美（たかよし）被告（２４）の千葉地裁の裁判員裁判は検察側が懲役８年を求刑して結審し、２３日に判決が言い渡される。公判では、被告を含む複数の職員が入所者たちに暴力をふるっていたことなどを元同僚らが次々に証言。県と運営法人が障害者支援に関する十分な教育を行わないまま、現場の職員に任せきりにしていた実態も浮き彫りになった。【荻野公一】

　◇「セーフティーネット」のはずが

「言えないからやった」

　１１日の被告人質問。指示に従わない入所者に暴行した理由を弁護側に尋ねられた行方被告はこう述べた。死亡した少年がいた「養育園第２寮」は重い知的障害や強度行動障害を抱えた入所者が多く、暴行被害を外部に訴えることができないと計算していたという説明だった。

　第２寮の入所者たちは自傷行為や職員にかみつくなどの問題行動がみられ、支援には高い技術が求められた。第２寮のリーダーだった職員は法廷で「県内でも支援が難しい人たちが入所していた。（第２寮は）自宅や地域に戻れない人を預かる『セーフティーネット』だった」と証言。しかし、一部の職員は、問題行動を抑える支援ではなく、殴る蹴るの暴力に頼った。

　被告人質問での行方被告の説明によると、被告は２０１１年、運営法人「県社会福祉事業団」に就職して数カ月たったころ、先輩職員が入所者の首を絞めて失神させる暴行を目撃した。先輩は「抑止だから仕方ない」と言い、暴行の際には「アザを作らないように腹部を狙え」、「仲間（職員）を売らないこと」などと指南したという。「最初は驚いた」という被告も次第に暴力が日常化していった。「自分の中で正当化し、マヒしていた」とうなだれた。

　◇ほとんどが専門知識なく

リーダーの補佐をしていた職員は第２寮の実態について「専門的な知識を持った職員はいなかった。ほとんどの人が（障害の重い人の）正しい支援の仕方を知らなかった」と吐露した。現在も第２寮で勤務する職員は「（入所者の）他害行為でアザができるのはしょっちゅうだったが、対処法について研修はなく、ただ我慢していた」と語った。県の調査で虐待への関与が認定され、解雇された元契約職員も「教育は受けたことがなく見よう見まねだった」。別の元契約職員も上司から一冊の専門書を渡されただけだったという。
　行方被告は職場で虐待防止の研修を受けたことはあったが、自傷・他害行為をする人の支援について教育されたことはなかった。周囲には「暴行なしで支援できれば、そんな楽なことはない」と漏らしていたという。

　一部には、暴力に頼らない支援のため、話しかけ方や投薬などで対処する職員もいたが、個人的な努力にとどまり、職場全体には浸透しなかった。

　◇問われる県の責任

　少年の死亡という事態を受け、県が１４年１月に設置した第三者検証委員会は同年８月の最終報告の中で「（事件を防ぐ）チャンスが少なくとも３回くらいあったが、十分機能しなかった」と、施設と県の「無策」を批判した。

　検証委が「チャンスだった」と位置付けたのは（１）１１年度、入所者が背中にやけどをしたとして保護者が施設と県に抗議した（２）同年度、「虐待がある」と施設に内部告発があった（３）１２年度末、虐待に関する内部告発が県にメールで届いた−−の３回だ。

　行方被告の公判に出廷した養育園の前施設長は、弁護側から（２）の経緯を問われた。前施設長は「（虐待を）名指しされた職員たちから聞き取りをしたが全員が否定したため、県に報告もしなかった」と証言。虐待が止まらなかったため、県への告発に発展したとみられるが、県も内容に具体性がないなどとして十分な調査を行わなかった。そして起きた在任中の死亡事件に、前施設長は「（認識が）甘かったというしかない」と肩を落とした。

　検証委の最終報告書では、０５〜１３年に虐待に関与したと認定されたセンターの各施設の職員は計１５人。その中で唯一、刑事責任を問われた行方被告は結審した１２日、裁判官と裁判員に向かって謝罪した。

　「ご遺族のみなさま、○○さん（少年）、みなさんに申し訳ありません。施設で働かれている職員にも本当にご迷惑を掛けました」

◇少年の母親の意見陳述要旨
　行方被告の公判では、少年の母親も出廷し、意見陳述した。要旨は次の通り。

　（息子が）命を奪われて１年がたちましたが、気持ちの整理が付かず、心の闇と戦っています。

　２３歳の時の初めての子供で、待望の男の子でした。優しくてシャイで、バレンタインでチョコをもらい恥ずかしそうにしていたこともありました。ラジコンやヘリコプターが大好きな子でした。成長は遅かったですが、その分、何かできるようになった喜びは本当に大きかったです。

　小学４年の時、「こんないい施設はなかなか入れない。プロに見てもらえる」と養育園に預けました。何人もの人から暴力を受け、「痛いよ」、「お母さん助けてよ」と言いたかったと思います。誰にも助けてもらえない中で死んでしまいました。気付いてあげられなかったことが本当につらいです。

　どうして息子は死ななければいけなかったのでしょう。２０歳の成人式に出たかった。私たち家族は暴行した人を絶対に許しません。

　◇弁護側は死亡の因果関係疑問視

　起訴状によると、行方被告は２０１３年１１月２４日、センターの養育園第２寮に入所していた少年（当時１９歳）の腹部を数回蹴り、２日後に腹膜炎により死亡させたとされる。公判で被告は、入浴の際に大声を出していた少年の手があごに当たったことに怒り、腹部を数回蹴ったと認めた。しかし、弁護側は２４日には別の職員も少年に暴行したとして、被告の暴行と死亡の因果関係を疑問視。傷害致死罪ではなく暴行罪の適用を主張している。

http://mainichi.jp/area/chiba/news/20150320ddlk12040070000c.html
・現場から:児童虐待　「世代間連鎖」断ち切れ　家庭のような情景づくり　／栃木（3月24日）
　＜とちぎ２０１５＞

　児童虐待の負の連鎖を断ち切る鍵は、家庭のような情景づくり−−。虐待を受けた子どもが大人になって再び自身の子どもを虐待する「世代間連鎖」を防ごうと、児童福祉の分野で近年、家庭的な環境で食事や入浴などの基本的な生活習慣を支援したり、施設の生活単位を少人数に抑える「小規模化」が進められている。一定の効果が表れ始めているという県内の現場を追った。【猪飼健史】

　■幼いうちから手を

　宇都宮市内にある住宅街の民家を利用したとある施設。放課後になると小学１年から中学３年までの子どもたち１７人が数人ずつ日替わりでやって来る。

　「今度のパーティーではどんなことしようか」「ゲームがしたい！」。手作りの親子丼をほおばりながらの会話は自然と和む。子どもたちの世話をするのは市から委託を受けたＮＰＯ法人「青少年の自立を支える会」の職員ら。宿題の面倒も見るほか、入浴の世話もして子どもたちを帰宅させる。

　県が今年度スタートさせた「要支援児童放課後応援事業」の風景だ。日光市が独自に行う先行事例を参考に、宇都宮、小山、那須塩原の３市でモデル事業が行われている。

　同会の星俊彦代表（６１）によると、児童たちの家庭はそれぞれに複雑な事情を抱え、家庭で学ぶべきことを経験できていない場合が多い。そのまま成長して親になると、自分もそれを子どもにしてやれず、肉体的虐待やネグレクト（育児放棄）につながる恐れがある。「親が家庭でしてあげられない数％の部分を補うことで未然防止につなげる」のが県の狙い。星代表も「目の前の一人の子をきちんと育て、その結果虐待の連鎖が止まれば」と期待する。

　実際に生命に関わるような虐待を受けている場合は児童養護施設が引き取るため、この事業の対象にはならない。だが、星代表は「かろうじて保たれている家庭がほとんど」と実感している。

　施設に週２日通うある男子児童（１０）は母子家庭で中学生の兄と３人で暮らすが、母親は働いておらず、生活保護を受給している。母親は料理など最低限の家事はこなすが、子育てには消極的。児童は不登校気味で、風呂に入る習慣も身についていなかった。

http://mainichi.jp/area/tochigi/news/20150324ddlk09040011000c.html
・ハーグ条約:国際結婚の子の返還命令…東京家裁が初判断（3月25日）
　国境を越えて連れ去られた子の扱いを定めたハーグ条約に基づき、東京家裁がトルコに住むトルコ人の父親の申し立てを認め、日本人の母親と一緒に日本に帰国した長男をトルコに戻すよう命じる決定を出したことが関係者への取材で分かった。昨年４月に日本で条約が発効して以降、国際結婚の夫婦の争いで子の返還を命じる決定が出されたのは初めてとみられる。

　父親の代理人の本田正幸弁護士によると、父親は母親とトルコで結婚し、長男が生まれて同国で生活していたが、昨年１２月に母親が長男を連れて日本に帰国した。トルコに残された父親は、代理人弁護士に依頼してハーグ条約に基づいて日本の外務省に子の返還の援助を申請。今年２月初旬、東京家裁に裁判手続きによる子の返還を申し立てた。

　同家裁では、調停や和解も模索されたが、成立せず、今月２０日に同家裁がトルコに子を返還するよう命じる決定を出した。ハーグ条約に基づいて子を元いた国に戻すかどうかを判断する裁判は、国内では東京と大阪の２家裁だけで非公開で行われることになっている。

　大阪家裁では昨年１１月、スリランカに住む日本人の父親が、日本人の母親が日本に連れ帰った娘の返還を求めた裁判で、国内初の返還命令が出された。東京家裁で子の返還を命じる決定が出たのは初めてとみられる。【伊藤一郎】

◇ハーグ条約◇

　正式名称は「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」。一方の親が了解なしに子供を国外に連れ出した場合、もう一方の親の返還要求に基づき、原則として子供を元の国に戻す義務を規定している。

http://mainichi.jp/select/news/20150325k0000e040284000c.html
・君の笑顔が見たい:「子どもの村」の挑戦／４７　揺れる心を支えて／１０　／福岡（3月26日）

　◇どんな母さんでも大丈夫

　「僕の一番のニュースは生まれたことです」

　一昨年の１月、その小学校で行われた２分の１成人式で、養育里親の広末由香さん（５５）の家で暮らす４年生のトモキ君は緊張気味に話し始めた。

　「僕はおうちの事情で赤ちゃんの時は乳児院に、３歳で○○園に行き、そこで生活しました。２年生の時にこの学校に来て、今は里親の広末さんの所で生活しています。小さい頃はミニカーで遊ぶのが好きでした」

　この後、今頑張っていることや学校生活について語った彼は、最後に広末さんにこう語りかけて発表を締めくくった。

　「いつもおいしいご飯を作ってくれてありがとう。これからもよろしくお願いします」

　ちょこんと下げた頭を上げた時、はにかんだようなほっとしたような、何とも言えない笑顔が浮かんでいた。広末さんが涙声で振り返る。

　「みんなの前でこーんなことを、自分から言えるんだあって……、思いましたね。話し終えてにっこりしてる顔を見て、やっぱり私は『おばちゃん』で良かったんだ。彼の生い立ちを隠さずちゃんと整理して伝えてきて良かったなあって……」

　トモキ君が２分の１成人式で自分の生い立ちを話す大きな要因になったと広末さんが考えている出来事が、式の半年ほど前にあった。受診した病院の待合室で、保険証に自分と同じ姓の女性の名が記されていることにトモキ君が気づき、「おばちゃん、これ誰の名前？」と聞いてきたのだ。

　それが彼の実母の名前だと教えた広末さんは、保険証制度について説明し、母親が保険料を負担して働いている会社でもらったものであることを伝え、こう語りかけた。

　「だから、お母さんはトモ君のことをちゃんと覚えてくれてるからね。いつか必ず会ってくれるから、楽しみにしとこうねえ」と。

　名前の読み方を尋ねるトモキ君に「○○子さんだと思うよ」と教えると、ニコッとして「ふーん」と言っていたという。

　「その保険証を預かった時、思ったんです。お母さんは事情があって彼を手放したけど、ちゃんと保険に入れてくださってるんだ。苦しいけど、わが子としてちゃんと認識されてるんだなって。だったら彼の描くお母さん像を崩さず、いつか上手に伝えてあげようと」

　生まれてからこれまでの連続した人生の物語を取り戻し、母親から見捨てられたのではないと納得したことで、トモキ君は自分を肯定できたのだろう。その自信が自分の生い立ちをみんなの前で話す勇気を生んだのだ。
　広末家に来た当初、彼は「お母さんに会いたい」と言いつつ「でも会わん方がいいかも」とも話していた。児童養護施設にいた頃、子どもを迎えに来た親たちを見て、優しい母親ばかりではないと学んでいたからだ。

　「こんなこと言っていました。『すごいお母さんもいっぱいおると。だから会ってがっかりしたら嫌だし』って。それが最近言うんです。『もう、どんなお母さんでも大丈夫』って。『僕は勉強頑張って、ちゃんとお仕事するようになってお母さんに会うから』って。子どもとしてじゃなく、自立した大人になって会うから大丈夫って言い出したんですよ」

　　　　　◇

　トモキ君と同様に、福岡市西区今津の「子どもの村福岡」の子どもたちも実親への複雑で切ない思いを抱きながら暮らしている。だから里親たちは実母の写真をアルバムに整理して渡したり、泊まりがけで「村」を訪れた母親と一晩過ごせたことをうれしそうに話す子に「よかったねえ」と共に喜んであげたりして、子どもたちが自分の人生の物語を受け入れられるように支えていく。その経験は点滴のように子どもの心に染みていき、やがて現在を肯定し、未来を切り開く力になる。【福岡賢正】（文中仮名、事例は子どもたちの人権に配慮して記述しています）

http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20150326ddlk40040499000c2.html
・論点:深刻化する児童虐待
全国の児童相談所（児相）が対応する虐待相談は、年間７万件を超える。現場の対応力の限界を超える件数だと言われる。児童虐待防止法成立から１５年。今、何が求められているのか。【聞き手・野倉恵】

　◇国は抜本改革に乗り出せ　津崎哲郎・花園大特任教授

　児童虐待が年間７万件を超えた。近年は心理的虐待への対応が増加しており、２０１３年度は全体の４割と、従来最多だった身体的虐待を初めて上回った。これは虐待を目撃した被害児のきょうだいも心理的虐待を受けたとみなすよう国が１３年に指針を見直した影響が大きい。警察が同年に児童相談所に通報した虐待でも、子の眼前で親が配偶者に暴力を振るう「面前ＤＶ」のような心理的虐待が６割を占めている。

　通報増加の背景には、社会の認識の高まりもある。そのこと自体は歓迎すべきだが、専門家として児相に配置されている児童福祉司が抱えるケースは１人１００件を超えている。児相は障害児療育や非行など子どもに関するあらゆる問題に対応する機関だが、実際は虐待の初期対応だけで手いっぱいになっている。

　特に心理的虐待でも生命に直接関わる暴力でも、通報を受けた児相に原則４８時間以内の安全確認義務が区別なく課されている点に大きな問題がある。長崎県佐世保市の女子高校生による同級生殺害事件の直前に精神科医から相談を受けながら、十分対応しなかった佐世保児相のような問題はどこでも起こり得る。

　子どもの安全確認に追われていると、緊急性が明白でないケースへの対応は後回しになりがちだ。だが、その中から後日、深刻な事態が生じる場合がある。子どもを連れた再婚家庭や都市部の外国人家庭など、生きづらさを抱えた不安定な家族は少なくない。精神疾患を抱えた親もおり、単純な安全確認とその後の訪問だけでは虐待の芽は把握できない。貧困や地域での孤立といった家庭の特性に応じた支援が不可欠だが、手が回らないのが現状だ。

　児童虐待防止法制定後、鍵をこじ開けて家庭に入れる強制立ち入り調査権（臨検）が付与されるなど、児相の権限は強化されてきた。だが、臨検は手続きが複雑で緊急対応に使いづらく、実施例は６年で７件にとどまる。児童福祉司が十分な仕事をするには本来１０年程度の経験が必要だが、多くは３年前後で異動してしまう。虐待に歯止めがかからない根本要因は、権限に見合う人手や専門性が担保されていない点にある。

　厚生労働省は児相への虐待通報や育児相談を受け付ける専用電話「児童相談所全国共通ダイヤル」を近く３桁化する方針を打ち出している。これによって虐待通報はさらに増える可能性が高い。だが、現在でも児相が２〜３カ所しかない県があり、多くは通報に即応できる態勢にない。厚労省は３桁化に併せて非常勤職員を増やす計画だが、リスク判断や安全確認を任せられるか疑問が残る。警察の協力を得て新たな安全確認の体制を作らなければ、現場は混乱するだけだろう。

　児相は虐待する親から子を引き離す一方で、親も支援するのが本来の業務だ。ただ、現状の体制では、相反する役割を同時に担うのは容易ではない。虐待介入と、カウンセリングなどによる親への支援をそれぞれ分担するよう組織を見直したり、予防相談など業務の一部を経験豊富な民間に委ねたりする選択肢もあり得る。障害児や不登校対応などの仕事を別組織に移管することを考えてもいいはずだ。政府が本気で抜本改革に乗り出さない限り、児相が子どもの総合対応機関であり続けるのは難しい。

　◇司法が介入する仕組みを　岩城正光・名古屋市副市長

　２０年前に弁護士として高校生の性虐待被害を担当した際、児童相談所長による申し立てを通して裁判所に加害者であった父親の親権剥奪を認めさせた。その後、仲間と虐待防止団体を作り、国による虐待死事例の検証にも携わった経験から提言したい。

　第一に、最優先されるべきは常に子どもの生命だ。現在は虐待発見から一時保護や施設入所などのような対応を取るまで、児童相談所が中心になってほぼ全てを決める。児相の判断がなければ事態の変化に対応しにくいが、児相は新たな通報の処理に追われている。子どもを家に戻したり、いったん安全を確認したりすると、その後は異変の兆候に常に目を配るのは難しく、危機に即応する態勢にもない。

　そこで、２４時間出動できる警察に児童虐待への緊急対応を義務付け、子の安全確認や保護をその職務と位置付けるべきだと考える。そのために虐待の通報先を児相と市町村としている児童虐待防止法を改正し、警察も加える必要がある。現在でも警察は配偶者間暴力（ＤＶ）の被害相談先となっており、家族間の危機に介入している。児相が昨年度対応した７万件超の虐待のうち、１１０番など警察経由の通報が最多の約３割を占めている。虐待への即応を求める国民の危機感を反映していると言えるだろう。

　司法が積極的に解決にあたる仕組みを導入していく必要もある。児相職員の多くは、親との長時間のやりとりに疲弊している。子を保護した後は裁判所が親へのカウンセリング受講命令を出すなどして主体的に関わるのが望ましい。親も児相に言われるより受け入れやすいし、親自身の心の傷を癒やすことにもつながる。実現は容易ではないが、まず現実的対策として児相への弁護士配置を提案したい。

　実際に福岡市が児相への弁護士配置をいち早く導入し、名古屋市も近く１人配属する。例えば児相が親の同意なしに子どもを一時保護する際にも、弁護士が法的根拠や状況を整理し、直接説明すれば親の納得も得られやすくなる。裁判所の承認や許可が必要な長期の強制的保護、家庭への強制立ち入りや親権停止申し立てなどの手続きも進めやすい。自治体がこうした弁護士に常にアクセスできるネットワークを作りたい。

　国にも果たすべき役割がある。一つは、虐待リスクのある世帯や子どもの居所などの情報を一元管理する仕組みの構築だ。住民票があっても所在が分からない居所不明児をなくすには転居情報の共有など自治体の枠を超えたシステムが不可欠だ。通報を受けてからの情報収集では遅い。

　だが、現実には一つの自治体内でも部門ごとにシステムが違うため情報共有が難しい。名古屋市は近く、児相、保健所、福祉事務所が健康診断を受診していないような子どもの情報をパソコンで共有するシステムを稼働させるが、教育委員会は加わらないので就学情報は反映できない。先進例でも課題がある以上、国がシステム開発を主導しなければ状況は打開できない。

　現状では、各児相によって危機介入や親支援、他機関との連携力に大きな差がある。例えば現場で中核的役割を担う児童福祉司を国家資格としてはどうか。半年以上の研修を義務付けることで専門性を高める方法も考えられる。自治体間格差の解消に向け、国は責任を果たすべきだ。

　◇まず生きることを大切に　田尻由貴子、熊本県・慈恵病院相談役

　虐待で亡くなる子どもの多くは乳児だ。生まれた日に遺棄されて死亡する子も少なくない。リスクを抱える母親を妊娠中から支えることが、児童虐待の最大の予防になる。慈恵病院が２００７年５月に設置した「こうのとりのゆりかご」（赤ちゃんポスト）には賛否の議論があったが、乳児が遺棄される現実に社会が向き合うきっかけになったと実感している。

　ゆりかごには昨年３月までに１０１人が預けられた。うち１９人の身元は今も分からない。ただ、ゆりかごは「匿名のまま赤ちゃんをただ預け入れる設備」ではなく、２４時間無料の相談体制と一体で運営している。二重の扉があり、「お父さんへ　お母さんへ」と題した手紙を取ると内扉が開き、子を託すことができる。預ける前にできる限り事情や身元を打ち明けてもらい、支援につなげる仕組みを取り入れた。昨年１２月までに７９２４人から電話相談があったが、判明分の８割は県外からだった。同じ人が２〜３回かけてくることもある。

　公的支援の枠組みでは救えない生命もある。「おなかを殴っても赤ちゃんが死んでくれません」「誰にも妊娠を言えません。もうすぐ予定日」。切迫した訴えは深夜や休日に多い。救急車を呼ぶよう伝えても母親が受け入れなければ、九州なら駆けつけたりする。自宅で産み、低体温になった新生児と母親の専門学校生が待つネットカフェに向かい、私たちの病院に運んだこともある。

　九州以外でも全国８カ所の協力病院や、相談窓口のある各地の民間団体と連携を広げ、生命をつないでいる。「破水した」と関東の女性が訴えた時は、埼玉の協力組織につなぎ、現地の病院で出産にこぎつけた。私たちへの相談を経て、自宅出産や遺棄に陥りかねなかった母親が病院で出産し、その赤ちゃんの引き取りを希望した夫婦の実子となる特別養子縁組に結びついたケースは約７年で２０４人になる。

　問題は、「匿名の出産」に社会でどう向き合うかだ。ゆりかごには「産み捨てを助長する」「子どもが出自を知る権利を奪う」という強い批判がある。最終的に身元を明かさない親がいるため、自治体の検証組織からは「匿名性を貫くのは容認できない」と指摘されてきた。

　自分が誰から生まれたかを知ることは、人が生きるうえで極めて大切だ。それでも、生がなければ権利もない。預けることで子を生かそうとする親は現実にいる。出自を巡る子の深い葛藤に大人がどう寄り添えるか。まず生きること、生命がどう育つかということを大切にすべきではないだろうか。血のつながりを超えて子を支える大人の存在が重要だと私は考える。

　自分の考えを押しつけるつもりはない。ただ、現実には親が妊娠も出産も届け出られないため、危機にさらされる生命がある。孤立し、そのままでは危険な出産を医療機関で行うための支援と、それに必要な公的助成をどう考えるか。民間が各地で「ゆりかご」を運営するドイツでは、子の出自を知る権利を巡る議論を経て「内密出産法」が成立した。母親は専門機関に身元を申告したうえ匿名のまま医療機関で出産でき、子は１６歳になると出自を知る権利を得る。日本でも、国がこうした法制度の議論に正面から関わってほしい。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇虐待件数過去最多に

　全国の児童相談所が昨年度対応した児童虐待は前年度比約１１％増の７万３８０２件（確定値）と過去最多を更新した。幼い子に対する虐待が一貫して目立ち、厚生労働省によると、１２年度までの約１０年間に虐待死した５４６人（心中を除く）の子どもの４４％を乳児が占めた。生後２４時間以内に死亡した９４人の６割は自宅のトイレや浴室で生まれ、半数が自宅外に遺棄されていた。母親の７割は妊娠を望んでいなかった。こうした現状を受け、政府は昨年１２月、妊娠相談の窓口充実など妊産婦への支援拡充▽緊急時の安全確認、安全確保の迅速な実施▽児童相談所の体制整備−−などの対策を打ち出している。

http://mainichi.jp/shimen/news/20150327ddm004070019000c.html
・施設の子供:職員らの虐待　届け出288件中87件認定（3月27日）
　厚生労働省は27日、児童養護施設などで暮らす子供への、職員らによる虐待が疑われる届け出件数が2013年度は全国で288件に上り、そのうち87件が虐待と認められたと明らかにした。いずれも厚労省が集計を取り始めた09年度以降最多だった。前年度は届け出が214件で、虐待件数は71件だった。

　厚労省によると、全国の施設などで暮らす子供は約4万8000人で、このうち児童養護施設は約３万人、里親家庭は約4500人。集計の対象は全国47都道府県と、児童相談所がある２２市の計６９都道府県市で、１８歳未満の子供を養育している児童養護施設や、里親家庭などで起きた事例をまとめ、同日あった同省の専門委員会で報告された。

　虐待が最も多かったのは児童養護施設の49件（56.3％）で、里親家庭が13件（14.9％）。虐待の種類は身体的虐待が55件と6割以上を占めた。心理的虐待17件、性的虐待13件、ネグレクト（養育放棄）が２件あった。

　被害を受けた子供は155人（前年度は173人）に上り、小学生が57人と最多。中学生が54人、高校生が23人、就学前児童が18人だった。一方、虐待をした職員や里親は105人で、実務経験年数は５年未満が50人と最も多かった。

　09年度施行の改正児童福祉法は、職員らによる子供への虐待防止と対応を明記。虐待を見つけた場合は、関係者が自治体や児童相談所へ届け出ることが義務づけられ、都道府県が毎年公表している。

　担当者は虐待件数が最も多かったことについて「届け出制度の周知が図られたことが一因と考えられる。虐待防止の対応策を普及していきたい」とした。【金秀蓮】

http://mainichi.jp/select/news/20150328k0000m040165000c.html
・小中高校:加害・被害の恐れ、「警察に実名」３割（3月27日）
　文部科学省は２６日、児童生徒の非行・犯罪を巡る学校と警察の連携状況の調査結果を発表した。全国の国公私立学校（小中高校、中等教育学校、特別支援学校）の９７％が警察署と情報交換などをする組織「学校警察連絡協議会（学警連）」に加入していたが、犯罪の加害者や被害者になる恐れがある児童生徒の情報については「全て匿名」「全て実名」がそれぞれ約３割と対応が分かれた。

　調査は、川崎市の中学１年、上村（うえむら）遼太さん（１３）の殺害事件を受け、全国の市区町村教委などを対象に緊急実施した。警察側と共有する情報内容を複数回答で聞いたところ、「犯罪行為」８９％▽「非行グループに加入」７６％▽「いじめ、虐待を受けている」７５％−−などだったが、児童生徒の名前については「全て匿名」「全て実名」がいずれの事案でも３割前後だった。【三木陽介】

http://mainichi.jp/shimen/news/20150327ddm012100054000c.html
・川崎中１殺害:「不登校に早期対応」文科省が再発防止策（3月31日）
　川崎市の中学１年、上村（うえむら）遼太さん（１３）が殺害された事件を受け、文部科学省は３１日、再発防止策を発表した。不登校の児童生徒に対する対策を始める目安について、従来は「７日間の連続欠席」としていたが、「病気など正当な理由なく３日連続欠席した場合」と改めた。学校と警察の連携強化や福祉の専門家のスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の積極活用も盛り込み、同日付で全国の教育委員会に通知した。

　それによると、３日連続欠席の場合、担任や養護教諭が校長に報告し、児童生徒と直接会って安全確認するよう求めた。学校教育法施行令は「７日連続欠席の場合は学校が教委に通知する」としているが、より早い対応が必要と判断した。

　不登校や問題行動の背景に貧困・虐待問題が関連している事例も少なくないため、福祉の担当部署や児童相談所などとの連携も必要だとした。

　また、川崎市教委も３１日、学校側の対応検証の中間とりまとめを公表し、上村さんが通っていた中学校の不登校の生徒に対する取り組みが不十分だったことを認めた。

　それによると、上村さんが冬休み明けの今年１月から不登校になったことについては「学年会や職員会議で共有されていた」としながらも、「電話や家庭訪問をしたのは担任教諭だけで、学校全体で対応する体制にはなっていなかった」と結論付けた。

　家裁に送致された１８歳の少年が上村さんを暴行したとして、上村さんの知人グループが事件の約１週間前、抗議のために同少年宅に押しかけた際、警察官が出動したトラブルにも言及。「その情報を警察が学校に伝えられる制度が確立されていたら、緊急支援体制を取れていた可能性がある」と指摘した。【三木陽介、鈴木敬子】

　◇文部科学省が示した主な再発防止策

・正当な理由なく３日連続欠席した児童生徒への早期対応

・不登校問題を中心に担当する教員の配置

・スクールソーシャルワーカーの積極活用や配置拡充

・犯罪に関わる恐れがある児童生徒名を学校と警察が共有できる協定締結

・情報モラル教育の充実

http://mainichi.jp/select/news/20150401k0000m040124000c.html
＊産経新聞

【中１殺害　今、少年たちに何が（上）】
・悲痛「お願いだから、リーダーにやられたって言わないで」　暴力で１８歳に支配され…（2月28日）
　川崎市川崎区の中学１年、上村（うえむら）遼太さん（１３）殺害事件から１週間となる２７日、捜査本部が置かれる同区の神奈川県警川崎署。午前８時４５分ごろ、１台のタクシーが到着した。茶髪にピアス、マスク姿でうつむきながら、弁護士の男性とともにタクシーを降り、署に入っていったのが殺人容疑で逮捕された少年グループリーダー格の少年（１８）だった。
　「何も言いたくありません」。少年は供述を拒み、ともに逮捕された１７歳の２少年も「近くにいただけ」「殺した覚えもない」と容疑を否認しているという。

　リーダー格の少年は、不登校の生徒ら１０人前後でグループを構成。「暴力で年下の少年を支配していた」（地元少年）という。

　地元では、中学時代から同級生らに度々暴力を振るうなど、素行の悪さで有名だった。知人らによると、酒を飲んでいる姿も目撃されており、「酔うと暴力がエスカレートし、何をするか分からないやつ」と知人らは口をそろえる。

　棒やエアガンを常に持ち歩いていたといい、「集団の中に入り込んで、突然振り回すこともあった」（知人）。地元では、関わりを避ける生徒らが多かった。

「行くなと脅されている。学校に行きたい」
　上村さんもリーダー格の少年から度重なる暴力を受けていたとみられる。

　上村さんは１月ごろ、左目に殴られたようなあざをつけ、顔を腫らしていたことがあった。

　知人男性が上村さんに理由を聞くと「階段から転んだ」と説明。不審に思い、問い詰めると真相を打ち明け「本当にお願いだから、○○君（リーダー格の少年）にやられたって言わないでね」と話した。この話を聞いた知人女性（１８）は「怖さとかばう気持ちがあったのだろう。最後まで人を信じる子だから」と振り返る。

　暴力は事件直前にエスカレートしたようだ。上村さんは無料通信アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」で友人に「グループから万引するよう指示された。断ったら殴られた」。そして、こう続けた。「グループから抜けると言ったら暴力も激しくなった。もう限界だ。殺されるかもしれない」

　当初、上村さんは少年ら年上グループを遊び仲間と思っていたようだ。しかし、実態は違っていた。

　今年に入り、学校に行かなくなった。その理由について「（グループから）行くなと脅されている。学校に行きたい」と友人に話していた。グループからの不登校の「命令」。少年らは部活動や学校など社会との接点も断たせ、自分らに従うことだけを強要したとみられる。

「上村さんはグループの中で弱い立場、いじめられている立場だった」。捜査幹部はグループ内のいじめとみている。しかし、上村さんの友人らはもっと深刻に受け止めている。「まるで奴隷のようだった」
「イスラム国」真似た可能性、指摘も
　平成２６年の刑法犯少年の摘発数は４万８３６１人で１１年連続で減少した。しかし、２６年７月の長崎・佐世保の同級生殺害や２５年６月の広島・呉の高等専修学校生殺害など質の悪さが目立つ。それらと比較しても今回の事件は、年少者を対象にした上、殺害方法の残忍さや証拠隠滅を図った可能性の点で悪質さは際立つ。

　上村さんは首を複数カ所刺され、全裸で河川敷に放置されていた。結束バンドが付近から発見され、ひざにはあざがあった。上村さんに抵抗の痕はなかった。

　「イスラム国の人質殺害映像をまねてひざまずかせ首を切った可能性もある」と捜査関係者は指摘する。

２０日午前２時ごろの死亡推定時刻の１時間後には近くの公園トイレでぼやがあり、焼けた上村さんの靴底がみつかった。上村さんのスマートフォンを操作し、ＬＩＮＥで生存を装う偽装工作をした可能性もある。
　「もともと純粋な性格に悪い友人関係があたっちゃったんだろうね。早く気づいて抜けさせてあげられたらよかったのに…」。知人女性はため息を漏らした。

◇　　　　　

　離島から転校してきた、あどけなさの残る１３歳の少年はなぜ命を奪われなければならなかったのか。凄惨（せいさん）な事件の真相はどこにあるのか。そして、少年たちの間で今、何が起きているのか。緊急リポートする。

http://www.sankei.com/affairs/news/150228/afr1502280020-n1.html
【中１殺害　今、少年たちに何が（中）】
・出会いはゲーセン、深夜に呼び出し「おもちゃにされていた」（3月1日）
　中学１年の上村（うえむら）遼太さん（１３）が遺体で見つかった川崎市の多摩川河川敷には、寄せ書きをしたバスケットボールが何個も並ぶ。雨で文字が消えないように傘が差されたものもある。「もっと遊んでいたかったよ」。上村さんも同じ気持ちだったに違いない。
　■ムードメーカー
　青く澄んだ海が取り囲む島根県・隠岐諸島の離島、西ノ島町で上村さんは短かった少年期の大半を、友人と自然の中で目いっぱい遊んで過ごした。

　「みんなに好かれるムードメーカーだった。今度はいつ帰ってくるかな、と楽しみだったのに」。町立西ノ島小学校の金築康治（かねつきやすはる）校長（５４）は振り返る。

　上村さんは５歳の頃に西ノ島町に移住。家庭の事情で、小学６年の１学期を終えて川崎市に戻った。島の人気者が、川崎でも人気者になるのに時間はかからなかった。

　「ウエリョー」「カミソン」。いろんな愛称で親しまれた。「カミソンはテンションが高くて誰からも好かれていた」と同級生の男子生徒（１３）。昨夏、夏祭りに行った折に上村さんにサングラスをかけて写真を撮ろうとすると、「恥ずかしいよ」と照れるうぶな一面もあった。

中学に入ると大好きなバスケットボール部に入り、放課後も公園でバスケに興じた。身長の低さも生かした技術で、上級生もとりこにした。水飲み場にいるだけで、上村さんの周りには人だかりができた。
　■無理難題を強要
　やがて、上村さんに変化が生じる。親しくなったバスケ部の中学３年の男子生徒（１５）と昨秋ごろ、ゲームセンターに行くようになる。そして男子生徒の紹介で、バスケとは関係のない別の中学の上級生とも遊ぶようになっていく。

　そのゲームセンターに出入りしていたのがこの上級生の友人で、上村さんを殺害した容疑で逮捕されたリーダー格の少年（１８）だった。

　冬ごろに知り合い、当初こそ仲良くゲームをしたりしていたが、間もなく「万引してこい」「けんかしろ」などと無理難題の命令が始まったという。断る上村さんを殴ったり蹴ったりする日々が続いたともいわれる。上村さんも同行するのを嫌がったのだろう。少年らが深夜、自宅前にまで押しかけて、上村さんを呼び出す姿が頻繁に目撃されるようになる。冬休み明けからは、不登校が始まった。

　同級生の男子生徒（１３）は言う。「上村君は不良になる人じゃない。みんなの人気者だった。不良グループに入ったのでなく、グループのおもちゃにされていたんだ。俺たちの中では、最後まで明るく楽しいやつだった」

１月には、上村さんが青く目をはらした姿が目撃される。上村さんはあざを隠すように白いマスクをしていたという。暴行がエスカレートしたのか。２月には、教諭や友人に「そろそろ学校に行こうかな」と漏らすようになった。
　だが、上村さんは２０日、登校を果たす前に遺体で見つかった。捜査幹部は言う。「どうにかしてあげられなかったかな。かわいそうだよ」

　■大人が気付くしか
　子供が発するＳＯＳへの対処の遅れは、何度も悲劇を招いてきた。東京都江戸川区で平成２２年１月、両親の虐待で男児（７）が死亡した事件でも、学校や家族が異変に気付きながら男児の死を防げなかった。

　そして今回。悲劇はなぜ繰り返されるのか。教育評論家の石井昌浩氏は「子供の世間は狭い。上村さんも、その友人らも、少年らの恐怖に支配されており、大人に訴えることはできなかっただろう。大人の側が気付いてなんとかするしかなかった」と分析する。

　市教委によると、上村さんは昨年の夏休み以降に部活を休むようになり、１月８日からは完全に不登校になった。担任は、５回にわたって家庭訪問し、電話を約３０回かけた。母親はほとんど電話に出なかったという。

石井氏は「親、学校、地元が３本柱。校内のことは校内で済ませるという考えは通用しない。児童相談所や警察の担当者と具体的な形で協議する仕組みが必要だ」と訴える。
　「悩みを抱えた子はまだいる。今後も気付けなければ、遼太の死は無駄になってしまう」。西ノ島小の金築校長の言葉は重い。

http://www.sankei.com/affairs/news/150301/afr1503010004-n1.html
【中１殺害　今、少年たちに何が（下）】
・「ＬＩＮＥ返事遅い」と殴り続け　大人に見えぬＳＮＳ交友、把握困難（3月2日）

　「生意気だ」。１月中旬の未明の住宅街。殺人容疑で逮捕されたリーダー格の少年（１８）は、中学１年の上村遼太さんを正座させ、約１０分間、殴り続けた。その場にいた１０人近くのうち１人が止めて終わったが、上村さんの頬は腫れ上がり、顔立ちが変わるほどだった。目の周りには痛々しいあざが残った。
欠かせないツール
　暴行の理由は、無料通信アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」の返事が遅かったという些細（ささい）なことだった。上村さんはこのころから「グループを抜けたい」と思うようになる。

　事件に関係する少年たちの主な連絡手段は、ＬＩＮＥだった。一方で上村さんがＳＯＳを発していたのもＬＩＮＥだ。殺害される数日前、「殺されるかもしれない」と同級生の女子生徒にメッセージを送っていた。「無料通話もあり、ＬＩＮＥは少年、少女に欠かせないツールとなっている」と捜査幹部。３少年の逮捕の決め手の一つになったのもＬＩＮＥの通信記録だった。

　今回の事件では、短文投稿サイト「ツイッター」の投稿も問題となった。事件発覚の数日後には、《見つけたらすぐ連絡ください》と記載された顔写真付きの投稿が出回った。投稿は根拠もなく「犯人」として複数の人物を名指し。さまざまなサイトに転載され、まるで既成事実であるかのように流れた。

少年事件の“温床”
　最近の少年事件の多くに、ネットのツールが関わっている。

　平成２５年６月に広島県呉市で高等専修学校の女子生徒＝当時（１６）＝が殺害された事件では、ＬＩＮＥ上での口論をきっかけに、無職少女ら７人が元同級生の女子生徒を乗用車に監禁し、現金を強奪して殺害した。２０年１０月には、約３カ月前に同級生から「プロフ」と呼ばれるサイトに悪口を書かれた、さいたま市立中学３年の女子生徒＝同（１４）＝が自殺した。

　警視庁の２６年の調査では、高校生の８２・９％、中学生の約半数がスマートフォンを所有。ツイッターやＬＩＮＥなどソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）は中高生にとって身近なものになっている。

　こうしたツールによる人間関係は、「友達の友達」や、設定によっては全く知らない人物にまで広がる。

　少年問題に詳しい立命館大大学院の野田正人教授は「昔は目の前の子供をしっかりと見ておけば行動範囲や人間関係が認識できたが、ネットの普及で交友関係の把握が難しくなったのは事実」と指摘する。

　大人の知らないところで、子供たちはいつの間にか、ネット上で交友関係を広げているのだ。

心の本質理解重要
　いじめや過度の依存など、少年のネット利用についてはさまざまな切り口で分析され、その都度、情報モラル教育の必要性が指摘されてきた。

　文部科学省は３０年度以降に教科化される小中学校の道徳の学習指導要領について、「情報モラル」の指導を「留意する」から「充実する」とした改定案を２月４日に公表。教師や保護者自身がネットの知識を学ぶことや、「学校裏サイト」などネット情報を定期的に収集すること、子供と携帯利用のルール作りをすることなども呼びかけている。

　少年犯罪で問題となるネットの利用。ネット社会にどう向き合うべきなのか。

　野田教授は「ネット世界の方法論を追求するだけではいたちごっこで、対策として不十分」と注文を付けた上で、指摘した。

　「一番大切なのはトラブルに遭っている子供たちの心をつかめているかどうかだ。心の本質を理解できていないのに行動を監視するのは無理がある。様子がおかしいと周りの大人が気付くこと、子供の方から打ち明けてくれるだけの信頼関係を持つことの重要性は、結局昔から変わらない」

http://www.sankei.com/affairs/news/150302/afr1503020008-n1.html
・和歌山・小５殺害１カ月、地域で「目に見える安心」（3月5日）
紀の川市で市立名手小５年の森田都史（とし）君（１１）が殺害された事件から５日で１カ月。森田君が襲われたのは午後４時すぎだった。警察庁によると、下校後の同４～６時は子供の連れ去りが最も多いとされる。同小の地元住民らは事件後、蛍光色のベストなどを着用して児童の登下校時や放課後の見守り活動を続けている。

　「まもなく小学生の下校時刻になります」。午後２時半ごろ、防災行政無線から放送が流れると、黄色やオレンジ色のベストを着た住民らが玄関先などに出て児童たちに手を振った。

　警察庁によると、１３歳未満の子供が被害者となった略取や誘拐事案は２５年１月～２６年１１月まで全国で１９４件。そのうち午後４～６時の時間帯が最も多く４４件だった。発生場所は、道路上が６６件にのぼった。

　同小では、事件前にも保護者が登下校時に街頭に立つなどしていたが、下校後の見守りは行っていなかったという。

　事件を受けて、同小が黄色い蛍光色のベスト２００着を用意。外出や農作業の際に着てもらおうと、保護者や地元住民に協力を呼びかけた。市教委も放課後の見守り強化のため、午後５時まで公用車での巡回を行っている。

　同小のＰＴＡ会長（４８）は「同じ色のベストを着た人があちこちにいれば、犯罪抑止になり、子供たちの『目に見える安心』にもつながる」と話した。

　防犯対策などに詳しい一般社団法人「子ども安全まちづくりパートナーズ」（東京）の山本俊哉・代表理事は「目的を防犯だけに絞るのではなく、防災や福祉など、子供や地域が互いに見守り合う関係づくりを進めることで、継続できる。他の対策と合わせて長続きさせることが重要」と指摘した。

http://www.sankei.com/region/news/150305/rgn1503050032-n1.html
・前へ・東日本大震災４年:／中　若い女性、言えない悩み共有（3月11日）
　●相談電話鳴り続け

　福島県で若い女性を支援しようと、地元の女性らが立ち上がった。電話やメールの相談窓口の開設に向けて、勉強会を重ねている。東京電力福島第１原発事故では、幼い子どもや母親、高齢者の被害が注目され、１０〜２０代の女性たちの声はかき消された。放射能への不安や環境の変化によるストレスなど「誰にも言えなかった」思いに、ようやく光が当たろうとしている。

　３月上旬の夜。県内のビルの一室に６人の女性が集まった。午後１０時になった途端、ＰＨＳの着信が鳴る。東京都内で悩みを抱える少女らを支援するＮＰＯ「ＢＯＮＤプロジェクト」メンバー２人が、電話の向こうの声に耳を澄ませた。「私なんて生きる価値がない」。少女の切実な思いを受け止め、数十分が経過。最後は受話器から笑い声が聞こえた。電話を切ると、間を置かずに着信。その繰り返しが「相談時間」の翌日午前４時まで続いた。

　この日、ＢＯＮＤの相談電話の手法を学ぶため、応対の様子を関係者が見学した。立ち会った「女子の暮らしの研究所」（郡山市）代表の日塔（にっとう）マキさん（３１）は「今の福島に絶対に必要だと思った。家族や友だちにも相談できずに悩んでいる女の子は多いから」と話す。

　日塔さんは震災後、千葉県に移り住んだ。放射能に関するさまざまな情報が飛び交う中、福島在住や出身の若い女性が集まる場を友人たちと設けた。ほとんどが初対面だった。参加した１９歳の女性がつぶやいた。「私、見捨てられたんですかね？　私だって将来は子どもを産みたいのに」

　当時、自治体による内部被ばく検査は１８歳までが無料。一緒に暮らす妹との「線引き」に心を痛めていた。その後日塔さんは「福島の現状を発信したい」と県内に戻り、研究所を設立した。「研究員」は社会人や学生ら２０代を中心に約３５人。語り合うイベントや県外への保養ツアーなどを開催している。今後は相談電話の広報などを担う予定だ。

　●結びつきネックに

　若い女性の相談窓口の必要性に、早くから気付いていた人がいる。南相馬市で学習塾を主宰する番場さち子さん（５４）。震災後、少女を付け狙うような事案や不審者の出没情報が急に増えたように感じた。周辺の自治体では、「夜間の外出が怖い」といううわさも聞いた。

　昨夏、思春期の子どもたちの相談を電話やメールで受け付ける「エンジェル・ガールズ」を始めた。深刻な悩みが次々と寄せられた。「親類や住民同士の結びつきが強い土地だから、顔見知りでは打ち明けられないこともある」。新たに始まる相談電話と連携するつもりという。

　その一環として、番場さんの学習塾で今年２月下旬、性暴力やＤＶ（ドメスティックバイオレンス）・ストーカーに関する勉強会が開かれた。参加者は番場さんの友人や、今後連携する予定の全国的な相談窓口「よりそいホットライン」の相談員ら。女性支援の専門家が講師を務め「性暴力の被害者から相談を受けたら、『あなたは悪くない』とはっきり伝えて。ＤＶやストーカーで悩む女性には『別れていいのよ。警察にも相談して』と助言すればいい」と訴えた。

　●安心な暮らしを

　この４年間に福島の若い女性が人知れず抱えてきた悩みを明らかにした調査がある。ＢＯＮＤなどが昨年８月から現地におもむき、震災時１０〜２０代だった女性２０人をインタビューしたものだ。中学生から会社員まで幅広く話を聞いた。ＢＯＮＤ代表の橘ジュンさんによると「私の悩みは大したことない。みんな困っていたから」と振り返る女性が多かったという。

　調査は同世代の女性がインタビューを担当し、何気ない会話から、父親によるＤＶや恋人の死などの話を聞き出した。共通した悩みも多かった。避難所では外にある真っ暗なトイレにおびえ、生理用品が欲しくても恥ずかしくて言い出せなかった。「女性」という理由で、高齢者の世話を頼まれたり、子どもを連れて県外に避難した同僚の仕事の穴埋めに入ったりして「嫌だ」と思っても口にできなかったという。調査報告書は「声を上げられなかっただけで、問題がなかったわけではない」とまとめた。

　福島の若い女性たちが、地元で安心して暮らしていけるよう、支援の体制作りが少しずつ進んでいる。【鈴木敦子】

http://mainichi.jp/shimen/news/20150311ddm013040009000c.html
・文科省緊急調査　「被害の恐れ」生徒１１人　川崎市教委、中１殺害受け発表（３月１４日）　

　川崎市川崎区の多摩川河川敷で同区の中学１年、上村（うえむら）遼太さん（１３）が遺体で見つかった事件で、川崎市教育委員会は１３日、記者会見し、文部科学省が行った児童生徒の安全に関する緊急調査に関して、市内では「生命または身体に被害が生じる恐れがある」生徒が１１人いることを明らかにした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　◇

　市教委によると、１１人の内訳は、中学校の男子生徒６人、中学校の女子生徒４人、高校の女子生徒１人。このうち、学校がない日を除いて７日間以上連続で連絡が取れないのは２人で、うち中学校の男子生徒とは９日以降に面会ができており、学校関係者が直接面会して安全確認をできていない生徒は、中学校の女子生徒１人だった。

　市教委によると、この女子生徒は１週間以上の家出状態が続いているという。これまでに母親とは電話で連絡を取っており、また、女子生徒の持っている携帯電話の衛星利用測位システム（ＧＰＳ）から大まかな位置情報はつかめていることから、市教委は「今すぐに命が危ないというケースではない」と判断しているという。

　市教委は、１１人についてはいずれも、緊急調査を実施する前から問題行動について把握。児童相談所や警察と連携して対応に当たってきたが、いじめや不登校の問題解決に当たる「スクールソーシャルワーカー」（ＳＳＷ）の派遣要請は行っていなかったという。

　市教委の市川洋指導課担当課長は「最悪の事態を想定しながら、１１人の指導にあたっていきたい」と強調した。

　また、文科省の調査結果によると、県内の政令市では、横浜市で小学校の男子児童と女子児童１人ずつ、相模原市で中学校の男子生徒１人が、「生命または身体に被害が生じる恐れがある」とされた。各市によると、１３日までに全員の安全確認が取れているという。

http://www.sankei.com/region/news/150314/rgn1503140031-n1.html
・名称は「義務教育学校」　小中一貫校を制度化　政府が改正案を閣議決定（3月17日）
政府は１７日、小学校と中学校の義務教育９年間のカリキュラムを弾力的に運用できる小中一貫校を制度化する学校教育法改正案を閣議決定した。一貫校の名称は「義務教育学校」とし、小中学校などと同じ同法第１条で定める「学校」に位置付けた。今国会で成立すれば、平成２８年４月から施行する。

　義務教育学校は地域の実情に合わせ、カリキュラムや学年の区切りを変更できる。校長は１人で、教員は原則として小中両方の免許が必要。

　現在の義務教育の「６・３」制について、中学校に進学した際にいじめや不登校が増える「中１ギャップ」や、子どもの心身の発達が早まり、学年の区切りが現状に合っていない点などが指摘されており、一貫校の導入でこれらの課題の解決を図る狙いがある。

　文科省によると２６年５月現在、小中一貫教育を実施する市区町村は全体の１２％に当たる２１１自治体。

http://www.sankei.com/life/news/150317/lif1503170016-n1.html
・【大津中２自殺】
「いじめは死につながるとの認識を」遺族の父親、教職員に訴え（3月18日）
　「いじめは常に起こり、それは死にもつながるという認識で子供に接してほしい」－。大津市立中２年の男子生徒の自殺をめぐる訴訟で、遺族と市との間で和解が成立した１７日、両者が共同で開いた記者会見で、男子生徒の父親（４９）が全国の教職員に向け、こう訴えた。

　成立した和解条項では、「いじめを受けた児童・生徒の担任や教職員は、一般的にいじめが要因で自殺することを予見できる状況にある」と指摘。教職員らのいじめ対応への責任が明記された。

　会見で、父親は教育現場に向けて「子供の心は壊れやすい。暴力を伴わないいじめでも、自殺に至るということを把握し、自分の子供のように対応してほしい」と語った。越直美市長も「『いじめに気づかなかった』という言い訳は通じない」と、教育現場が変わる必要性を強調した。

　市教委は、いじめ問題がクローズアップされて以降、いじめが疑われる状況を把握した学校は２４時間以内に市教委へ通報することなど、子供の変化にいち早く気づくための取り組みを進めている。桶谷守教育委員長は「学校だけでなく、家庭や地域の知恵と力を借り、いじめを防止することが必要だ」と話した。

　これに対し、京都精華大人文学部の住友剛教授（教育学）は「教職員の多忙化が指摘される中、責任の追及ばかりでなく、環境改善についても考えなければならない」と指摘した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　◇　　

　和解成立を受け、越市長や桶谷委員長らが遺族方を訪ね、対応の不備を遺族に謝罪、男子生徒の霊前で手を合わせた。越市長は「和解条項は男子生徒と遺族との約束。重い責任として背負い続けたい」と話した。

http://www.sankei.com/west/news/150318/wst1503180030-n1.html
・ＪＫビジネスは「有害役務営業」　全国初の全面規制、愛知で条例改正（3月20日）
愛知県議会で２０日、制服姿の女子高校生らが接客する「ＪＫビジネス」を規制する改正県青少年保護育成条例が全会一致で可決、成立した。県によると、マッサージや添い寝、散歩などさまざまな形態があるＪＫビジネスを全面的に条例で規制するのは、全国で初めて。施行は７月１日。

　ＪＫビジネスは、風営法の規制要件に該当しない営業形態が多く、労働基準法や児童福祉法での取り締まりも困難なケースがあった。改正条例に基づき「有害役務営業」と位置付けて、１８歳未満による接客を禁じる。

　有害役務を営業している店舗には行政が立ち入り調査し、違反があれば営業停止を命じることができる。違反者は最大で１年以下の懲役か５０万円以下の罰金を科される。

http://www.sankei.com/affairs/news/150320/afr1503200026-n1.html
・ネットトラブル防止へ中高生向け啓発動画　兵庫県教委など（3月21日）
県教育委員会などがつくる「ネットラブルから子どもを守る協働会議」は、動画「ネットトラブルから自分を守ろう－被害者にも加害者にもならないために－」を作成、県教委のホームぺージで公開をはじめた。動画は、中高生向けで、大学生が実体験を話しながらネット利用の注意点を説明しており、県教委は「学校や家庭で役立ててほしい」としている。

　同会議は昨年７月ごろから動画の作成に着手。中高生らに、受け入れられやすいものを作ろうと、県立大学の学生らが編集や企画に携わった。

　動画は約２０分。３人の県立大学生と、県警サイバー犯罪対策課の警察官が出演。

　実体験をもとに、ケータイ・スマホとのつきあい方▽「デジタルタトゥー」「バカッター」問題▽リベンジポルノ▽ネット上の出会い▽「ルールづくり」が大切－など５つの各テーマに沿って話しあう内容となっている。

　動画に出演した県立大理学部３年の浅日浩行さん（２１）は身近な例として、「元交際相手の写真をネットで公開した」など、自らの体験を動画内で紹介。「一歩間違えればトラブルが発生することを知ってほしい」と話した。

http://www.sankei.com/region/news/150321/rgn1503210065-n1.html
・仁藤夢乃　女子高校生サポートセンターＣｏｌａｂｏ代表（１）「難民高校生」救いたい（3月23日）
　〈家庭にも学校にも居場所がなく、東京・渋谷などの繁華街をさまよう「難民高校生」の自立支援活動を行っている。夜の街を巡回したり、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）で声をかけたりして、社会とつながるきっかけをつくる。これまでに千人以上の少年少女と会話し、１年間に３千件を超える相談を受け付けている〉
　親からの虐待やネグレクト（育児放棄）、家庭崩壊、いじめなどがきっかけとなり、困窮状態にある「難民化」した中高生がたくさんいます。特に女子高生（ＪＫ）は性的搾取の対象になりやすい。彼女たちのために「衣食住」と「関係性」を用意することが大事だと考え、東京都内の事務所で一緒にご飯を食べるだけでなく、その子にあったロールモデル（手本）となる大人と食卓を囲む機会を設けるようにしています。人気のある食事は、鍋料理やたこ焼き、お好み焼き…。みんなで作りながら食べられるものがいいようです。「鍋って家でできるんだ」「誕生日もクリスマス会も一度もやったことがなかった」と喜ぶ子もいます。

　〈自身が代表を務める女子高校生サポートセンター「Ｃｏｌａｂｏ（コラボ）」は、東京・秋葉原で女子高生たちが路上に立って客引きをする「ＪＫリフレ（個室マッサージ）」や「ＪＫお散歩（デート）」の現状を視察する「夜の街歩きスタディーツアー」を開催している〉

ＪＫビジネスの少女たちはほぼ百パーセント、大人から性的な誘いの声をかけられています。この異常な事態を社会に知ってほしくてツアーを始めました。家庭や学校に問題がなく、学業が優秀な子もいるし、東京だけでなく地方でも同じようなことが起きています。彼女たちの相談を受け始めて、性被害が多いことにも気づかされました。なぜ誰も気づいていなかったのか不思議でした。
　〈居場所のない少女たちの“リアル（現実）”を伝えるために、全国各地で講演を行う。昨年、ＪＫビジネスで働く少女たちの実態を報告する書籍「女子高生の裏社会」を上梓（じょうし）した〉

　私も難民高校生でした。同じように悩んでいる仲間がたくさんいたのに、手を差し伸べてくるのは子供を利用しようとする大人たちだけ。なぜ少女たちが街に立っているのかを知ってほしい。ブランド品欲しさに売春をしているかのようにいう人もいるけど、実態は違います。彼女たちには、それぞれ事情があるのです。

　例えば、親が給食費を与えてくれない女子中学生。先生から同級生の前で催促され、やや知的障害があるためいじめられていて頼れる人もいませんでした。中学生は原則的に働くことができません。インターネットで「誰でもできる安全な仕事」を見つけ、自分が何をやっているか分からないまま売春させられていました。海外で貧困から搾取される子供たちは哀れまれるのに、日本の子供の場合は「自己責任」になってしまう。日本でも恵まれた環境にいる子供たちばかりではありません。そんな子供たちがいることを知ってほしくて本を書きました。（聞き手　池田証志）

【プロフィル】仁藤夢乃
　にとう・ゆめの　平成元年、東京都生まれ。中学生の頃から「渋谷ギャル」生活を送り、高校２年生で中退。高卒認定試験に合格し、明治学院大に進学した。２３年、東日本大震災の復興を支援する団体「Ｃｏｌａｂｏ」を設立。現在は女子高校生サポートセンターとして「居場所のない高校生」の問題を社会に発信するとともに自立を支援している。著書に「難民高校生」（英治出版）、「女子高生の裏社会」（光文社新書）

http://www.sankei.com/column/news/150323/clm1503230008-n1.html
・仁藤夢乃　女子高校生サポートセンターＣｏｌａｂｏ代表（２）「かわいい」とメイドカフェへ(3月24日)
　〈「難民高校生」をしていた高校時代、メイドカフェでバイトをしていた。源氏名は「姫」。１５歳で時給１２００～１５００円だった〉

　高校生になってアルバイトを始め、自由に使えるお金ができると、たばこを吸ったり、カラオケにお酒を持ち込んだり、居酒屋に行くようにもなりました。遊びが派手になって、もっとお金が必要になって、割のいいバイトを始めたくなります。露出度の高い服を着て接客する居酒屋や写真撮影会のモデルなど、若さと体を売りにした仕事です。徐々にそういった仕事への抵抗感が薄れていきます。

　私は街中で声をかけられ、「かわいいメイド服も着られる」とそのまま店に行って雇われました。男性客は「癒やされる」「生きがい」とメイド姿の私たちに甘えていました。仲の良かった１５歳の少女は毎日、朝から晩まで働いていました。里親のもとで小学生の弟と暮らしていたのですが、食事を作ってくれないので２人分の生活費を稼いでいたのです。生きるためにＪＫビジネスをする少女はたくさんいます。

　〈メイドカフェ、ＪＫリフレ、ＪＫお散歩、ＪＫ占い…。女子高生を“商品化”するＪＫビジネスは形を変えて存続している〉

ＪＫビジネスを仕掛ける裏社会の大人たちは、スカウト、店長、オーナーの３種類。彼らは難民化した子供たちの“居場所づくり”のプロです。スカウトが街で少女に声をかけて店に連れてくるのですが、ついてきそうな子を見抜く目を持っています。店では店長が面倒をみます。少女の話を聞き、褒めたり励ましたりして信頼関係を築く。学習支援や貯金代行を行う店長もいます。少女がお店でもめたりすると、スカウトがタイミング良く慰めにきて「他の店で働けばいい」などといって、オーナーが同じで店長だけ違う店を紹介します。大人３人の連携プレーは実に見事で、少女たちは簡単に手玉に取られてしまう。お店には状況別のマニュアルもあって、声のかけ方やモチベーションづくり、トラブル対策も書かれています。帰るところがない少女のために寮まで用意しています。
　〈ＪＫビジネスで働く少女たちに声をかけ、危険性を伝える。本人が「辞めたい」と思うようになった時には辞め方も指導している〉

　ＪＫビジネスにはオプション（追加サービス）があります。一緒にプリクラを撮ったり、相合い傘、手つなぎなど内容によって値段が違うのですが、「裏オプ（裏オプション）」と呼ばれる性的なサービスをする少女もいます。２人で個室に入ってしまい、性被害にあった少女もいます。少女たちは「時間の融通がきく」「ラク」「割がいい」などと言いますが、冬に路上に立ったり、客がつかなければ収入がなかったりすることもあり、実態はかけ離れていると思います。（聞き手　池田証志）

http://www.sankei.com/life/news/150324/lif1503240007-n1.html
＊読売新聞

・「携帯を持たせるの怖い」交友関係把握しにくく（3月2日）
　川崎市川崎区の中学１年上村遼太君（１３）が殺害された事件で、１日も雨が降りしきる中、遺体発見現場となった同区の多摩川河川敷には多くの人が訪れた。

　上村君が事件前夜に呼び出されたり、以前に暴行を受けたりした発端となった通話アプリ「ＬＩＮＥ」など携帯電話のコミュニケーションツールについて、保護者世代から様々な意見が聞かれた。

　中学１年の長男（１２）と小学２年の長女（８）の子どもがいる川崎市多摩区の主婦（４５）は、「携帯を持たせるのが怖い。今は子どもの交友関係がわかっているが、携帯の世界だけでコミュニケーションを取るようになったら、どういった友達と付き合っているのかわからなくなる」と話す。

　仲間内だけの会話になり、親も含めた外部からは交友関係を把握しにくくなると、不安視する声は多い。

　３人の子どもを持つ横浜市都筑区の会社員女性（４５）は「中学、高校となるとだんだんわからなくなると思う。この事件をきっかけにＬＩＮＥの内容などを見ようと思っている。大人が積極的に関わらないといけない時代になった」と考える。

　ＬＩＮＥには、送ったメッセージが読まれると、「既読」と表示される機能がある。上村君はリーダー格とされる少年（１８）に１月中旬、ＬＩＮＥの返事が遅いなどの理由で暴行を受けたとみられている。

　川崎区の会社員女性（４１）は「大人でも返信が遅いと怒る人がいるのに、利用頻度の高い子どもならなおさらだろう」と推し量る。そのうえで、「『相手が今は忙しくて返信できないのだろう』などと少し冷静になって考える習慣を身に付けないと、いつまでも同じようなことが起こると思う。学校や家庭での教育が必要だ」と話した。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20150301-OYT1T50088.html
・言葉のセクハラ最高裁へ（前）～再逆転！　悪質な発言は処分妥当～（3月3日）

言葉のセクハラが最高裁へ

　このシリーズでも「下ネタ総集編」（１０月２１日、１１月４日）として取り上げて紹介したＫ館懲戒処分事件が、その後、高等裁判所で逆転（処分無効）判決が出され、セクハラ訴訟としては異例の最高裁まで争われることになりました。そして、その判決が２月２６日に出されました。

　「俺の性欲は年々増すねん」「夜の仕事とかせへんのか」など性的な発言を繰り返したとして平成２４年２月に３０日間、１０日間の出勤停止の懲戒処分を受け、降格された２人が、処分を不当として訴えた事件です。

　大阪地裁が「処分有効」としたものを控訴審の大阪高裁は「処分無効」として、その判断が分かれました。そして、ついに最高裁に判断が委ねられることになったわけです、そこで今回は緊急番外編として、あらためて、この裁判の簡単な経緯を振り返ってみることにします。
「処分は妥当」（大阪地裁）
　まさに下ネタオンパレードともいえる様々な言葉のセクハラを一つ一つ取り上げた上で、大阪地裁は、「発言内容及び状況からすれば、自らの発言が女性らに対して強い不快感を与えることを認識していたか、少なくとも容易に認識し得たものということができる。そうすると、これらの発言は、（同社が作成していた）セクハラ禁止文書の規定する＜１＞『性的な冗談、からかい、質問』＜２＞『その他、他人に不快感を与える性的な言動により社員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為』に該当するものであるとともに、その発言内容からして、一般の女性労働者の感じ方に照らし、発言を聞いた女性労働者に対して強い不快感を与え、職場規律を乱す行為ということができ、実質的に懲戒処分に相当するものと言える」として、「処分は妥当」との判断をくだしました。
処分は重すぎる（大阪高裁）
　ところが大阪高等裁判所は、「女性従業員から明確な拒否の姿勢を示されておらず、本件行為のような言動も同人から許されていると誤信していたことや、被上告人らが懲戒を受ける前にセクハラに対する懲戒に関する会社の具体的な方針を認識する機会がなく、本件各行為について会社から事前に警告や注意等を受けていなかったことなどを考慮すると、懲戒解雇の次に重い出勤停止処分を行うことは酷に過ぎるというべきであり、会社が被上告人らに対してした本件各行為を懲戒事由とする各出勤停止処分は、その対象となる行為の性質、態様等に照らして重きに失し、社会通念上相当とは認められず、権利の濫用として無効であり、上記各処分を受けたことを理由としてされた各降格処分もまた無効である」として、「処分は妥当」と判断した地裁判決を否定しました。
処分は適法（最高裁判所）
　こうした逆転判決を受けて、どのような判決を下すのか大いに注目された裁判でしたが、最高裁は「いずれも女性従業員に対して強い不快感や嫌悪感ないし屈辱感等を与えるもので、職場における女子従業員に対する言動として極めて不適切なものであって、その執務環境を著しく害するものであったというべきであり、当該従業員らの就業意欲の低下や能力発揮の阻害を招来するものといえる」としました。

　そして、その上で被害女性が拒否の姿勢を示さなかったことについては、「職場におけるセクハラ行為については、被害者が内心でこれに著しい不快感や嫌悪感等を抱きながらも、職場の人間関係の悪化等を懸念して、加害者に対する抗議や抵抗ないし会社に対する被害の申告を差し控えたりちゅうちょしたりすることが少なくないと考えられること（中略）などに照らせば、（中略）そのことをもって被上告人らに有利にしんしゃくすることは相当ではないというべきである」としました。

　さて、この最高裁の判決で日本社会でもこれまでは軽視されがちであった「言葉のセクハラ」への本格的な対策が求められることになりました。そこで、次回はこの判決から求められている企業の対策について考えます。

http://www.yomiuri.co.jp/job/navi/kaneko/20150302-OYT8T50188.html?from=yartcl_popin
・言葉のセクハラ最高裁へ（後）～企業への３つの教訓～（3月4日）

企業対応のヒント
　言葉のセクハラへの対応の難しさは、今回の事件がもつれて最高裁まで争われたことからもわかります。

　「言った」「言わない」の争いが証拠づける決め手に欠けることはもちろん、そんなつもりはなかったというものから、冗談という言い訳まであり、判断は困難を極めます。

　こうしたことから、従来はこの種のことは訴えになりにくく、訴えになっても「あまり深刻に考えないほうがいい」とか「あの人には悪気がない」などとなだめられ、せいぜい「相手に注意をしておく」などの対応で済まされたりしてきました。

　今回の最高裁の判決は、そうした現実に対して「たとえ言葉のセクハラであっても見逃しにしてはいけない」という警鐘を鳴らすと同時に、企業の厳しい取り組みの必要性を示すものといえます。

　とはいえ、企業が言葉のセクハラに毅然とした対応をすることが難しいことは、依然として変わりません。そこで、今回の判決から企業対応のヒントを探ってみることにします。
１．禁止規定が決め手
　今回の事件で企業が言葉のセクハラに対応できた（処分が認められた）最大の理由は、セクハラ禁止文書に禁止行為が明確になっていたことです。具体的には、＜１＞性的な冗談、からかい、質問＜２＞その他、他人に不快感を与える性的な言動＜３＞身体への不必要な接触＜４＞性的な言動により社員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為等―が禁止規定に列挙されていました。

　そして、これらの行為が就業規則の禁止する「会社の秩序又は職場規律を乱すこと」に含まれることや、セクハラの行為者に対しては、「行為の具体的態様（時間、場所、内容、程度）、当事者同士の関係（職位等）、被害者の対応（告訴等）、心情等を総合的に判断して処分を決定する」ことなどが明示されています。

　まさに、こうした禁止対象や処分決定の手法が明確になっていることが、言葉を含めたセクハラへの対処のための入り口（根拠）となっていることがわかります。その意味では、こうした禁止規定等が言葉のセクハラに対応できるものになっているかどうかの点検（禁止規定の有無から内容まで）が大切です。
２．管理職は率先して取り組む責任がある
　被上告人（男性）たちの「セクハラを認識・自覚する機会がなかった」という主張に対して判決は「職場におけるセクハラ防止を最重要課題と位置づけ、セクハラ禁止文書を作成してこれを従業員らに周知させるとともに、セクハラに関する研修への毎年の参加を全従業員に義務付けるなど、セクハラの防止のため種々の取組を行っていたのであり、被上告人らは、上記の研修を受けていただけでなく、上告人の管理職として上記のような上告人の方針や取組を十分に理解し、セクハラ防止のために部下職員を指導すべき立場にあった」として管理職の責任を強く指摘しています。

　こうした判断には、管理職という職責にある者は、「認識することができなかった」などとする言い訳が許されないことはもちろん、「当然認識すべきであった」という強いメッセージがこめられていることが分かります。こうした点からあらためて、管理職には率先してセクハラ防止に取り組む責務があるとの自覚を促すことが必要でしょう。
３．女性目線で判断する
　今回の裁判の隠れた争点でもあり、しかも最大の論点はセクハラを「どのような視点で判断するのか」ということがありました。そうした点から言えば、地裁の判断は「女性目線」であり、高裁の判断は「男性目線」であったということができます。

　それは、判決文でも地裁は「一般的な女性労働者の感じ方に照らし」という表現で「強い不快感を与える」と評価しており、それに対して高裁は「一般的な職員の感覚に照らし」（男性も含めた）という視点で「許されると誤信していた」と判断しています。

　今回の判決では「女性が被害者である場合には平均的な女性の判断によること」をあらためて明確にしたものともいえます。そこで、企業がこうした言葉のセクハラを判断するに当たっては、そうした視点（男性被害者の場合には平均的な男性）でジャッジするという考え方が必要です。

http://www.yomiuri.co.jp/job/navi/kaneko/20150302-OYT8T50200.html?from=yartcl_popin
【震災と向き合う】
・（１）「津波の恐ろしさ伝えたい」（3月7日）
東日本大震災からまもなく４年。被災した体験を語り、伝える取り組みが、学校で広がっている。震災と向き合う子どもたちの姿を追う。
つらい記憶
　コンクリートの塊が点々と残る。かつて「万里の長城」と呼ばれていた巨大な防潮堤の跡だ。津波で中心部がほぼ破壊された岩手県EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(みやこし),宮古市)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(たろう),田老)地区。市立田老第一中学校の２年生は２月初め、神奈川県で４月に開く「田老を語る会」に向け、被災時の体験をつづった。

　〈「津波なんて来るはずがない」と思っていた。皆と先生たちで、小学校の裏山へ走って逃げた。「家族は大丈夫かな」と不安な気持ちが多かった〉

　生徒会長のEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(にしかわ),西川)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(りゅうと),竜斗)君（１４）はそう記した。当時小学４年生。津波は高さ１０メートル、全長２・４キロもあった堤を越え、砂ぼこりを上げて迫ってきた。必死で斜面を駆け上がった。小学校は無事だったが、親に会えないまま、寒い体育館で一夜を過ごした。

　翌朝、親と再会し、自宅に向かった。町がなくなっていた。潰れた家を前に、「何も考えられなかった」。避難所に身を寄せ、今も仮設住宅で暮らす。

　語る会では、神奈川県の中学生約１００人を前に発表する。「ほかの人たちがこんな苦しい状況にならないように、津波の恐ろしさを伝えたい」

　２年生の学年主任、柏村実教諭（５８）によると、身内を失った生徒もおり、つらい記憶を語りたがらない場合もある。「答えたくないことは無理しないで」と説明している。
誰かのために
　同中は震災翌年に語る会を始め、首都圏などで毎年開催。２年前には生徒らの震災体験を作文集「いのち」にまとめた。

　校長だった佐々木力也さん（５５）（現・花巻市立八幡小校長）は当初、「悲しみや不安を引き出すのでは」と悩んだ。一帯は１９３３年の昭和三陸津波でも被害を受けた。小学５年生で家族を失い、半年後に書いた作文が作家吉村昭の著書「三陸海岸大津波」に掲載された荒谷アイさん（９３）に意見を求めた。

　荒谷さんの返事は「いつか誰かの役に立つ」。佐々木さんは「未来のために体験を伝えようと決めた。言葉にすることで、前向きに歩む原動力になればと思った」。校内に震災資料展示室も設置。避難状況を記録した教員のノートなど約１０００点を展示している。

　昨年の語る会に参加した東京都内の中学生からは、「ニュースで伝わらないような苦しい気持ちを感じた」「聞いた話をもっと広めたい」と感想が寄せられた。避難生活などを語った３年のEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(やまさき),山崎)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(りょうが),稜河)君（１５）は「あまり発表はしたくないけど、災害への備えにつながるならいい」。

　〈試練の津波　幾たびぞ／乗り越えたてし　わが郷土／父祖の偉業や　跡つがん〉

　１９５１年に作られた同中の校歌は、津波に遭いながらも町を再生した先人たちの跡を継ぐ決意を歌う。菅井雅之校長（５２）は「やがては震災を体験していない生徒だけになる。いつかまた起きる大きな地震の際に命を守れるように、語り継いでいきたい」と話した。

　宮古市田老地区　旧田老町。２００５年に旧宮古市などと合併。東日本大震災で約１１００棟が流失するなどし、死者・行方不明者は１８１人。高台に住宅地を造成中だが、転出した住民もおり、人口は震災前の約４４００人から約３３００人に減少。小学校２校、中学校１校、高校１校がある。
身近に信頼できる大人を…記録残し風化防ぐ
　子どもたちが震災を語る意義と、注意すべき点について、専門家に聞いた。

　被災地で子どもの心のケアにあたってきた東北福祉大の渡部純夫教授（臨床心理学）は、「心の内にため込んだストレスを表に出し、相手に受け止めてもらうことで、気持ちが整理され、自分の置かれた状況を見つめ直せる。時間はかかっても、少しずつ繰り返せば次の段階に踏み出していく力も生まれる」としたうえで、「個人差は大きく、問いつめたり、強制したりすれば心の傷が広がりかねない。信頼できる大人が身近にいて、リラックスできる場で行うことが重要だ」と指摘する。

　被災した児童生徒らを対象に放課後の学習支援などを続けてきたＮＰＯ法人・子どもの権利条約総合研究所（東京）の浜田進士・関西事務所長は、「体験はそれぞれ異なるので、自分なりの言葉で語りたい、わかってほしいという子どもたちの欲求は強い。記録を残していくことが震災の風化を防ぐことにもつながる」と話した。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20150302-OYT8T50147.html
・小中高情報共有へ指針、佐世保高１殺害最終報告（3月7日）
長崎県佐世保市の高１女子生徒殺害事件で、家裁送致された少女（１６）を巡る学校側の対応を検証していた県教育委員会は、小中高の学校間で少女の問題行動の情報が引き継がれなかったことを重視し、７月までに長崎独自の「校種間引き継ぎガイドライン」を作成するなどとした最終報告書をまとめた。警察や児童相談所などとの連携マニュアルも作成する。

県教委は９日の県議会文教厚生委員会で報告書の内容を説明する。県教委は昨年１０月、弁護士らによる外部調査委員会を設置し、〈１〉小学校の給食への異物混入〈２〉問題行動の小中高校間での引き継ぎ〈３〉中学校時代のバット殴打への対応――など計５項目について今年２月まで検証を続けた。

　報告書では、給食への異物混入や父親をバットで殴った事件などの情報が共有されていなかった点を問題視し、「学校の判断や組織的な対応が十分でなかった」と結論付けた。

http://www.yomiuri.co.jp/kyushu/news/20150307-OYS1T50004.html
・子供安全調査　学校と警察の連携で悲劇防げ（3月15日）
　将来ある１３歳の命が奪われた悲劇を、繰り返してはならない。

　川崎市の中学１年生、上村遼太君が殺害された事件を受け、文部科学省が、児童生徒の安全に関する緊急調査を実施した。

　７日以上連絡がとれず、校外の集団と関係があるなど、「生命や身体に被害が生じる恐れがある」小中高校生らは、全国で計４００人に上った。このうち、２４３人を中学生が占めている。

　調査では、自宅が非行グループのたまり場となり、保護者の協力も得られず、本人と連絡がとれない事例があった。先輩を通じて暴走族と交際し、暴行を加えられた生徒もいるという。

　上村君が学校を休み、元高校生ら少年グループと付き合う中で、被害に遭ったことを考えると、看過できない状況と言える。

　今回、学校や教育委員会が、子供を取り巻く危険性を総点検し、問題の端緒をつかんだ意味は大きい。あらゆる手段で子供への接触を図り、安全の確保に万全を期してもらいたい。同様の調査を継続的に実施することも重要だ。

　今後の対応でカギとなるのは、警察との連携強化である。

　各警察署と学校は地域ごとに学校警察連絡協議会を作り、定期的な会合を重ねている。都道府県警と教委が協定を結び、非行少年の情報を共有する仕組みもある。

　少しでもトラブルの兆候があれば、学校は警察に協力を要請するのをためらってはなるまい。

　警察の担当者は、地域の非行グループの活動を把握し、グループからの脱退を望む子供の相談にも乗っている。蓄積されたノウハウを問題解決に役立てたい。

　学校が問題を抱え込まないことも大切だ。不登校などに、まず教師が対処するのは当然だが、ネグレクト（育児放棄）や貧困の家庭では、できることは限られる。

　こうした場合に有効なのが、児童生徒と学校、家庭、行政機関の「橋渡し役」を務めるスクールソーシャルワーカーの活用だ。

　社会福祉士などの資格を持つ職員が家庭を訪問し、困難な生活環境が判明すれば、児童相談所や福祉事務所と協力して支援する。

　現在、全国の自治体に１０００人以上が配置され、不登校対策などで成果を上げている。

　ただ、川崎のケースでは、学校側から要請がなく、ソーシャルワーカーは派遣されなかった。

　苦境にある子供を救うには、学校が外部の専門家の力を積極的に生かすことが欠かせない。

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20150314-OYT1T50131.html
・再発防止、重い宿題　大津いじめ和解（3月18日）
◇市、条例や現場強化

大津市立中学２年の男子生徒がいじめを受けて自殺した問題を巡る損害賠償請求訴訟で、両親と市の和解が成立した17日、父親（49）は３年余りに及んだ訴訟を振り返り、思いを語った。一連の対応が問題視された市側は、同じ悲しみを繰り返さないための取り組みを進める。（池内亜希、松久高広）

　和解条項では、市側に再発防止策の継続を求める内容も盛り込まれた。市、市教委、学校現場で、取り組みの模索が続く。

　市は2013年1月の市の第三者調査委員会の調査報告書や同4月施行の「いじめ防止条例」を基に、取り組みを推進。市教委の対応に批判が高まったことを受け、13年度から市長部局に相談調査専門員を配した「いじめ対策推進室」を設けた。

　同時に、常設の第三者機関「大津の子どもをいじめから守る委員会」も発足。弁護士や臨床心理士らで構成され、同年度だけで30回の会議を開いており、普段からのきめ細やかな対応で、いじめの深刻化を防ぐ。

　学校現場の対応も強化。問題後、市立小中学校に、いじめ対策担当教員を配置し、情報の集約や校内パトロールなどを行い、早期発見に努めている。

　市教委では、教育委員の活動が活発化。13年にいじめや暴力行為などを専門に対応する「学校安全推進室」を設け、6、10月を啓発月間とした。相談電話のフリーダイヤル化や切手を貼らなくても郵送できる手紙を導入し、子どもが相談しやすい環境作りに取り組む。

　ただ、市がいじめと判断した案件は13年度、市立小中で386件と、男子生徒の自殺以前となる10年度に比べ、333件増加。市は「いじめが発見されやすい環境が整ってきている」とするが、早期発見と対応が求められている状況に変わりはない。

　この日記者会見した桶谷守・教育委員長は「いじめがなくなったわけではない。まだまだ対策は道半ば。着実に進めていきたい」と話した。

　◇「対策　全国モデルに」

　和解内容には、市の第三者委の報告書が反映された。委員を務めた尾木直樹・法政大教授（臨床教育学）は「第三者委の調査は予断なく検証を重ね、徹底的に行う必要性があることを示している。市が和解内容に記された再発防止策を全国のモデルとなるような姿勢で進めることで、男子生徒の尊い犠牲も生かされるはずだ」と評価。

　2012年９月、兵庫県川西市で同級生からのいじめが原因で自殺したとされる県立高校２年の男子生徒（当時17歳）の母親（56）は「被告が責任を認め謝罪することは、遺族にとって最も重大なこと。自殺の予見可能性や事後対応の不備を認めるなど、遺族として共感できる点も多い。司法の場で学校側の責任が認められにくい中、このような和解が結ばれたことは大きな希望になる」と話していた。

　◇男子生徒父親のコメント

　提訴から３年余りに及ぶ裁判は、和解を受け入れることで一つの区切りがつきました。今回の司法判断は、これまでの「いじめ訴訟」を大きく前進させる画期的な司法判断だと思っています。

　１点目は裁判所が、学校側の自殺の予見可能性を認めたこと。今後重大事態が発生した際、学校側が「自殺につながると思っていなかった」などとは言えず、責任が明確になりました。

　２点目は学校側のいじめへの注意不足と自殺との間に因果関係を認めたこと。当然のことを認めない従来の司法判断に対し、疑問を呈した判断です。

　謝罪条項も重要です。隠蔽体質や責任転嫁と批判された学校側の事後対応の問題点を明らかにし、二度と同じ過ちを繰り返してはならないという警鐘と言えます。

　裁判を始めてから各地の遺族や被害者の支援をしてきましたが、状況は当時の大津と同じでした。子どもたちが大人の都合や職位の犠牲になっていることが最大の問題点と言えます。

　このような画期的な和解ができたのも、支えて下さった皆様のおかげです。今後の使命は全国各地でいじめ被害に苦しむ被害者に、今回の画期的な和解内容を伝えることだと考えています。

　◇大津市いじめ自殺問題

　2011年10月11日、男子生徒（当時13歳）は市内の自宅マンションから飛び降りて自殺。市教委は当初、いじめと自殺の因果関係を不明としたが、その後明らかになった生徒アンケートなどで対応のずさんさが浮き彫りになった。

　県警は12年12月、当時中学３年の少年２人を暴行などの容疑で地検に書類送検、当時、13歳だった少年１人を暴行などの非行事実で児童相談所に送致した。家裁は14年３月、２人を保護観察処分、１人を不処分とする決定を発表した。

　問題を受け、国のいじめ対策や教育委員会制度見直しなどが進められた。

http://www.yomiuri.co.jp/local/shiga/news/20150317-OYTNT50248.html
・アクティブ・ラーニング

（１）子ども主体で生き抜く力を身につける（3月20日）
　児童生徒が主体的、協働的に学ぶ「アクティブ・ラーニング」が、次の学習指導要領に盛り込まれる見通しだ。

　教師主導で知識を伝えるこれまでの授業からどのように変わるのか。先進的な取り組みを紹介し、効果と課題を探る。

　■友人同士で
　２月中旬、北海道教育大付属函館小（北海道函館市）の国語の授業で、２年生が劇の演出家になったつもりで意見を交わし合った。

　教材は、皆にかわいがられるおもちゃのネズミを羨む本物のネズミの物語「アレクサンダとぜんまいねずみ」。班ごとにノートを交換し、考えてきた演出方法を説明。担任の目黒範和教諭（４２）が、児童それぞれのお気に入りの場面を並べた表を配り、「どんな演出をするか直接、聞いてみて」と呼びかけた。子どもたちは自席を離れ、興味のある場面を挙げた児童のところへ移動した。

　「『ぼくをぜんまいねずみに変えられる？』ってどんなふうに言うの？」と聞かれた児童は、「うれしそうな感じで」と説明。「ため息まじりがよくわからない」と質問された目黒教諭が別の児童に問いかけると、児童は「悲しそうに言葉にため息をつけるんだ」と息を吐いてみせた。

　「友人同士で意見交換することで、互いに補い合い、場面の様子などについて想像をより広げていける」と目黒教諭。３月初めに同校で上演し、録画して保護者に披露した。

　同校は昨年度、学校全体でアクティブ・ラーニングを始めた。全教員が学年ごとに話し合い、今回の国語のように、子どもが主体的に、互いに協力して課題を解決する授業を考案。教員の間には「児童が活発に発言して動き、把握しきれない」との悩みもあるが、数時間かけて観察するなど工夫を重ねている。

　■「大学では遅い」
　さいたま市の私立栄東中学・高校では約５年前にアクティブ・ラーニングを導入した。国公立大や有名私大に進む生徒が多い中高一貫進学校。大学で学ぶ卒業生らからグループ面接などが課される就職活動の様子を報告され、「社会で活躍する力を身につけるには大学入学後では遅い」と立場を踏まえて考え、話し合い、表現する活動に力を入れるようになった。

　２月下旬、中学２年生の日本史の授業は、幕末の日米修好通商条約の締結がテーマ。生徒たちは幕府高官や薩摩藩、農民など７班に分かれ、資料集などを調べてそれぞれの立場での米国への要求を準備。初代駐日米総領事・ハリス役の英語指導助手、タイラー・ホープさん（３６）に、「公平な貿易がしたい」などと英語で訴えた。

　弱小藩役の班は「金と銀の交換比率は日本と海外で違い、米国は日本で金が入手しやすい。もうけた分、絹を買ってほしい」と要求し、ホープさんから「最もインパクトのある発表」と評価された。竹内EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps16 \o\ad(\s\up 11(きし),旗幟)君（１４）は「社会のテストは苦手だけど、こんなに面白い授業はない」と喜んだ。

　授業内容を考えた社会科の山崎大輔教諭（３７）は、「当時の人々の願いを体感すると、教師から説明されるだけよりも歴史を理解しやすい」と効果を語る。

　高３では主に受験対策を行うが、アクティブ・ラーニングは中１から高２まで全教科で取り入れている。奥田克己入試広報部次長（５５）は「授業の一部で実施することで、変化の激しい社会を主体的に生き抜く力を身につけさせたい」と語った。

　学習指導要領　小中高校などでの教育内容や標準の授業時数を文部科学省が定めた基準。約１０年ごとに改定する。次期指導要領は小学校が２０２０年度、中学校が２１年度、高校が２２年度以降に実施される。

文科相　検討求める
　アクティブ・ラーニングは、下村文部科学相が昨年１１月、小中高校の次期学習指導要領の改定を中央教育審議会（中教審）に諮問した際に検討を求め、注目を集めている。

　京都大の溝上慎一教授（高等教育論）によると、学ぶ目的が多様な学生が増えた米国の大学で、講義型の授業スタイルの転換を迫られて始まった。日本では１９９０年代に一部の大学が実施。思考力や主体性などを育てることができるとして、中教審が２０１２年、大学の学部教育での導入を求めた。

　一方、日本の小中学校では子どもの主体性を重視する教育が独自に行われてきた。体験学習や課題解決学習のほか、子ども同士、教員同士が学び合う「学びの共同体」、一つのテーマを分担して勉強し、結果を組み合わせて全体の理解につなげる「知識構成型ジグソー法」などだ。

　溝上教授は「小中高校、大学でアクティブ・ラーニングを充実させると掲げることで、社会に出てから必要な能力を育てる学校教育の役割が明確になる」と期待する。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20150313-OYT8T50008.html?from=ytop_ymag
・未成年の母を「要支援児童」に…難病女児衰弱死（3月20日）
大阪府茨木市で昨年６月、難病の３歳女児が衰弱死した事件で、専門家らによる府の検証部会は１９日、１０代で望まない妊娠をした少女を児童福祉法上の「要支援児童」と扱うべきだとする再発防止策をまとめた。従来は年齢の区別なく「母親」として扱い、子供中心に支援してきたが、「児童」と位置づけることで、若年の母親本人への支援を強化する。

検証部会の報告書によると、この事件では、母親は１５歳で女児を出産。当初は自分の母親である祖母と同居していたが、２０１３年４月に結婚し、祖母とは別居。女児はその１年２か月後に衰弱死した。

　府保健所の担当者は祖母との別居を把握していたが、環境が大きく変化したとは見なさず、幹部らに報告しなかった。児童相談所や医療機関などの情報共有の場である「要保護児童対策地域協議会」（要対協）にも連絡されなかった。

　こうした点について、報告書は、保健所内での組織的な連携が不十分だったと指摘。その上で、１０代の少女の場合、生活状況の変化が本人や育児に及ぼす影響がより大きい点を踏まえ、「母親本人を、思春期の児童として支援する視点が必要だ」とした。

　「要支援児童」は、要対協への報告対象となる。府の担当者は「未成年の母親に対し、従来より踏み込んだ対応が可能になる」としており、今秋をめどに、具体的な支援策をまとめる。

http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20150320-OYO1T50012.html
・法テラス、ストーカーやＤＶも相談対象に（3月24日）
　政府は２４日午前の閣議で、日本司法支援センター（法テラス）が行う無料の法律相談の対象として、ストーカーや配偶者、恋人からの暴力（ＤＶ）の被害者などを新たに加える総合法律支援法改正案を決定した。

　大規模災害の被災者については収入を問わずに無料相談を行う法的支援制度創設も盛り込んでいる。今国会中の成立を目指す。法務省の有識者検討会が昨年６月、ストーカー被害の深刻化などを受け、法テラスでの相談体制の強化などを提言していた。

　法テラスでは、経済的に余裕がない人のために弁護士が無料で法律相談に応じているが、対象は民事事件に限られ、刑事事件に関しては、相談先として一般の弁護士などを紹介することになっていた。ただ、刑事事件であっても緊急の支援を必要とする場合があり、特にストーカー被害などの場合には生命の危険にも関わる可能性もあることから、有識者検討会の提言では早期に相談できる制度改正を求めていた。

　今回の改正案では、ストーカーやＤＶ、児童虐待の被害について、新たに相談の対象に加え、収入が一定の基準を下回る人は無料で相談できることにした。同省では「ストーカー被害は増えており、相談の要望もあるはず」とみている。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/20150324-OYT1T50080.html?from=ytop_ylist
・ハーグ条約、子供返還など海外調停機関と連携へ(3月25日)

　国際結婚の破綻に関するハーグ条約を巡り、外務省は、外国の親から申し立てがあった子供の返還や面会について、日本と外国の調停機関が連携して協議する仕組みの導入を決めた。

　両親それぞれの国の弁護士や専門家が協力して調停案を取りまとめることで、円満な解決を促す狙いがある。連携先はドイツや英国、米国、オーストラリアなどを想定しており、来年４月からの本格実施を目指す。

　昨年４月に国内で発効したハーグ条約では、子を日本に連れ去られた外国の親は、〈１〉東京か大阪の家裁に対する返還命令の申し立て〈２〉日本の調停機関が話し合いを仲介する「裁判外紛争解決手続き（ＡＤＲ）」の利用――などを選択できる。ＡＤＲは東京、大阪、沖縄の弁護士会など５機関が実施しており、弁護士や学者ら２人の「あっせん人」が双方から事情を聞き取って解決案を提示する。利用は４回まで無料だ。

　ただ、外国の親から外務省に申請があった「返還」と「面会交流の援助」計８０件のうち、ＡＤＲの選択はわずか１２件。日本の調停機関に対し、外国人の側に「言葉の壁があって主張が通らないのでは」「文化や制度の違いを理解できるのか」といった不安があるためとみられる。

　このため、外務省は外国の調停機関との連携を計画。外国の親から申請を受けた同省が、その国の調停機関を紹介した上で、インターネットを通じたテレビ電話「スカイプ」を使い、外国側と日本側それぞれの親とあっせん人が参加して協議することを想定している。ドイツや英国も他国との間で同様の仕組みを導入し、成果を上げているという。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20150325-OYT1T50071.html?from=ytop_main4
・小中の道徳「特別の教科」に…いじめ防止教える（3月27日）
文部科学省は２７日、省令の学校教育法施行規則を改正し、小中学校で教える道徳を「特別の教科」に位置づけた。

併せて学習指導要領の改定も行い、教える内容にいじめ防止などを新たに盛り込んだ。

　改定された学習指導要領は、小学校では２０１８年度、中学校は１９年度から実施される。学校の判断で１５年度から、内容を先取りして教えることもできる。

　教科化に伴って、教員は検定教科書を用いて授業を行う。評価は、他教科のように数値ではなく、教員が児童生徒の理解や態度などを記述する形で行うことになる。週１時間程度、主に学級担任が教える点は現行と変わらない。

　検定教科書の導入に向けて、同省は今年夏までに、教科書会社による編集の指針となる学習指導要領解説書を作成する。評価に関しては、同省の専門家会議で議論し、今年秋をめどに具体的な方法を定める予定だ。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20150327-OYT1T50093.html
・貧困家庭の子供を支援、政府が基金新設へ（3月28日）
　政府は、貧困家庭の子供を支援するため、自治体や財界などと連携して企業や個人に寄付を呼びかけ、基金を新設する。

　厚生労働省が昨年７月に発表した子供の貧困率は１６・３％（２０１２年）と過去最悪の状態で、金銭的な事情から、塾に通う余裕のない家庭の子供の学習を支援する団体や、スポーツ・芸術分野で能力があっても活動を続けることが難しい子供を支援する狙いがある。

　安倍首相が４月２日、自治体や財界、マスコミなど幅広い分野の代表を首相官邸に招き、官民一体で貧しい家庭の子供を支える「子供の未来応援国民運動」（仮称）の発起人集会を開く。基金を設置することも申し合わせる。

　新基金については、今夏をメドに事務局を発足させ、寄付の呼びかけを本格化させる方針だ。政府は基金の設置や運営面で関与していく。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/20150328-OYT1T50053.html?from=ytop_main2
＊日本経済新聞

・川崎中１殺害、ＳＯＳ届かず　専門家「連携強化を」 （3月4日）
川崎市川崎区の中学１年、上村遼太君（13）が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された少年（18）は上村君に繰り返し暴力を加えていたとされる。「グループから抜けて学校へ行きたい」。ＳＯＳは周囲の大人にまで届いていなかった。専門家は家庭や学校、第三者機関の連携強化が求められると指摘している。

　上村君は１月から不登校だった。担任の教諭は30回以上にわたり母親の携帯電話などに連絡し、自宅を５回訪問。２月16日には別の生徒に聞いた携帯電話で上村君本人とつながり、上村君は「そろそろ（学校に）行こうかな」と話したが結局、学校には姿を見せなかった。

　川崎市教委は、学校や家庭などの間に入っていじめや不登校など子供の問題に対応する「スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）」の派遣を検討していた。

　日本学校ソーシャルワーク学会の門田光司代表理事は「不登校の子供たちの中には学校外に交友関係が広がり、トラブルに巻き込まれるケースも珍しくない」と説明。「学校が家庭と情報交換をできない状況の場合、つなぎ役になる第三者の協力が不可欠。教員や学校だけで解決しようと抱え込まず、いち早くＳＳＷなどに助けを求めるべきだ」と強調する。

　上村君は殺人容疑で逮捕された少年らのグループから抜け出したかったとみられ、友人に「やめると言ったら暴力も激しくなった」「（学校に）行くなと脅されている」と漏らしていた。だが、その声は周囲の大人には伝わっていなかった。

　中高生らの間では無料対話アプリ「ＬＩＮＥ」などのネットワークが広まっており、子供とネットの問題に詳しい兵庫県立大の竹内和雄准教授は「閉じたグループ内でメッセージがやりとりされ、大人が異変に気づくのはますます難しい情報環境になっている」と話す。「だからこそ、何かあったときに話してくれる信頼関係を築くことが必要だ」

　上村君の母親は通夜の後に発表した報道陣向けのコメントで「学校に行くよりも前に出勤しなければならず、遅い時間に帰宅するので、遼太が日中、何をしているのか十分把握することができていませんでした」としている。

　いわき明星大の窪田文子教授（臨床心理学）は「親や学校が子供の異変に気づくことが一番だが、中学生が悩みを話すのは主に同性の友人」と指摘。「子供から『友達がこんな悩みを話していた』と聞いたら学校に相談するなど、我が子以外のことも気に掛けてほしい」と求める。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27H9S_U5A300C1CC0000/
・中１殺害は防げなかったか （3月5日）
　川崎市川崎区の多摩川河川敷で、中学１年の上村遼太君（13）が殺害され、容疑者として顔見知りの18歳と、17歳の少年２人の計３人が逮捕された。リーダー格の18歳の少年は、容疑を認める供述を始めているという。

　事件につながる兆候はいくつもあったとされる。どこかで周りの大人たちが気づき、救いの手を差し伸べていれば、悲劇は防げたかもしれない。事件に至る経緯を検証して、教訓を共有したい。

　上村君は今年１月から不登校が続いていた。担任の教諭は自宅訪問や電話連絡を試みたが、本人には会えなかったという。

　18歳の少年からは、顔にアザができるほど暴行を受けていた。これに抗議するため上村君の友人らが少年の家を訪れた際には、警察官が駆けつける騒ぎになっている。上村君は「殺されるかもしれない」と友人に漏らしてもいた。

　学校や教育委員会は、不登校にもっと組織的に対応できなかったのか。警察や市の福祉部などとの連携はとれていたのか。家庭や地域は異変を察知し、被害を食い止めてほしかった。

　上村君と同じように、１人で苦しんでいる子どもはほかにいるかもしれない。文部科学省や市教委は検証作業を始めた。徹底して解明し、結果を公表すべきだ。

　供述の通りだとすれば、少年らは上村君を裸にして多摩川で泳がせ、首を切りつけ殺害した。「大人は気づけなかったか」の無念さは、無軌道な犯行に関わった加害少年たちについてもいえる。

　少年犯罪は減っているという事実も、忘れてはならない。刑法などに触れて摘発された少年の数はこの10年で６割減り、戦後最少を更新している。殺人もここ数年は年間50人前後で、2000年のころの半分程度に減っている。

　罪を犯した少年の立ち直りを促し、再び社会に戻すというこれまでの取り組みの基本が間違っていたわけではない。社会の耳目を引く事件の残虐さに惑わされず、冷静に対策を考えたい。

http://www.nikkei.com/article/DGXKZO83971480V00C15A3EA1000/
・向精神薬、子供に処方増加　厚労省調査 安全性確認を（3月7日）

子供へ向精神薬を処方するケースが増加傾向にあることが６日までに、厚生労働省研究班の調査で分かった。子供の精神疾患が広く知られるようになり、医療機関での受診機会が増えていることが背景にある。処方薬の多くが本来大人用であることも判明、研究班は「子供を対象に効果や安全性を確かめる治験を進めるべきだ」としている。
　厚労省によると、国内の未成年の精神疾患による受診者数は2002年の約９万５千人から08年には約14万８千人まで増加した。

　調査はこうした状況を踏まえ、財団法人「医療経済研究機構」（東京・港）などが13年度に実施。02～10年のレセプト（診療報酬明細書）のうち、18歳以下の延べ約23万件を分析し、ＡＤＨＤ（注意欠如・多動性障害）治療薬、抗精神病薬、抗うつ薬、抗不安・睡眠薬の４種類の向精神薬の処方実態を調べた。

　その結果、02～04年と08～10年とを比べると、13～18歳では、ＡＤＨＤ治療薬の処方件数が2.49倍、抗精神病薬が1.43倍、抗うつ薬が1.37倍に増えていた。６～12歳でもＡＤＨＤ治療薬は1.84倍、抗精神病薬が1.58倍、抗うつ薬が1.04倍と増加した。

子供に種類の異なる向精神薬を併用して処方する例が多いことも分かった。例えば抗精神病薬と抗不安・睡眠薬、抗うつ薬と抗不安・睡眠薬を同時に処方する割合は、13～18歳でいずれも全体の半数を超えていた。欧米での併用割合は６～19％程度だという。
　研究班は、子供の精神疾患への理解が進み、専門の医療機関が増えたことなどが処方の増加につながっていると分析している。

　さらに子供への薬の効果や副作用を確認する治験が行われたのはＡＤＨＤ治療薬の２剤しかなく、大半が大人向けの薬が処方されていることも分かった。副作用などの実態は分かっておらず、同機構の奥村泰之研究員は「子供を対象にした大規模な治験を早急に進めるべきだ」としている。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HD3_W5A300C1CR8000/
・[FT]インド、レイプ告発番組が映す女性蔑視の現実（3月8日） 
フォームの終わり

　理学療法を学ぶ若い女性がデリーのバスの中で集団レイプされ、殺害された事件がインドを揺るがしてから９カ月後、ボリウッド映画の人気女優、カルキ・ケクランさんは「Rape : It’s your fault（レイプ：それはあなたの責任）」と題した風刺動画を制作した。

　ケクランさんはブラックユーモアたっぷりの３分半の動画で、女性に対する暴力の増加は都市部の女性とその振る舞いのせいだとする、インドにまん延する男性優位の態度――インドの公人が公然と表す態度――を嘲笑した。

　そして今度は、英国放送協会（ＢＢＣ）が2012年の悪名高いレイプ事件で有罪判決を受けた男の１人が持つ男性優越主義的な考え方を暴くドキュメンタリー番組を制作・放送した。インド政府がこの番組のさらなる放送を阻止しようと躍起になっている。

　英国で３月４日夜に放送された番組「India’s daughter（インドの娘）」の中で、襲撃事件に加担した罪で死刑判決を受けたムケシュ・シン被告は反省の色も見せず、被害女性は夜に外出したり、暴行に抵抗したりすべきでなかったと言って、死の責任は本人にあるとした。

　「レイプについては、男子より女子の方にずっと大きな責任がある」。ニューデリーのティハール刑務所で撮影されたぞっとするようなインタビューで、シン被告は英国人ディレクターのレスリー・ウドウィン氏にこう語った。「まともな若い女は夜９時に出歩いたりしない」

　シン被告は被害女性の死を「事故」と呼び、さらにこう付け加えた。「レイプされているときに女は反撃すべきではない。ただ静かにして、レイプを許せばいいんだ」

■インド政府、「中傷」だと激怒
　ナレンドラ・モディ首相率いるインド政府は、インドの少女、女性の扱いというデリケートな問題にスポットライトを当てられたことに激怒し、同番組はインドを中傷し、インドの国際的な評判をおとしめようとする陰謀だと糾弾した。

　ニューデリー警察は、インドのテレビ局がドキュメンタリー番組やシン被告とのインタビューを放送することを禁じる裁判所命令を得た。シン被告は死刑判決に対して控訴しており、最高裁判所の審理を待っているところだ。また、デリー警察は番組と関連して暫定的な刑事訴訟を起こしたが、まだ逮捕者は出ていない。

　インドの外務省と情報省は、国外での番組放映を阻止するために対策を講じるよう要請された。ベンカイア・ナイドゥ都市開発相は「インドの名誉を国際的に毀損するインタビューは到底受け入れられない」と述べた。ラジナト・シン内相は、シン被告の発言を「女性の尊厳に対する侮辱だ」と語った。

だが、多くの人は、番組および番組内の憂慮すべき発言の放送を差し止めようとするインド人民党（ＢＪＰ）政権の努力は見当違いだと思っており、ドキュメンタリーは、女性に対する暴力の原因に対処するために内省を必要としている社会に、不快だが必要な鏡を差し出しているという。
　「あの男が言ったことは、大勢のインド人の見方を反映しているのが現実だ」。インド議会の上院議員で女性実業家のアヌ・アガ氏は、ほかの議員を前にこう語った。

　「番組を禁止することが答えではない。我々は、インドの男性が女性を尊重しないという問題に立ち向かわねばならない。問題を認識しよう。そして、すべてがうまくいっているふりをするのはやめよう」

　バス暴行事件の後、ＢＪＰの一部指導者と緊密な関係にある著名なヒンドゥー教「神人」、アサラム・バプ氏が公の場で被害者の死の責任は本人にあると述べ、女性は襲撃者と戦うという過ちを犯した、被害者は襲ってきた相手を「バイヤ（兄弟）」と呼んで慈悲を乞うべきだったと述べたときには、ＢＪＰは遺憾の意を表明した。

　罪を問われているレイプ犯の弁護士らも怒りを招いた。ある弁護士は、もし自分の姉妹や娘が「婚前行為に及び、自らを汚したら、私は間違いなく納屋に連れて行き、家族全員の前でガソリンをかけて、火をつける」と言い放った。

　ドキュメンタリー番組は痛いところを突いた。だが、インド国民は、女性の安全の向上という目的を果たすためには、社会に染み込んだ男性優越主義の現実を隠す方がいいのか、それとも現実と対峙した方がいいのか、考えてみた方がいいだろう。

By Amy Kazmin in New Delhi

（2015年３月６日付　英フィナンシャル・タイムズ紙）

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO84041210W5A300C1000000/
・少年厳罰化、再発防止「効果ある」78％（3月11日）
　川崎市の中学生殺害容疑で少年３人が逮捕されたことを受け、自民党内から少年法の見直し論が出ています。逮捕された少年３人は18歳１人と17歳２人です。20歳未満としている少年法の対象年齢の引き下げや罰則強化などが論点になります。

　まずは少年法とはどんな法律なのか、見てみましょう。

　少年法は罪を犯した20歳未満の少年について、刑事処分や家庭裁判所の審判手続きを定めた法律です。「少年」を「20歳に満たない者」と定義し、法律の目的を「非行のある少年に性格の矯正、環境の調整に関する保護処分を行い、少年の刑事事件について特別の措置を講ずる」としています。

　少年に対する刑事処分か保護処分かの判断は、家庭裁判所に委ねられており、家裁が刑事処分が適当と判断して少年を再び検察に送致（逆送）すれば、起訴されて通常の刑事裁判で審理されます。

　この刑罰対象の低年齢化と厳罰化が進んでいます。2001年施行の改正少年法では、この刑罰対象年齢が16歳以上から14歳以上に引き下げられ、16歳以上による重大事件は原則、逆送とする規定が盛り込まれました。

　07年には、刑事責任を問われない14歳未満の触法少年への強制調査権が警察に与えられ、少年院送致できる年齢も14歳以上から「おおむね12歳以上」に引き下げられました。

　電子版読者の皆さんに少年法の内容を知っているか聞いたところ、「ある程度知っている」が71.7％で最も多く、「知っている」が19.5％、「知らない」が8.8％でした。

　ある程度知っているとした49歳の男性は「低年齢なら殺人しても死刑にならないというのは誰でも知っている」とコメントしました。

　知っているとした36歳の男性は「これほど知られている法律は他にないだろう。少年ならば誰でも知っている」との認識です。商法や民法などと比べれば、よく知られている法律かもしれません。

厳罰化は再発防止などに効果があると思いますか。「効果がある」は78.0％で、「あまり効果はない」の22.0％を上回りました。
　効果があるとした50歳の女性は「見せしめのためにも厳しくすべきだ」と主張しました。あまり効果がないとみる66歳の男性は「衝動的な犯罪も散見され、厳罰化をしてもさほどの抑止効果があるか否かは疑問」と語りました。

　20歳未満としている対象年齢を引き下げる少年法の見直しは必要でしょうか。「必要だ」は93.3％で、「必要ない」は6.7％でした。

　必要だとする人の意見を見てみます。

○「対象年齢は18歳に引き下げるのが妥当だ。18歳は大人」（68歳、男性）

○「法律が制定された戦後と現代は状況が大きく異なる」（37歳、女性）

○「選挙権も与えるならば、責任も取らせるようにすべきだ」（74歳、男性）

　必要ないとした63歳の女性は「年齢を引き下げることが解決につながるとは思えない。犯罪は心の問題」と指摘しました。

　川崎の事件のような凶悪な事件は目立ちますが、警察庁によると少年犯罪の件数自体は減少傾向にあります。少年による凶悪犯罪の再発防止には何が必要なのか。川崎の事件を検証し、幅広い視点から冷静に国民的な議論をしていく必要があります。

◇

　安倍内閣の支持率は65.8％でした。前回の54.4％から11.4ポイントも上がりました。

　前回は「政治とカネ」をめぐる閣僚の問題が相次いでいたことで急落しましたが、いつもの軌道に戻りました。保守的な志向の方が答えやすい質問だったことも支持率の上昇につながったかもしれません。

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO84189680Q5A310C1I10000/
・「人権教育の充実でリスクに対処を」 弁護士の斉藤誠氏 （3月12日）
グローバル企業の死角（下）
フォームの終わり

　日本企業は海外事業でサプライチェーン（供給網）から生じたリスク直面するケースも増えている。紛争鉱物や環境汚染、労働問題などがあり、いずれも人権侵害に直結するリスクが多い。企業は人権とどう向き合うべきなのか。日本弁護士連合会が１月に公表した「人権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス」のとりまとめを担当した斉藤誠弁護士に聞いた。

　――グローバル企業が人権問題への対応を急ぐ動きが活発になっています。

　「直接的な原因として挙げられるのは、国連人権理事会で2011年に『ビジネスと人権に関する指導原則』が全会一致で承認されたことだろう。この指導原則は、提出者であるジョン・ラギー国連事務総長特別代表にちなんで『ラギー原則』と呼ばれている」

　「ラギー原則では、企業の責任に関して『適用されるすべての法令を順守し人権を尊重する』と書かれている。どこの国で事業を行うにせよ、重大な人権侵害を引き起こすリスクを法令順守（コンプライアンス）の問題として取り扱うように企業に求めている。たとえ、関連する法制度が整備されていない国でも、それを理由に人権侵害を放置してはならないということだ」

　「人権尊重は従来、企業の社会的責任（ＣＳＲ）という曖昧な概念の中で語られがちだった。だが、ラギー原則が示すように、国際社会ではＣＳＲより厳格な対応が求められるコンプライアンスの問題としてすでに位置づけられている。日本もラギー原則を承認している」

　――日弁連が企業向けのガイダンスで使った人権デュー・ディリジェンスという言葉の意味は何ですか。

　「初めて登場したのは、国際標準化機構（ＩＳＯ）が10年に定めた『ＩＳＯ26000　社会的責任に関する手引き』の中だ。11年に改訂された経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の多国籍企業行動指針の中にも盛り込まれている」

　「ラギー原則では、デュー・ディリジェンスを『企業の役職員がその立場に相当な注意を払うための、意思決定や管理の仕組み・プログラム』と定義している。人権デュー・ディリジェンスは本質的には『人権リスクに関する内部統制』と言い換えることができる。日本の会社法では、取締役には善管注意義務があり、同義務に基づく内部統制システムの整備・運用義務がある。つまり、人権リスクを適切に把握して対応できるかどうかは、経営責任に直結する問題だいうことだ」

　――企業は何をすべきでしょうか。

　「人権デュー・ディリジェンスは、企業活動に伴う人権への負の影響を特定、評価することから始まる。人権に関わる問題は企業ごとに違いがあるうえ、研究開発、調達・生産、販売、サービスなど各段階におけるステークホルダー（利害関係者）ごとでも異なる。例えば調達・生産の段階では、従業員関連なら労働環境や児童労働など、サプライヤー関連ならコスト削減と納期短縮を押しつけることによる低賃金や長時間労働など、顧客関連では安全性の軽視、地域社会関連では環境汚染などが問題になり得る。各段階・ステークホルダーごとの代表的な人権リスクを日弁連のガイダンスで例示した」

　「先日、全日本空輸の社内での人権対話（ダイアローグ）に参加した。障害をもつ乗客の料金設定のあり方、宗教やアレルギーなどを反映した機内食の出し方など様々な課題が議論された。こうした課題は、企業によって千差万別だ。ただ日本企業でも日立製作所や富士ゼロックスなど人権リスクへの対応で長い実績があり、高い評価を受けている企業はある。日弁連のガイダンスでは、そうした先進的企業の取り組みについても紹介しており、参考にしてほしい」

　「評価の担い手は、ＣＳＲ担当部署と思われがちだが、おそらくそれでは十分な対応はできない。従業員関連なら人事部、サプライヤー関連なら調達部門がＣＳＲ担当部署と共同で対応することが望ましい。ＣＳＲ担当部署には、とりまとめ的な役割が期待される」

　――日本の社会全体としての課題は何でしょうか。

　「日本は先進国のなかでは人権教育が遅れている国の一つで、人権に対する感度は必ずしも高いとは言えない。欧米のように義務教育段階から、人権教育を充実させることで国際社会における人権に対する意識との乖離（かいり）をなくすことが重要だ」

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFP04H0D_V00C15A3I00000/
・定義あいまい、報告にばらつき　児童安全調査で都道府県（３月１３日）
フォームの終わり

　今回の緊急調査で文部科学省は「被害が生じる恐れがある」児童生徒を調べた。ただ定義があいまいなため学校や教育委員会によって解釈が分かれ、都道府県ごとの人数はばらついた。

　全国で２番目に多い60人の報告があった静岡県教委の担当者は「すぐに被害が発生するようなリスクがない事例も報告に含めた」と説明。文科省も精密な調査ではないことを認めた上で、「すべての子供が危険な状況にあるわけではない」としている。一方で調査の過程で安否が確認されたケースもあったといい、文科省は「子供の安全確保を進めるきっかけとしてほしい」としている。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG13H42_T10C15A3CC0000/
・子供の安否、チームで確認　自治体手探り（３月１４日）
フォームの終わり

　生命や身体に被害が生じる恐れがある児童生徒が全国に400人いることが13日、文部科学省の調査で分かり、同省は安全確認を急ぐよう各学校に指示した。背景には、保護者の無関心や貧困など様々な要因があるとされる。学校や家庭だけで問題を解決できないケースが増えており、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）を中心としたチームで対応する自治体もある。

　「生徒にしばらく会えていない」。神奈川県伊勢原市内の公立中学校から2013年秋、市の地域家庭支援チームに支援の要請があった。生徒は同校に転校後、ほどなくして不登校になった。当初は担任らが家庭訪問や電話を繰り返して関わりを保ったが、次第に面会ができなくなった。

　ＳＳＷや民生委員、市教育委員会などで構成するチームが対応を協議。ＳＳＷが月２～３回のペースで生徒の自宅を訪問し、会えない時は生徒が好きなアニメキャラクターの便箋に置き手紙を残し続けた。面会できれば、好きなゲームやテレビ番組の話をして信頼関係を深め、日常会話を交わせる程度になった。

　生徒はまだ登校できていないが、市教委の担当者は「今後は将来の希望を踏まえ、進学などについて学校と連携して少しずつ具体的な話を進めたい」と話す。

　伊勢原市がＳＳＷを含めたチームによる支援を一部地域で始めたのは13年度から。チームには必要に応じて警察官経験者なども加わる。14年度は小中学生６人に対応し、計31回の家庭訪問を実施した。15年度からは対象を全市に広げるという。

　文科省によると、ＳＳＷは現在、全国に１千人余りいる。同省は19年度末までに１万人に増やす考えで「学校や教員に不信感を持つ保護者もいる。学校が十分に家庭を支援できないケースなどで、問題解決にあたってほしい」と期待する。

　子供の安全確保を巡っては、保護者側の協力が得られず、対策が進まないケースもある。川崎市で中１の生徒が殺害された事件では、担任の教員が母親への電話連絡や家庭訪問を重ねたものの、本人と面会できず、家族や関係機関が連携した対応が取れなかった。

　西日本のＳＳＷの男性は「丁寧な準備をしないまま家庭訪問すると、かえって関係を悪化させることもある」と話す。また、ＳＳＷに詳しい大阪府立大の山野則子教授（児童福祉）は「子供や保護者をよく知る人からの情報収集などを通じて解決の糸口を見つけ、関係者が一丸となって対応できる環境づくりが大切だ」と話している。

　▼スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）　不登校やいじめ、非行、貧困などに直面する子供を支援する専門家。学校からの相談や支援要請を受け、児童相談所や医療機関などと連携して子供や家庭の環境改善に取り組む。教育と福祉両面の知識や技術を持つことが望ましいとされ、社会福祉士や精神保健福祉士などの国家資格保持者や教員経験者が多い。

　文部科学省は都道府県や政令指定都市などにＳＳＷ採用の補助金を出しており、2013年度の実績は1008人。自治体が独自に雇用するケースもある。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG13H4Z_T10C15A3CC1000/
・「出向くケア」池田小が転機　犯罪被害者を支え２０年（３） 軌跡 （3月19日）
　2001年６月に起きた大阪教育大付属池田小学校の児童殺傷事件は大阪被害者支援アドボカシーセンターの転機になった。児童８人が亡くなり、教員を含む15人が重軽傷を負った凶悪事件。センターは大阪府警に「何かできることがあればやります」と連絡を取り、支援に乗り出した。

　事件直後に開かれた保護者会用に「これだけは知っておきたい　こころのケア」というリーフレットを2000枚作り、配布した。「少しでもお役に立てればという思いで急きょ作製しました。皆で夜遅くまで作業をしましたね」と代表の堀河昌子さん。

　素早く現場に出向くことの重要性は阪神大震災のときに学んだ。「相談室で待っているような姿勢では駄目だと思いました。多くの人はそういう場があることを知らないし、わざわざ訪れる気にもならない。こちらから出向いて行くべきだと考えました」と副代表の楠本節子さんは話す。

　保護者会の後は、自宅待機になった児童の自宅に学校の先生と一緒に出向いて相談に乗った。動揺が激しい家庭は、関係機関と連絡を取りながらフォロー。様々な場へ付き添ったり、裁判の傍聴券の抽選の列に並んだりした。

　「精神的なケアのため、かなり長い間センターとの関係が続いたご家庭もあります」と楠本さん。現場に出向く活動は福祉などの分野でアウトリーチと呼ばれる。池田小の事件は、被害者支援でのアウトリーチの大切さを再認識する機会になったという。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASHC12H1W_S5A310C1AA1P00/
・３日連続欠席で校長らに報告　川崎中１殺害受け文科省（3月20日）
　川崎市の事件を受けて設置された文部科学省の対策会議は19日、再発防止策の案をまとめた。児童生徒が３日連続して欠席した場合は担任が校長らに報告し、７日連続になった場合は学校が各教育委員会に通知することなどを盛り込んだ。各学校側が対応する際の指針としてもらうのが狙い。

　このほか、児童生徒の安全確認を原則として対面で行うことを明記。「非行グループとの関係がある」や「居場所が分からない」などの４つのケースを想定し、警察や児童相談所との連携、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の活用など、それぞれ学校側に求められる対応策をまとめた。

　対策会議は３月末に最終的な再発防止策をまとめ、全国の学校に通知する方針。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H8K_Z10C15A3CC1000/
・神戸連続児童殺傷、加害男性が遺族に手紙　11通目届く（3月23日）

 
フォームの終わり

　神戸市で1997年に起きた連続児童殺傷事件で、亡くなった小学４年、山下彩花ちゃん（当時10）の遺族が、命日となる23日までに取材に応じ、当時14歳だった加害男性（32）から手紙が届いたと明らかにした。2007年以降毎年届いており、今年で11通目。

　彩花ちゃんの母、京子さん（59）は手紙の詳しい内容を明らかにしていないが、事件当日の出来事を断片的に書いた記述があるという。京子さんは「自分が犯した罪の重さに打ちのめされている様子が伝わってきた。今回ほど深く事件を見つめている内容は初めて」と話した。

　手紙はＢ５判の紙８枚と例年より多く、パソコン書きだった。３月14日に弁護士を通じて届いた。加害男性の住所や職業は山下さん家族には伝わっていない。

　手紙では、京子さんが事件後に彩花ちゃんへの思いをつづった本の内容に触れており、何度も読み込んでいる様子がうかがえたという。

　京子さんは「少年犯罪はあちこちで起きて、加害男性を崇拝する声もある。彼の生の声が社会に伝われば、罪の意識にさいなまれている普通の人だと分かり、事件を起こそうとしている人への抑止力になるかもしれない」と思いを語った。〔共同〕

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG22H39_S5A320C1CC1000/
・14年ストーカー被害、最多２万2800件　脅迫など積極摘発（3月19日） 
フォームの終わり

　全国の警察が2014年に把握したストーカー被害は２万2823件（前年比8.2％増）で、統計を取り始めた2000年以降で最多を更新したことが19日、警察庁のまとめで分かった。２万件を超えたのは２年連続。同庁は危険な予兆があれば積極的に加害者を逮捕する方針を打ち出しており、摘発件数は統計のある12年以降で最多の2473件（同30.9％増）だった。

　警察庁は「ストーカーに対する社会的な認知が高まり、相談が増えている」としている。

　ストーカー規制法に基づく加害者への警告は前年比29.3％増の3171件、警告に従わない場合に出される禁止命令は同44.7％増の149件となり、ともに過去最多だった。

　警察が摘発した2473件の内訳は、ストーカー規制法違反容疑を除けば、脅迫容疑が465件で最も多かった。警察庁は「加害者からの電話の内容などに脅迫の要素があれば、積極的に摘発した」としている。

　次いで多いのが住居侵入容疑の309件で、押しかけやつきまといで被害者の自宅敷地内に入ったケースが多いという。

　13年７月施行の改正ストーカー規制法で新たに禁止対象となった電子メールの連続送信に絡んだ摘発は103件で、前年より60件増えた。

　被害者の89.3％が女性で、男性は10.7％。被害者は20代が35.9％と最も多く、加害者は30代の24.2％が最多だった。被害者と加害者の関係は交際相手（51.0％）、友人・知人（11.4％）、勤務先の同僚・職場関係（10.4％）の順で、面識がないケースも5.8％あった。

　全国の警察が把握したドメスティックバイオレンス（ＤＶ）事案も、14年は５万9072件（前年比19.3％増）と過去最多だった。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG18H9J_Z10C15A3CR0000/
・ネットで情報収集、子供は苦手　文科省が小５と中２を調査（3月25日）
フォームの終わり

　子供はインターネットで複数のウェブページから必要な情報を探し出すのが苦手――。文部科学省が小５と中２を対象に初めて実施した「情報活用能力調査」からこんな傾向が浮かび上がった。ネットを安全に利用する知識にも不安が残る結果となり、文科省は「情報教育の授業の改善に生かしたい」としている。

　24日公表の調査は、小５と中２の計約6700人を抽出し、2013年10月～14年１月に実施。児童生徒は事前に文字入力などを練習し、各ソフトの使い方の説明を聞いた上で、調査用のパソコンを操作した。

　あらかじめ整理された情報を読み取る問題は正答率が高かったが、複数のページから目的に応じ情報を探し出す問題の正答率は低かった。

　小５で最低の正答率（９％）は「ＣＤケースをごみとして捨てる曜日を選ぶ問題」。収集日や分別方法、ＣＤケースがリサイクルできるかどうかなどの情報が掲載されたページを、それぞれ探す必要があった。最低４つのページを参照すれば正解が分かるが、最後まで見られた児童は３割程度。途中で判断したり、短時間で読み飛ばしたりしていたという。

　複数のページを探して熱中症の特徴などを答える中２の問題でも正答率は43％。これに対し、単独のページから情報を読み取る問題では小５、中２ともに正解率は６割超だった。

　プレゼンテーションソフトでスライドを作成する問題の正答率は小５で33％、中２で39％と、情報の整理作業にも苦手な傾向が見られた。

　不正請求メールを受信した際の誤った対応を複数選択する中２の問題では、５～６割が「返信する」「入金した上で手続きする」という正解を選べなかった。ブログの不適切な記述を複数選択する小５の問題では、「知人の写真の無断掲載」や「住所を尋ねる書き込み」を選んだのは５割以下だった。

　一方、調査では児童生徒らを対象にアンケートも実施。情報収集のため学校でインターネットを利用する頻度を尋ねたところ、「ほとんど利用していない」や「全く利用したことがない」との回答が小５で33％、中２で42％に上った。ほぼ全ての学校に整備されているパソコンが活用されていない実態が判明した。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG24H7H_U5A320C1CR8000/
・児童虐待疑い 最多２万8923人　14年、警察の児相通告 （3月26日）
フォームの終わり

　2014年に児童虐待の疑いがあるとして全国の警察が児童相談所に通告した18歳未満の子供は２万8923人（前年比33.9％増）で、統計のある04年以降最多だったことが26日、警察庁のまとめで分かった。警察が摘発した親などの数も719人（同49.2％増）と最多だった。

　110番通報などを受けた警察が児童虐待の疑いのある事案を把握した場合、児童虐待防止法に基づき児相に通告する。04年に962人だった通告人数は増加を続け、13年に初めて２万人を超えた。同庁は「児童虐待に関する社会の認識が高まり、警察への通報自体が増えたため」と分析している。

　14年の通告内容の内訳は、児童の目の前で父親が母親に暴力を振るうなどの「面前ドメスティックバイオレンス」を含む心理的虐待が１万7158人（59.3％）で最も多かった。身体的虐待は7690人（26.6％）、育児の怠慢・拒否は3898人（13.5％）、性的虐待は177人（0.6％）。

　放置すれば児童の生命や身体に危険が及ぶと判断し、夜間や緊急時で児相が対応できない場合に警察署で保護した児童は2034人だった。12年の1611人、13年の1855人から増え続けている。

　警察が摘発した719人のうち、実父が298人と最も多く、実母が158人。養父・継父が149人、内縁の夫が84人だった。

　虐待により死亡した児童は20人で過去最少。警察庁は「虐待がエスカレートする前に防止できたケースが増えているのではないか」としている。

　虐待が疑われる家庭に児相が立ち入り調査などに入る際、大きなトラブルになるのを防ぐため、児相が警察に援助要請をする場合があり、14年の要請件数は前年より22件多い201件だった。

　児童虐待への対応や警察との連携強化などのため、全国の児相には警察官退職者約160人が配置されている。今後は児相と警察による共同の研修も実施していく方針という。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG25H4G_W5A320C1CC0000/
・学校と警察の協議会「年５回以下」８割　文科省緊急調査 (3月27日)
フォームの終わり

　川崎市の中学１年、上村遼太君（13）の殺害事件を受け、文部科学省は26日、学校と警察の連携状況の緊急調査結果を公表した。警察と情報交換する「学校警察連絡協議会」を全国の小中高校など約３万７千校の96％が設置している一方、開催頻度は「年間５回以下」が約８割を占めた。

　同省児童生徒課は「各学期に１回だけ開くなど協議会が形式的になっている恐れもあり、警察との連携状況を改めて確認する」としている。

　2014年度の協議会の開催状況を教育委員会などに尋ねたところ、２～５回が64％と最も多く、１回という回答も18％あった。６回以上開催していたのは19％だった。

　協議会で学校から警察への報告対象としている児童生徒（複数回答）は「犯罪行為や不良行為をした」（89％）、「非行集団に加入している」（76％）、「いじめ、虐待を受けている」（75％）など。すべて実名で報告しているのは３割前後で、すべて匿名も３割前後だった。

　調査は３月12～23日に実施した。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG26H90_W5A320C1CR8000/
・施設内の子供虐待、13年度87件で最多　６割が男子（3月28日）

厚生労働省は28日までに、児童養護施設などで暮らす子供が職員らから受けた虐待が2013年度に87件確認されたと明らかにした。前年度から16件増え、同省が調査を始めた09年度以降で最多となった。被害に遭った子供は155人で、前年度から18人減った。
　全国から届け出や通告が288件あり、このうち87件を各都道府県が虐待と認定した。施設別の内訳は児童養護施設49件、里親・ファミリーホーム13件など。被害者のうち小学生は57人、中学生が54人で、全体の約６割が男子だった。

　虐待の種類別では、身体的虐待が55件で最も多く、子供を注意する際にたたいたり、食事を催促する幼児の尻に調理中のフライパンを押し当てたりする虐待があった。

　心理的虐待は17件で、真っ暗な部屋で食事を取らせた事案があった。ほかは、性的虐待13件とネグレクト（養育放棄）２件。性的虐待では３年継続したケースがあった。

　09年に施行された改正児童福祉法は各都道府県に対し、施設職員らからの虐待があったとして児童本人や周囲から通告を受けた場合、具体的事例を集計、調査するよう求めている。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28H84_Y5A320C1CR8000/
・我が子がＬＧＢＴとわかったら……（3月31日）

我が子がＬＧＢＴ（レズビアン、ゲイ、両性愛者、トランスジェンダー）と呼ばれる性的マイノリティーとわかったら、親はどう受け止めればいいのか。拒絶すれば子どもは行き場がなくなる。かといって親として葛藤もあるだろう。東京都渋谷区が同性パートナーの証明書発行を検討するなど、ＬＧＢＴへの関心が高まる中、考えてみた。

※下記の項目は、記事に掲載されていた文章を転記。

我が子がＬＧＢＴとわかったときの心得（専門家やＬＧＢＴ当事者の話などをもとに構成）

・「そんなはずはない」と子どもの性的指向を決めつけない

・「育て方が悪かった」などと自らを責めない

・「そのうちに治る」などと病気のように扱わない

・すぐに理解できないのは当たり前。まずは「話してくれてありがとう」と伝える。

・悩むのは「あなたを受け止めるため」と子に話し、時間をかけて理解する努力を。

　松岡成子さん（49）が長男の宗嗣さん（20）からカミングアウトされたのは、昨年５月の連休のこと。長女と３人、レストランで夕食の最中だった。

　「彼女はできたの？」

　「できてない。女の子には興味がないんだ」

　驚いたり、がっかりしたりすることはなかった。思い当たる節があったからだ。

　１歳半で公園デビューした時。男の子なら飛びつく砂場遊びや水鉄砲、車のおもちゃには見向きもせず、興味を示したのはタンポポの花。ライダーごっこも苦手だった。ママ友と「将来のために源氏名を考えた方がいいかも」と冗談を言い合ったほど。中学高校では、同性とよくハグをすることで有名と聞いた。

　だから、同性愛者と告白を受けたその場で、こう伝えられた。「宗嗣の人生なんだから好きなように生きなさい。ただ病気の時に隣にいてくれる人が大事で、親としてはそこが心配。それが男でも女でもいい」

　子どもの頃から兆候があったことが、素直に受け止められた理由と成子さん。そうでなければ時間がかかったと思うが「親が子を自分の理想に誘導しようとするのはやめた方がいい」とも話す。宗嗣さんも「親に否定されたら逃げ道がなくなる」と強調する。

　早大１年生の薫さん（仮名、19）は、そうした親の態度に悩む。女性として生まれたが、小学校低学年から体に違和感を持ち、高校の時に性同一性障害とわかる。高３の夏、母に打ち明け、胸の切除などの治療をしたいと話すと、「あなたはあなた。その体でいいじゃない」と言われた。しんどさを訴えても「信じたくない」。

　父は「社会に出たらいろんな生き方があるとわかり、男性に体を変えなくても生きていける」ととりつくしまがない。20歳になれば親の同意なしに治療ができると伝えたら、「もしやったら家から出て行け」。

　薫さんは「すぐに理解できないのはわかるが、理解しようとしてくれないのはつらい」と苦しみを吐き出した。

　こうした親の対応で悲劇的なことが起きかねない。宝塚大学看護学部の日高庸晴教授らが2005年にゲイと両性愛の男性約6000人を対象にした調査によると「自殺を考えたことがある」のは65％、「自殺未遂をした」と答えた人も14％に達した。

　子どものころから自らの性的指向に悩む姿が浮かぶ。薫さんも小学生の時に「電車に飛び込んだら、高いところから飛び降りたら、と自殺を何回も考えた」という。日高教授は「少し時間をちょうだい、でもいい。親は拒絶ではない態度を示して」と話す。

　ゲイであることを公表した前東京都豊島区議の石川大我さんも「ＬＧＢＴの当事者も自分の指向を長い時間をかけて受け入れる。親もすぐに理解できない自分に動揺するのではなく、時間をかければいい、と思ってほしい」と訴える。「子どもの側も、だめな親、と絶望しないで」。カミングアウトを出発点とし、親子の絆を結び直す長いプロセスが始まるのだろう。

　文教大のＬＧＢＴサークル代表を務める陽希（はるき）さん（19）は、高校入学前、母親（58）へ大学ノート３枚６ページにわたる告白の手紙を書いた。

　「自分は多分、性同一性障害かもしれません。99.95％ぐらいです。ごめんなさい」

　母親は「15歳の子が将来についてこんなに悩んでいたのか、と胸が痛くなった」。ここから本を読み、ネットで調べ、専門医へ相談にも行った。高校にかけあい、戸籍の女性ではなく、男性として受け入れてもらった。「陽希」という男性名も夫と考えた。「カミングアウトからの２～３年間で、私の中で少しずつ解決されていった」と母親は述懐する。

　ＬＧＢＴの子を持つ親同士が、悩みを語り合う場も広がっている。ＮＰＯ法人「ＬＧＢＴの家族と友人をつなぐ会」は06年に神戸市で活動を始め、東京、福岡でも定例会を開催。昨年からは名古屋市でも開いている。

　今月22日に神戸であった会合には親や当事者ら約20人が集まった。性同一性障害の娘を持つ奈良県の女性は初参加。「子どもを理解するのにどういうステップを踏んでいったのか、知りたかった」と真剣な表情だった。

　同法人理事の清水尚美さん（61）も息子がゲイとわかって悩んだ１人。同じような親は多いと聞き、会を立ち上げた。我が子の将来を悲観して、会合で泣き崩れる親はいまだにいる。だが「社会は変わってきている。子が語り始めたら耳を傾けてほしい」と、清水さんはエールを送っている。

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO85035080Q5A330C1NNMP00/
*神奈川新聞

川崎・多摩川中１殺害：学校だけでは守れない（3月4日）
川崎市川崎区の中学１年男子生徒（１３）が殺害された事件で、１７～１８歳の少年３人が逮捕された。男子生徒は１月から学校に通わず、友人に「殺されるかもしれない」と相談したとされ、さまざまな形でＳＯＳを発信していた。助けることはできなかったのか。専門家からは「非行や不登校などの問題を抱えている児童・生徒や家庭の支援には、学校と学校外の機関の連携が欠かせない」との指摘が上がる。

　捜査関係者によると、殺人容疑で逮捕された１８歳の少年は男子生徒に全裸になるよう命令して多摩川で泳がせ、カッターナイフで首を何度も刺して殺したと供述している。男子生徒はこの少年から以前受けた激しい暴行を別の親しいグループの少年に相談していた。このグループが謝罪を求めて１８歳の少年宅に押し掛けていた。少年は殺害の動機について「チクリやがったからやった」と供述しているという。

　では殺害にまで至った背景には何があるのか。法政大の越智啓太教授（犯罪心理学）は近年、少年グループの暴力が内向きになる傾向があるとみている。

　「非行少年グループの数は少子化の影響で減っている。かつては別のグループとけんかをすることで内部の結束を強めていたが、現在は身近に複数のグループが存在することがあまりない。頻繁にあった外部グループとの暴力的対立は少なくなった。その分、内部のいじめに向かっている可能性はある」

　「非行に関する問題は犯罪と絡むこともあるので家族や学校だけで対応するのは難しい。警察は日常的に非行グループに接しているので、グループに関連する人脈にも詳しい。問題が深刻化する前に警察などの専門機関に相談するべきだ」

　■不登校は予兆

　２８年間、家庭裁判所の調査官として非行少年に向き合ってきた鈴鹿医療科学大の藤原正範教授（司法福祉学）は、背景に少年たちに虚勢の張り合いがあったのではないかと推測する。

　「少年グループのリーダーにはメンバーになめられたくないという心理が働き、普通一人ではやらないような暴力にエスカレートしていくことが多い。グループに明確なリーダーがいれば、死に至るほどの暴力を止めることができる。だが、最近のグループはグループ内の序列がはっきりしていないことが多い。虚勢を張り合い、格好のいいところ、勇ましいところを仲間に見せようとする。だから『やめろ』と言えなくなる」

　「加害者や被害者本人や周辺を調査すると、多くのケースで予兆となるのが不登校だ。不登校になっている児童・生徒には、掘り下げた支援が必要だ」

　■あともう一歩

　男子生徒は不登校というＳＯＳを出していたが、学校は助けることはできなかった。川崎市教育委員会によると、担任が１月１９日から２月１３日までの間、５回家庭訪問したが、家族も含めて接触できなかった。担任は母親の携帯や自宅に計３３回連絡。母親は「自発的に登校するまで様子を見る」「遊びに出ている」と返答したという。男子生徒と電話で直接連絡が取れたのは２月１６日。「元気？　テストもあるから学校においで」と担任が伝えると、男子生徒は「そろそろ行こうかな」と応じたという。その４日後、事件は起きた。

　神奈川大の荻野佳代子教授（教育心理学）は、学校だけではなく地域や関係機関との連携を重視する。

　「今回の事件は結果としてはあまりに残酷で残念なものになってしまったが、被害者が何人かの友人に困っていることを伝えたり、先生とも電話で話したり、学校関係者と連絡は取れており、だからこそ、あともう一歩という思いが残る。学校内はもちろん、学校と地域、関係機関がより一層機動的に連携することが求められている」

　■変わらぬ困難

　川崎区には社会福祉の観点から家庭や子どもを支援するスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）が１人配置されていた。

　ＳＳＷは学校だけでは対応が難しく、家庭にも介入する必要がある場合、児童・生徒、保護者から問題を聞き取り、児童相談所、福祉事務所、警察、民生・児童委員などの関係機関につなぐ役割を担う。

　学校が区に要請し、派遣されるシステムだが、今回のケースでは学校から派遣要請はなかった。市教委の担当者は「家庭との関係がない場合には派遣できない。家庭と十分な連絡を取れず、状況を把握できない現状だった」としている。

　県内で活動するＳＳＷの一人は学校や専門職、地域住民が連携して児童・生徒や家庭を支援する仕組みが必要だと訴える。

　「二十数年前から子どもたちを見てきているが、非行グループに入る子どもの本質的な部分は変わらない。昔も今も、家庭の問題や貧困などで社会から排除された子が集いやすい。困難を抱えている家庭も増えており、家族だけでは子どもを守ることができない。今回のような事件を防ぐには、地域や学校など、さまざまな方面の予防的介入が必要だ。子どもの６人に１人が貧困状態といわれている。この事件の背景にどんな社会問題があったのか、考えていかなければならない」

　■問題抱え込み

　早稲田大の喜多明人教授（子ども支援学）は学校は子どものＳＯＳに気付いていても、問題を抱え込んでしまう体質があると指摘する。

　「非行傾向のある生徒の不登校の問題に学校は対応しきれない。学校や家庭の外でトラブルに巻き込まれているのを察知するのは難しい。教師に全てを求めるのは無理があり、学校は対応力を失っているという現状から出発しなくてはいけない。学校が問題を抱え込んで“しょいこみ体質”になっている。これは全国的な問題だ」

　「川崎市は２０００年に全国に先駆けて子どもの権利に関する条例を制定し、子どもの権利侵害の相談・救済機関『人権オンブズパーソン』も相談電話『チャイルドライン』もある先進的な地域だった。本人や周囲の子どもからＳＯＳの情報が寄せられれば、対応できたかもしれない。子どものＳＯＳをキャッチするのは難しい。だからこそ大人たちの連携が欠かせない。学校は外部の機関にもっと開かれた場所であるべきだ」

http://www.kanaloco.jp/article/84981/cms_id/129282
＊京都新聞

・シングルマザー、困窮の影に男性の暴力…大阪のグループが調査（3月9日）
　困窮する親子らを支援する「大阪子どもの貧困アクショングループ」（徳丸ゆき子代表）が、支援が必要なシングルマザー１００人の成育環境や生活実態の聞き取り調査をまとめ、このほど大阪市内で報告会を開いた。子ども時代に虐待されて育ったり、夫からのＤＶ（ドメスティックバイオレンス）で離婚するなど、身近に暴力があったケースが目立った。

　徳丸さんは９歳の息子を育てるシングルマザー。２０１０年、大阪市西区で起きた２幼児放置死事件などをきっかけに、困窮する親子を丸ごとサポートすることの必要性を感じ、１３年にグループを発足した。同年７月から１年以上かけ、主に京阪神の１００人に聞き取り調査した。

　１児の母（２５）は父親の育児放棄や叔父の暴力の中で育ち１５歳で家出し、２０歳で出産したが、パートナーからＤＶを受けて家を出ている。４児の母（４１）は長女が事実婚の男性から性的被害を受け、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）になった。自身も男尊女卑的な父親の女性問題にストレスを抱える母親から、体罰を受けて育った。また、暴力のある家庭で育った夫から、子どもの前で１０年間ＤＶを受け続けて離婚調停中という事例もあった。

　調査では、母親たちの成育環境や生活実態を分析した。子ども時代を健全に過ごした人は、仕事が見つかるなどして雇用環境や住環境が改善されると精神的に落ち着いてくるという。一方で、虐待されるなど複雑な家庭で育った人は、困窮からなかなか抜け出せない傾向が強かった。

　その背景の一つとして、抑圧的な環境で育った人には、暴力的だったりギャンブル依存の人をパートナーに選んでしまうケースも目立った。彼女たちは自己肯定感が低く、「安定的な男性は自分にふさわしくない」と考える人が多かったという。

　徳丸さんは、「人にとって、子ども時代がどれだけ大切かわかった。なのに、今日も、母の大量服薬や父親から暴力を受ける場面を見て、日常的な暴力の中にいる子どもがいる」と指摘。困窮しているシングルマザーの現状だけでなく、困窮に至った経緯を詳しく見ることの大切さ、子どもを隣近所など地域で支えていくことの必要性を語った。

http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150309000044
＊紀伊民報

・高校生の９７％が携帯ネット利用　和歌山県調査（3月9日）
和歌山県のアンケートで、子どもの携帯電話によるインターネット利用割合は、小学生で39・７％、中学生で83・６％、高校生で97％に達することが分かった。ネット利用による影響で、プラス面の上位に「生活の楽しみが増えた」「友人が増えた」などとある一方で、「睡眠時間が減った」「勉強しなくなった」などマイナス面も挙がった。性犯罪被害に遭う事例も発生している。

　県は昨年11～12月、県内小中高（10～17歳）の児童生徒の保護者を対象にアンケートした。配布数は３２５６人で有効回答数は２３５０人（回答率72・２％）だった。

　それによると、携帯電話の所有は小学生42・４％、中学生59・６％、高校生98・４％。２０１１年と比べると、高校生は１・９ポイントの増加だが、中学生10・８ポイント、小学生約２倍と、特に低年齢での普及が広がっている。使用機種のスマートフォン率も小学生25・６％（11年１・２％）、中学生71・６％（同２・２％）、高校生92・６％（同６・９％）と高まっている。

　携帯電話だけに限らずネット利用をきっかけにした子どもの変化として、上位４項目には、プラス面で「生活の楽しみが増えた」「友人と会話が増えた」「友人が増えた」「家族と会話が増えた」があるが、マイナス面の上位４項目では「睡眠時間が減った」「勉強しなくなった」「家族と会話が減った」「疲れやすくなった」が挙がった。

　ネットの利用時間は、２時間未満が小学生で87・８％、中学生で68・２％、高校生で44・３％と年齢が上がるにつれて長くなっている。２時間以上の利用は、例えば高校生では、２時間以上３時間未満が18・９％、３時間以上４時間未満が６・８％、４時間以上５時間未満が３・７％、５時間以上が５・７％あった。

　ネット依存の傾向を調べる調査もした。「やめなさいと言っても利用し続けることがある」「インターネットから離れると、とたんに落ち込んだり不安になったりすることがある」など８項目の質問で、「よくある」「時々ある」「ない」など頻度によって得点化。合計点で「傾向が高い」と判断された割合は小学生で39・２％、中学生で28・１％、高校生で33％あった。

　子どものネット利用が進むとともに、犯罪被害も発生している。県青少年・男女共同参画課健全育成支援班によると、会員制交流サイト（ＳＮＳ）などの利用で、県内でもこれまでに、県青少年健全育成条例違反（淫行・わいせつ行為・連れ回し）、児童福祉法違反（淫行させる行為）、児童売春・児童ポルノ法違反（児童ポルノ製造・公然陳列）の被害があったという。

　有害サイトの閲覧を制限する「フィルタリング」の利用状況調査では、「利用あり」が小学生76・５％（12年82・１％）、中学生61・４％（同64・２％）、高校生51・９％（同48・４％）だった。

　健全育成支援班は「関係機関とフィルタリングの啓発に取り組んでいる。ネットの長時間利用は今後、対策に取り組んでいかなければいけないと危機感を持っている」と話している。

http://www.agara.co.jp/modules/dailynews/article.php?storyid=290448
＊NHKニュース

・子どもへの性犯罪 所在確認対象の１割近くが再検挙（3月19日）
子どもへの性犯罪で服役した人が同じような犯罪を繰り返すのを防ぐため、刑務所を出所したあと警察が所在の確認をする制度が始まって、ことしで10年となります。
　この間、制度の対象となった1300人余りのうち１割近くが再び子どもへの性犯罪で検挙されていたことが、警察庁の調べで分かりました。

平成16年に奈良市の小学生の女の子が誘拐され殺害された事件を受けて、12歳以下の子どもへの悪質な性犯罪で服役した人については、同じような犯罪を繰り返すのを防ぐため、刑務所を出所したあとの住所を法務省が警察に伝える制度が始まり、ことしで10年となります。
　この制度では、社会復帰を妨げないよう対象者の情報は学校や地域には知らされず、警察官が所在の確認や面談を行っています。
　制度の開始から10年の間に対象となった1396人のうち、１割近くに当たる129人が、再び子どもへの性犯罪で検挙されていたことが分かりました。
　このうち、強制わいせつが107人とほとんどを占め、わいせつ目的の誘拐や連れ去りが15人などでした。
　また、去年12月末の時点で制度の対象となっている人は全国で817人で、このうち36人は所在が分からなくなっているということです。
　警察庁は再犯を防ぐ取り組みを進めるとともに、所在不明になっている人については引き続き確認を進めていきたいとしています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150319/k10010020421000.html
＊沖縄タイムス

・少年の再犯者率　沖縄44％で全国最悪　背景に高い貧困率（3月24日）
２０１４年に沖縄県内で検挙された犯罪少年（１４～１９歳）のうち再犯者の割合は全国一高い４４・１％だったことが、県警のまとめで分かった。前年比７ポイント増で、全国平均の３４・９％を９・２ポイント上回った。県警は非行少年の居場所づくりなど対策を進めているものの、専門家は少年らの貧困や暴力被害、ネグレクト（育児放棄）など成育環境が背景にあるとして、行政や教育現場の連携が不可欠と指摘している。（城間陽介）

　県警少年課によると、検挙数全体は年々減少傾向にあるが、過去１０年間の再犯率は約３５～４５％で推移。昨年検挙された犯罪少年は８６６人で、そのうち再犯者は３８２人だった。１３年は千人が摘発されたが、再犯者は３７０人で、割合は全国８位の高さだった。

　こうした現状を受け、同課では、非行少年らに農作業体験や料理教室、大学生をサポーターとした学習支援などの立ち直り支援を進めている。

　９年前から街頭補導活動に携わる少年サポートセンター少年補導職員の小橋川蘭さんは「少年が属するグループへのアプローチが必要」と指摘する。少年たちの多くが少年院を出た後も元の仲間の所へ戻っていく実態を振り返り「補導・検挙して『さようなら』ではなく、居場所や、そこでの人間関係をどう築かせるかが大事だ」と話す。

　琉球大学の上間陽子准教授（生活指導）は、全国一の再犯者率を「他県に比べ高い貧困率の反映」とみている。１３年度に少年院を仮退院した少年の調査では、生活保護レベルの貧困家庭が全国平均の約２倍となった。「貧困状態というだけでなく、親の暴力や育児放棄などを伴う場合も多い。日常的に置かれている環境を変える手だてが必要」とし、地域や学校が少年の家庭環境を把握した上で、行政による貧困対策が重要と指摘した。

http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=108456&f=i
・社説[少年再犯者率]背後の問題に目向けよ（3月25日）
２０１４年１年間に、窃盗などで検挙された１４歳から１９歳までの少年８６６人のうち、３８２人が再犯だったことが県警のまとめで分かった。再犯者率は４４・１％で全国一高い。
　罪を犯し検挙された少年の数は２００５年の１６０５人から半分近くに減るなど減少している。半面、再犯者率は０５年の３５・８％から緩やかに上昇する傾向にあり、高止まっている状況だ。　
　全国で昨年１年間に検挙された少年は４万８３６１人で、再犯者率は３４・９％。県内はそれよりも１０ポイント近く高いことになる。　
　なぜ少年の再犯者率が高いのか。
　「立ち直りたい」という意志や、「社会のルールを守る」といった規範意識はもちろん重要だが、自分ではどうすることもできない家庭の貧困やネグレクト（育児放棄）などの養育環境、非行少年に対する社会のまなざしも大きく影響している。
　沖縄少年院の仮退院者４６人を対象にした１３年度の実態調査では、約６割の少年が生活保護レベルの貧困家庭で暮らすなど、その割合は全国の少年院入所者の２倍以上に上った。
　親からしつけを受けることがほとんどなく、暴力や暴言の中で育ち、学校では勉強についていけず居場所がないといった、厳しい生活の様子が伝わった。
　全国ワーストの再犯者率が映し出すのは、問題を抱える少年たちを支える社会的機能の貧困でもある。
　　　　■　　　　■
　再犯者率とともに、仲間と一緒に事件に関わる共犯率の高さが、県内の刑法犯少年の特徴である。
　地域の遊び仲間との関係が断ち切れず、真面目に働きたいと思っても仕事がなく、頼れる家族がいないという状況を想像してほしい。
　先の沖縄少年院の調査でも、多くの少年が退院後の交友関係を懸念し、就労や家庭の問題に不安を感じると答えていた。
　立ち直りを支援し「心のブレーキ」となる身近な大人の存在は大切で、学校や仕事といった居場所や基盤が必要である。
　そんな中、県内で進む心強い取り組みがある。
　暴力を振るう親から逃れたり、少年院を出た後、帰る家のない子らが一時的に暮らす「子どもシェルター」の設置だ。公的支援が届きにくい１０代後半の少年少女を守るため、弁護士らが中心となって受け皿づくりを急いでいる。
　　　　■　　　　■
　全国と比べてとりわけ目立つ深夜徘徊（はいかい）の多さ、犯罪の低年齢化など、沖縄の少年非行をめぐる問題はとても深刻だ。
　再犯少年は、大人になってからも犯罪を繰り返す可能性があり、それだけに今、何をするかが重要となる。　
　非行少年の居場所づくりや自立のための就学・就労支援、貧困家庭への取り組み、地域不良集団への対応など、行政がやらなければならない課題はほぼ出尽くしている。
　社会全体で支えていくとは、これら一つ一つを着実に実行していくことだ。

http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=108582
＊時事通信
・相談窓口「ない」６割＝危険判定、１％未満－自治体のストーカー対策・内閣府（3月27日）
　全国の自治体の６割に、ストーカー被害に関する相談窓口が存在しないことが２７日、内閣府による初の調査で分かった。窓口のある自治体も、マニュアルを使って統一的に対応しているのは１２％にとどまり、被害者に危険が迫っていないかを判定しているのは１％に満たなかった。
　ストーカー被害の深刻化に伴い、警察以外の支援の拡充が必要と指摘されているが、市民に身近な自治体の体制が不十分な実態が浮き彫りになった。窓口の有無にかかわらず、多くの自治体が「ノウハウ不足」「人材確保」を課題に挙げている。
　調査は昨年９月、４７都道府県と全市町村、東京２３区にアンケートを実施。全都道府県を含む１５５８自治体が回答した。回収率は８７％。（2015/03/27-08:21）

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201503/2015032700118&g=soc
・ストーカー被害、10人に１人＝３割「命の危険」－内閣府調査
　内閣府は２７日、男女間の暴力に関するアンケート調査結果を発表した。それによると、今回初めて尋ねたストーカー被害について、女性の１０人に１人がストーカー行為を受けた経験があると答え、被害女性の３割が「命の危険を感じた」と回答したことが分かった。

　同調査は３年ごとに実施。今回は２０１４年１２月に全国の成人男女５０００人を対象に行った。有効回収率は７０．９％。
　ストーカーの被害経験があると答えた人は、女性が１０．５％、男性が４．１％。被害女性の２８．９％、被害男性の１５．７％が命の危険を感じていた。ストーカー行為を受けて「外出が怖くなった」「心身に不調を来した」「眠れなくなった」など日常生活に支障を来していることも分かった。
　加害者は「交際相手・元交際相手」が３８．５％と最も多く、「知人・友人」が２１．２％、「職場関係者」が２０．０％など、顔見知りの人が８割を超えた。被害女性の１８．４％、被害男性の５７．１％が誰にも相談しておらず、内閣府の担当者は「加害者との関係性から、警察などへの相談をためらうケースが多いのでは」と分析している。
　また、結婚相手からの暴力（ＤＶ被害）を受けた経験のある女性は２３．７％、男性は１６．６％。被害女性の４４．９％、被害男性の７５．４％が誰にも相談していないと答えた。（2015/03/27-08:31）

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201503/2015032700131&g=soc
